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第１ 災害危険箇所

１－１ 重要水防箇所（河川）

令和 5 年 4 月現在

資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

県土整

備事務

所名

水系名 河川名

左

右

岸

別

延長

（ｍ）

位置 重

要

度

予想

される

事態

水防工法

市郡 大字 キロ杭位置

南筑後 隈川 隈川
左

右

2,350

2,260

大牟田

みやま

倉永

高田黒崎開

（左岸）魚繁二

号橋から JR 鹿

児島本線橋まで

（右岸）鷺山橋

上流より JR 鹿児

島本線橋まで

A 越水
積み

土のう工

南筑後 隈川 隈川
左

右

30

30
大牟田 宮崎

岡松田堰～ 宿

団地橋
Ｂ 溢水

積み

土のう工

南筑後 堂面川 堂面川 左 460 大牟田 大黒町
新 堂 面 橋 か ら

横手橋
Ｂ 越水

積み

土のう工

南筑後 堂面川 堂面川
左

右

260

280
大牟田

草木

下白川 2 丁目

下白川橋から仮

屋川橋まで
A 溢水

積み

土のう工

南筑後 堂面川 堂面川
左

右

570

570
大牟田 歴木

平野下橋下流

20ｍから陣屋眼

鏡橋まで

A 溢水
積み

土のう工

南筑後 堂面川 白銀川
左

右

4,323

4,323
大牟田

手鎌

白銀

堂面川合流（終

点）から坂口橋

まで

Ｂ
越水

溢水

積み

土のう工

南筑後 大牟田川 大牟田川 右 25 大牟田 旭町 東泉橋上流 Ｃ 溢水
積み

土のう工

南筑後 大牟田川 大牟田川 左 430 大牟田

七浦町

合成町

末広町

七浦橋～鉄道

橋
Ｂ 溢水

積み

土のう工

南筑後 諏訪川 諏訪川
左

右

920

820
大牟田

船津町

天領町 2 丁目

天領橋下流 60

ｍから三井水門

まで

A
越水

溢水

積み

土のう工

南筑後 諏訪川 諏訪川 右 250 大牟田 馬込町 2 丁目 日の出橋上流 A 溢水
積み

土のう工
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１－２ 災害危険河川区域

令和 5 年 4 月現在

級

別
水系名 河川名

左右

岸別

延長

（ｍ）

位 置

大字 キロ杭位置

二 隈川 隈川 右 20 倉永 4k980

二 隈川 隈川 右 30 倉永 4k020

二 隈川 隈川 右 35 倉永 4k070

二 隈川 隈川 右 30 倉永 4k260

二 隈川 隈川 左 10 倉永 4k980

二 隈川 隈川 左 7 倉永 5k550

二 隈川 隈川 左 360 倉永 5k470

二 隈川 隈川 右 250 宮崎 5k470

二 隈川 隈川 左 8 吉野 6k380

二 隈川 隈川 左 5 吉野 6k670

二 隈川 隈川 左 7 吉野 6k810

二 堂面川 堂面川 右 145 浜開 1ｋ/95 付近

二 堂面川 堂面川 左右 100 上白川町 仮屋前橋付近

二 堂面川 堂面川 左 110 歴木 平野下橋付近

二 堂面川 堂面川 左 25 歴木 大水口橋付近

二 堂面川 堂面川 右 75 歴木 上田脇橋付近

二 堂面川 堂面川 左 60 田町 田町橋付近

二 堂面川 堂面川 右 15 今山 松山口井堰

二 堂面川 堂面川 左 25 今山 久保田橋上流

二 堂面川 堂面川 右 65 今山 筒井橋上流

二 堂面川 白銀川 右 85 手鎌 高島橋付近

二 堂面川 白銀川 右 30 手鎌 唐船立合下井堰下流

二 堂面川 白銀川 右 5 橘 銀水川橋付近

二 堂面川 白銀川 右 55 橘 元屋敷二号橋付近

二 堂面川 白銀川 右 35 白銀 元屋敷四号橋下流

二 堂面川 白銀川 右 40 白銀 池田橋下流

二 堂面川 白銀川 右 110 白銀 前田井堰付近

二 堂面川 白銀川 右 330 岩本 4ｋ/90 付近

二 堂面川 白銀川 左 35 岩本 高田橋下流

二 堂面川 白銀川 右 390 岩本 坂井橋下流

二 堂面川 白銀川 左 55 岩本 坂井橋付近

二 堂面川 白銀川 左 50 岩本 上ノ原井堰付近

二 堂面川 白銀川 右 50 岩本 広瀬橋付近

二 堂面川 白銀川 左 5 上内 6K/78

二 堂面川 白銀川放水路 右 50 手鎌 栗の内橋付近

二 堂面川 長溝川 右 60 歴木 嶋廻井堰上流

二 堂面川 長溝川 左右 170 歴木 前田井堰上流

二 大牟田川 大牟田川 左右 70 栄町二丁目 銀栄橋付近
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資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

１－３ 重要水防箇所（県知事管理区間・海岸）

令和 5 年 4 月現在

資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

級

別
水系名 河川名

左右

岸別

延長

（ｍ）

位 置

大字 キロ杭位置

二 大牟田川 大牟田川 左右 20 合成町 合成橋付近

二 大牟田川 大牟田川 左右 30 合成町 合成南橋付近

二 諏訪川 諏訪川 左 10 船津町一丁目 三川橋下流

二 諏訪川 諏訪川 右 60 小石 教楽来橋付近

県土整備

事務所名
沿岸名 海岸名

重要水防区域
重要度

予想される

事態延長(m) 地先名

南筑後 有明海 新開海岸 60 北磯町 Ａ 越波、漏水

南筑後 有明海 大牟田港地区海岸 1,315 浜田町 Ａ 越波
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１－４ 道路危険箇所調書

令和 5 年 4 月現在

資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

１－５ 山地災害危険箇所：山腹崩壊危険地区（民有林）

令和 5 年 4 月現在

資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

県土整備

事務所名

道路

種別
路線名 字 危険内容 対策工法

南筑後 主地 大牟田南関 三池 落石崩壊 切り土

南筑後 主地 大牟田南関 今山 落石崩壊 コンクリート擁壁、落石防護柵工

南筑後 主地 大牟田南関 三池 地すべり 集排水工

南筑後 主地 南関大牟田北 上内 落石崩壊 法枠工

南筑後 主地 南関大牟田北 上内 落石崩壊 法枠工

南筑後 主地 南関大牟田北 上内 落石崩壊 法枠工

南筑後 主地 南関大牟田北 上内 落石崩壊

南筑後 主地 南関大牟田北 上内 盛土 擁壁工

南筑後 主地 大牟田川副 岬 落石崩壊 擁壁工、落石防護柵工

南筑後 主地 大牟田高田 櫟野 落石崩壊 ワイヤーロープ掛工、落石防護柵工

南筑後 主地 大牟田高田 櫟野 擁壁 擁壁工、モルタル注入

南筑後 一県 勝立三川 勝立 落石崩壊 擁壁工

南筑後 一県 勝立三川 勝立 擁壁 ブロック積み

危険地

区番号

（地区）

位置 保全対象

大字 人家数
公共施設等

道路
種類 数量

1 上内 市道

2 上内 6 市道

3 四ケ 26 県道

4 今山 4

5 今山 37 市道

6 今山 25 市道

7 今山 27 公民館 1 市道

8 櫟野 19 市道

9 勝立 5 市道
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１－６ 山地災害危険箇所：崩壊土砂流出危険地区（民有林）

令和 5 年 4 月現在

資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

１－７ 山地災害危険箇所：地すべり危険地区（民有林）

令和 5 年 4 月現在

資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

１－８ 砂防指定地

令和 5 年 4 月現在

資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

危険地

区番号

（地区）

位置 保全対象

大字 人家数
公共施設等

道路
種類 数量

1 四ケ 2 市道・高速

2 今山 56 市道

3 今山 2 市道

4 今山 2 市道

5 今山 82 市道

6 今山 29 公民館 1 市道

7 今山 53 市道

8 櫟野 12 市道

9 教楽来 2 県道

危険地

区番号

（地区）

位置 保全対象

大字 人家数
公共施設等

道路
種類 数量

1 上内 132 － － 市道

番号 渓流名 住所 告示年月日 告示番号 面積(ha) 指定方法

1 山口川 教楽来 S41.8.10 2634 1.54 線・標柱

2 椛川 上内 47.11.21 1956 3.84 線

3 善光寺川 今山 54.2.2 118 1.1 線

4 堂面川 今山 54.11.22 1751 1.96 線

5 鳴川 櫟野 54.11.22 1751 3.25 線

6 乙宮川 今山 57.5.17 1170 0.56 標柱

7 乙宮川 今山 58.3.23 759 0.89 標柱

8 山口川 上内 61.11.11 1778 0.82 標柱

計 13.96
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１－９ 土石流発生危険箇所

令和 5 年 4 月現在

渓流

番号
水系名 河川名 渓流名 字

渓流長

（km）

流域

面積

（km2）

平均河

床勾配

（度）

保全対

象戸数

(戸)

保全対

象公共

施設等

202-Ⅰ

-001
白銀川 白銀川 椛 上内 1.89 0.24 7 28 公民館

202-Ⅰ

-002
隈川 隈川 宮ノ谷 宮崎 0.24 0.03 9 6 －

202-Ⅰ

-003
隈川 隈川 新道 倉永 0.51 0.07 12 30 －

202-Ⅰ

-004
隈川 隈川 清竜ノ滝 倉永 0.52 0.06 9 4

寺

(集会施

設)

202-Ⅰ

-005
隈川 隈川 倉永 倉永 0.27 0.04 15 7 －

202-Ⅰ

-006
隈川 隈川 上下方１ 倉永 0.60 0.05 14 32 －

202-Ⅰ

-007
隈川 隈川 上下方２ 倉永 0.35 0.04 10 12

公民館

小学校

202-Ⅰ

-008
隈川 隈川 黒岩 倉永 0.11 0.01 16 3

寺

(集会施

設)

202-Ⅰ

-009
堂面川 堂面川 岬 岬 0.27 0.03 11 6 －

202-Ⅰ

-010
堂面川 堂面川 八角目 今山 1.05 0.14 17 12 －

202-Ⅰ

-011
堂面川 堂面川 大塔 今山 2.72 0.36 12 11 －

202-Ⅰ

-012
堂面川 堂面川 普光寺 今山 2.28 0.22 20 38 寺

202-Ⅰ

-013
長溝川 長溝川 乙宮１ 今山 0.60 0.06 20 15 公民館

202-Ⅰ

-014
長溝川 長溝川 乙宮２ 今山 0.23 0.02 24 5 －

202-Ⅰ

-015
諏訪川 諏訪川 日明１ 櫟野 0.25 0.02 14 8 －

202-Ⅰ

-016
諏訪川 諏訪川 日明３ 櫟野 0.31 0.04 15 6 －

202-Ⅰ

-017
諏訪川 諏訪川 鳴川 櫟野 4.58 0.58 10 13 寺

202-Ⅰ

-018
諏訪川 諏訪川 教楽来 教楽来 0.46 0.04 17 8 －

202-Ⅰ

-019
諏訪川 諏訪川 山口 教楽来 3.70 0.38 18 13 －

202-Ⅰ

-020
堂面川 堂面川 希望ヶ丘 歴木 0.77 0.06 11 33 －

202-Ⅰ

-021
堂面川 堂面川 平野山１ 歴木 0.62 0.04 15 17 －

202-Ⅰ

-022
堂面川 堂面川 平野山２ 歴木 0.82 0.07 13 47 －

202-Ⅰ

-023
堂面川 堂面川 平野山３ 歴木 0.82 0.08 10 41 －
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資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

１－１０ 地すべり防止区域

令和 5 年 4 月現在

＜農林水産省農村振興局所管分＞

資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

渓流

番号
水系名 河川名 渓流名 字

渓流長

（km）

流域

面積

（km2）

平均河

床勾配

（度）

保全対

象戸数

(戸)

保全対

象公共

施設等

202-Ⅰ

-024
堂面川 堂面川 平野山４ 歴木 0.59 0.05 8 35 －

202-Ⅰ

-025
堂面川 堂面川 平野山５ 歴木 0.29 0.03 12 109 －

202-Ⅰ

-026
堂面川 堂面川 竜湖瀬 竜湖瀬町 0.37 0.03 12 110 －

202-Ⅰ

-027
大牟田川 大牟田川 高田 勝立 0.14 0.01 11 27 －

202-Ⅰ

-028
大牟田川 大牟田川 勝立２ 勝立 0.07 0.01 22 36 －

202-Ⅰ

-029
大牟田川 大牟田川 勝立１ 勝立 0.14 0.01 27 84 －

202-Ⅱ

-001
白銀川 白銀川 椛２ 上内 0.17 0.02 19 3 －

202-Ⅱ

-002
白銀川 白銀川 端ヶ浦３ 上内 0.39 0.02 13 1 －

202-Ⅱ

-003
白銀川 白銀川 端ヶ浦１ 上内 0.54 0.05 16 1 －

202-Ⅱ

-004
隈川 隈川 鬼ヶ浦 宮崎 0.13 0.01 14 2 －

202-Ⅱ

-005
白銀川 白銀川 浦谷 岩本 0.14 0.01 19 3 －

202-Ⅱ

-006
諏訪川 諏訪川 日明２ 櫟野 0.32 0.03 16 2 －

202-Ⅱ

-007
諏訪川 諏訪川 薬師丸 教楽来 2.71 0.33 12 2 －

202-Ⅱ

-008
堂面川 堂面川 茶屋ノ原 今山 0.66 0.07 10 4 －

番号 事務所名 区域名 所在地 区域面積 指定年月日 告示番号

11 南筑後 釈迦堂 釈迦堂茂登山 10.30 S42.3.31 1174

48 南筑後 勝立 新勝立町、早鐘町 6.12 H12.6.9 1509

54 南筑後 稲荷山団地 大字岩本 5.1500 H25.3.28 280

番号 区域名 所在地 面積（ha） 指定年月日

16 稲荷山 大字上内 33.9 農 S56.3.19
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１－１１ 地すべり危険箇所

令和 5 年 4 月現在

資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

１－１２ 急傾斜地崩壊危険区域

令和 6 年 1 月現在

資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

番号 区域名 大字
区域
面積

（ha）
勾配

基盤
岩の
名称

保全
人家

（戸）

公共施設等への影響
（国－国道、県－県道、

市町村－市町村道）
（単位：ｍ）その他は略号表示

耕地
（ha）

211 釈迦堂 上内 32.2 6
結晶

片岩
29 市 1,670 15

213 今山 今山 19.0 15
砂頁

互層
94 県 480 市 1,000 老 1 6.5

214 勝立 勝立 12.5 17
砂頁

互層
39 市 570 0.5

215 焼石山 櫟野 5.9 14
砂頁

互層
11 市 300 老 1 1

番号 区域名 所在地 指定面積(ha) 指定年月日 告示番号

1 常盤 山上町泉町 0.17 S45.3.28 262

2 岬 大字岬字波来 2.97 S45.3.28 262

3 花園 花園町 0.0393 S49.2.5 160

4 松浦町 松浦町 0.446 S54.12.4 1802

5 原山町 原山町 0.16 S57.9.16 1376

6 天道町 天道町 0.085 S61.11.6 1634

7 花園町２ 花園町 0.089 S63.1.23 127

8 萩尾町 萩尾町
1.29 S64.1.7 13

0.1701 H23.7.11 1193

9 教楽来 大字教楽来 0.6005 H17.12.19 2457

10 城林(b) 上内 0.718 R4.1.7 9

11 東萩尾町 東萩尾町外 0.2964 R4.3.11 207

12 萩尾町(二) 笹原町、萩尾町 0.2123 R4.5.17 448

13 大間、壱本松 上内
0.4951 R4.11.25 995

0.3371 R6.1.19 29

計
8.0788
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１－１３ 急傾斜地崩壊危険箇所

令和 5 年 4 月現在

■自然斜面Ⅰ

箇所
番号
202-
Ⅰ-

箇
所
名

位 置

地 形

人
家
戸
数

公共建築物 公共施設

長
さ
ｍ

傾
斜
度

斜
面
高
さ
ｍ

学
校

幼
稚
園

医
療
提
供
施
設

公
民
館

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

そ
の
他

私
鉄

高
速
道
・
国
道

県
道

市
町
村
道

河
川

001N 岬(a) 岬 170 50 25 4 1 220

002N 岬(b) 岬 100 60 8 5 30 60

003N 鷺山 黒岩 100 50 10 6 1 210

005N 上内

(1)
桜田 70 30 15 6 80

006N 四箇

(1)
中尾 200 45 20 12 1 100

007N 四箇

(a)
四箇 80 35 8 7 50

008N 岬 岬 250 40 20 14 200

009N 岬浦 岬浦 150 30 15 10 100

010N 岬(d) 岬 281 38 12 17 45

011N 岬(c) 岬 230 30 32 20 315

012N 岬(e) 岬 150 34 30 10 1

013N 正尻 正尻 30 30 10 37 1

014N 倉永

(a)
倉永 80 35 25 5 150

015N 倉永 倉永 200 40 15 16 340

016N 中尾 中尾 70 40 10 4 1 70

017N 下坂井 下坂井 60 50 8 5 120

018N 岡 岡 170 40 10 10 150

019N 城林(b) 城林 160 40 20 6 150

020N 城林(a) 城林 80 45 10 5

021N 四箇(2) 谷川上 170 40 5 6 180

022N 内畑 内畑 90 50 8 5

023N 唐船(a) 唐船 30 50 10 1 1

024N 久福木 久福木 90 40 30 25 1

026N 小坂 小坂 80 60 5 5 20

027N 常磐 常盤町 130 60 15 12 1 1 130

028N 龍湖瀬

町
龍湖瀬町 50 60 5 6 50

030N 暦木(a) 暦木 120 70 10 9 40

031N 暦木(b) 暦木 90 55 15 9

032N 高取社

宅
暦木 130 35 10 5 150
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箇所
番号
202-
Ⅰ-

箇
所
名

位 置

地 形

人
家
戸
数

公共建築物 公共施設

長
さ
ｍ

傾
斜
度

斜
面
高
さ
ｍ

学
校

幼
稚
園

医
療
提
供
施
設

公
民
館

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

そ
の
他

私
鉄

高
速
道
・
国
道

県
道

市
町
村
道

河
川

033N 暦 木

（ｅ）
暦木 140 35 12 12

035N 今山(a) 今山 98 30 20 9 1

036N 原山町 原山町 60 50 10 5 250

037N 一浦町

(1)
一浦町 70 60 10 4 1 70

038N 常盤町

(2)
常盤町 50 40 10 11 1 20

039N 一浦町

(2)
一浦町 150 60 12 14 40

040N 松浦町

(2)
松浦町 50 50 10 26 50

041N 出雲町 出雲町 140 60 10 15 50

042N 松浦町

(1)
松浦町 150 70 10 14 1 100

043N 松浦町

(3)
松浦町 100 40 8 23 100

045N 上官町
上官町

2 丁目
100 85 8 14 50

046N 宮坂町 宮坂町 100 45 8 9 1

047N 大浦町

(a)
大浦町 180 55 20 3 1 60

048N 龍湖瀬

町(a)
龍湖瀬町 120 60 7 7 80

049N 龍湖瀬

町(b)
龍湖瀬町 110 40 15 16 100

051N 暦 木

（ｄ）
暦木 118 30 22 11 45

052N 暦 木

（ｃ）
暦木 70 50 10 7

053N 高取団

地(a)
高取団地 110 40 20 11 90

054N 高取団

地(b)
高取団地 190 45 15 15 200

055N 平野山 平野山 700 40 80 77 1 660

057N 諏訪町 諏訪町 50 70 5 6 30

058N 昭和町 昭和町 40 55 15 0 1

059N 若宮町 若宮町 80 50 15 0 1

060N 馬渡町

(a)
馬渡町 50 60 8 8 60

062N 花園町 花園町 100 50 10 16 80

063N 天道町

(a)
天道町 60 45 8 8

065N 天道町 天道町 100 70 12 12 110
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資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

箇所
番号
202-
Ⅰ-

箇
所
名

位 置

地 形

人
家
戸
数

公共建築物 公共施設

長
さ
ｍ

傾
斜
度

斜
面
高
さ
ｍ

学
校

幼
稚
園

医
療
提
供
施
設

公
民
館

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

そ
の
他

私
鉄

高
速
道
・
国
道

県
道

市
町
村
道

河
川

067N 新勝立

町(a)

新 勝 立

町 6 丁目
120 60 10 20 1 40

068N 新勝立

町(b)

新 勝 立

町 7 丁目
110 40 10 7 1 70

069N 櫟野(b) 櫟野 20 60 8 8 30

071N 東谷団

地(a)
東谷団地 90 50 20 12 150

072N 櫟野(a) 櫟野 80 60 10 14

073N 峠(a) 峠 130 50 6 5 140

074N 萩 尾

（ｃ）

萩尾 1 丁

目
80 50 18 20 1 40

075N 萩 尾

（ｄ）

萩尾 1 丁

目
100 50 7 20 1

076N 萩 尾

（ｂ）

萩尾 1 丁

目
20 40 12 20 1

077N 萩尾町

(2)
萩尾町 170 30 15 21 1 110

079N 萩尾(a)
萩尾 1 丁

目
155 30 10 6

080N 萩尾町 萩尾町 150 50 20 23 100

081N 下池町

（ｃ）
下池町 126 30 15 2 1

082N 下池町

（ｄ）
下池町 70 50 10 5

083N 東萩尾

町

東 萩 尾

町
350 35 20 29 90 20

084N 下池町

(a)
下池町 150 45 18 11 80

085N 勝立(a) 勝立 110 55 10 11 20

086N 勝立(b) 勝立 125 30 14 11 120

087N 道越 道越 130 55 20 8 150

088N 北井河 北井河 90 50 20 5 90

090N 鳥越(a) 鳥越 70 45 15 5 60 60

091N 薬師丸

(a)
薬師丸 70 45 15 2 1 40 30

092N 四太丸 四太丸 190 35 21 9 1 210

093N 教楽木 教楽木 180 35 15 14 80

094N 小石 小石 200 70 15 15 180
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■自然斜面Ⅱ

箇所
番号

202-Ⅱ-
箇所名 位 置

地形
人家
(戸)

公共施設

長さ
(ｍ)

傾斜度
(度)

斜面
高さ
(ｍ)

種 類 数

001N 倉永（ｅ） 倉永 30 38 12 1 市町村道 27

002N 倉永（ｆ） 倉永 30 45 8 1

003N 倉永（ｇ） 倉永 20 60 12 1 市町村道 10

004N 倉永（ｈ） 倉永 20 60 10 1

005N 宮崎（ａ） 宮崎 45 33 11 1 市町村道 45

006N 宮崎（ｂ） 宮崎 32 30 11 1 市町村道 35

007N 上内（ｅ） 上内 20 30 25 1

008N 上内（ｆ） 上内 20 40 14 1 その他 20

009N 四箇（ｂ） 四箇 40 30 12 1

011N 岬（ｇ） 岬 50 32 16 3 県道 36

012N 倉永（ｂ） 倉永 40 45 10 1

013N 倉永（ｃ） 倉永 55 30 16 4

014N 倉永（ｄ） 倉永 30 55 8 1

015N 倉永（ｉ） 倉永 70 3 20 1

017N 宮崎（ｃ） 宮崎 40 54 7 1

018N 宮崎（ｄ） 宮崎 27 50 8 1

019N 宮崎（ｅ） 宮崎 20 50 5 1

020N 宮崎（ｆ） 宮崎 50 30 7 2 市町村道 35

021N 上内（ｄ） 上内 50 40 25 4 市町村道 120

022N 上内（ｂ） 上内 75 33 7 2 市町村道 75

023N 上内（ｃ） 上内 120 30 110 2 市町村道 45

024N 桜田 桜田 50 55 8 2

025N 小立山 小立山 40 35 8 3

026N 亀ノ甲 亀ノ甲 70 60 10 3 市町村道 120

027N 大間 大間 70 55 12 3 市町村道、河川 10、60

028N 椛（ａ） 椛 30 40 18 3 その他 30

029N 椛（ｃ） 椛 70 40 25 4

030N 椛（ｂ） 椛 20 40 16 2 その他 20

031N 荒ヶ倉 荒ヶ倉 40 60 5 1

032N 中原（ａ） 中原 30 55 5 1

033N 中原（ｂ） 中原 50 35 9 1 市町村道 30

034N 岬（ｆ） 岬 30 45 8 1

035N 岬（ｈ） 岬 20 40 8 1 市町村道 23

036N 貝祢（ｂ） 貝弥 30 45 6 1 市町村道 30

037N 貝祢（ａ） 貝弥 90 50 8 2 市町村道 70

038N 南 南 100 45 8 3 市町村道 10

039N 四箇新町 四箇新町1丁目 110 56 14 1



資料- 13

箇所
番号

202-Ⅱ-
箇所名 位 置

地形
人家
(戸)

公共施設

長さ
(ｍ)

傾斜度
(度)

斜面
高さ
(ｍ)

種 類 数

040N 辻 辻 50 35 7 2

041N 唐船（ｂ） 唐船 25 33 6 1

042N 松山（ａ） 松山 110 50 8 4

043N 松山（ｂ） 松山 40 40 8 1

044N 庵ノ浦 庵ノ浦 70 50 15 4

045N 龍湖瀬町(d) 龍湖瀬町 97 37 6 3

046N 暦木（ｇ） 暦木 30 55 10 1 県道 20

047N 本村（ｂ） 本村 20 55 8 1

048N 今山（ｃ） 今山 30 31 18 1

049N 椋谷 椋谷 50 45 20 1

050N 大塔 大塔 50 50 30 1

051N 大浦町（ｂ） 大浦町 220 30 16 2 市町村道 215

052N 龍湖瀬町（ｅ） 龍湖瀬町 70 31 12 2 市町村道 75

053N 茶尾原（ｂ） 茶尾原 30 45 20 1

054N 茶神（ｃ） 茶神 70 40 30 1

055N 茶神（ｂ） 茶神 70 50 12 4 県道 10

056N 茶神（ａ） 茶神 20 45 7 1

057N 今山（ｄ） 今山 27 30 8 1

058N 乙宮（ｂ） 乙宮 70 55 15 3 市町村道 10

059N 砂原 砂原 50 35 12 3

060N 乙宮（ｄ） 乙宮 50 60 12 3 市町村道 20

061N 乙宮（ｃ） 乙宮 20 50 10 1

062N 乙宮（ａ） 乙宮 100 40 10 3 市町村道 20

063N 本村（ａ） 本村 30 40 10 1

064N 米生町 米生町 1 丁目 20 50 5 1

065N 天道町（ｃ） 天道町 40 65 9 2 県道 50

068N 新勝立町（ｄ） 新勝立町4丁目 30 35 8 2

069N 東谷団地（ｂ） 東谷団地 30 50 18 4 市町村道 40

070N 今山（ｅ） 今山 30 50 8 1

071N 峠（ｂ） 峠 30 55 6 2 市町村道 30

073N 櫟野（ｄ） 櫟野 30 35 14 1 市町村道 50

074N 櫟野（ｅ） 櫟野 20 60 6 2

075N 日明（ａ） 日明 50 45 20 2

076N 日明（ｂ） 日明 60 40 18 2 河川 30

077N 日明（ｃ） 日明 50 40 18 1 市町村道 50

078N 山口（ａ） 山口 80 60 5 3

079N 山口（ｂ） 山口 20 40 12 1

080N 山口（ｃ） 山口 50 45 10 2

083N 下池町（ｄ） 下池町 30 40 15 2
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資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

箇所
番号

202-Ⅱ-
箇所名 位 置

地形
人家
(戸)

公共施設

長さ
(ｍ)

傾斜度
(度)

斜面
高さ
(ｍ)

種 類 数

084N 勝立（ｃ） 勝立 20 50 12 1

085N 下池町（ｅ） 下池町 50 35 15 2 市町村道、河川 40、40

086N 下池町（ｆ） 下池町 48 30 20 1 市町村道 45

087N 高田（ｂ） 高田 80 50 10 3 市町村道 60

088N 高田（ｃ） 高田 30 60 8 2

089N 高田（ａ） 高田 60 55 8 4

090N 外苑（ａ） 外苑 20 40 13 2 市町村道 10

091N 外苑（ｂ） 外苑 20 45 15 1

092N 油元（ａ） 油元 60 50 15 3 県道 40

094N 善徳 善徳 40 40 6 2

095N 櫟野（ｆ） 櫟野 30 65 7 1 県道 30

097N 黒尾（ｂ） 黒尾 20 50 7 1

098N 鳥越（ｂ） 鳥越 40 60 8 2

099N 日懸 日懸 20 80 5 1

100N 櫟野（ｇ） 櫟野 70 50 12 3

101N 櫟野（ｈ） 櫟野 20 40 15 1

102N 薬師丸（ｄ） 薬師丸 20 55 15 1 県道 20

103N 薬師丸（ｅ） 薬師丸 30 45 8 1

104N 薬師丸（ｃ） 薬師丸 20 50 8 1 市町村道 30

105N 薬師丸（ｂ） 薬師丸 30 40 15 3

107N 尾（ａ） 尾 50 40 15 2 市町村道 50

108N 一ノ尾（ａ） 一ノ尾 50 45 12 3

109N 薬師丸（ｆ） 薬師丸 30 45 6 1

110N 教楽木（ａ） 教楽木 33 30 10 2 県道 13

111N 薬師丸（ｇ） 薬師丸 20 40 8 1

112N 本村（ｃ） 本村 60 45 6 3 市町村道 10

113N 山口（ｄ） 山口 30 75 8 1
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■人工斜面Ⅰ

資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

■人工斜面Ⅱ

資料：福岡県地域防災計画災害箇所編

箇所

番号

202-I-

箇所名 位置

地形

人家

戸数

公共建築物 公共施設

長さ

（ｍ）

傾斜度

（度）

斜面

高さ

（ｍ）

公民

館

身体障害

者更生援

護施設

県道
市町

村道

004A 上内(a) 上内 110 35 15 8 150

025A 葛宮 葛富 140 30 5 5

029A 歴木(f) 歴木 36 45 6 1 1

034A 今山(b) 今山 78 34 8 6 40

044A 松浦町 松浦町 100 70 10 6 100

050A 龍湖瀬町(o) 龍湖瀬町 127 30 22 16 25

056A 茶尾原(a) 茶尾原 60 70 6 16 1

061A 一部町 一部町 70 55 7 3 1 80

064A 天道町(b) 天道町 98 39 8 5 1

066A 新勝立町(o)
新勝立町

6 丁目
120 32 10 10 90 40

070A 標野(c) 標野 122 55 8 26 120

078A 馬渡町(b) 馬渡町 100 55 8 14 70

089A 黒尾(a) 黒尾 40 35 10 22 1 40

箇所

番号

202-Ⅱ-

箇所名 位置

地形
人家

（戸）

公共施設

長さ

（ｍ）
傾斜面

高さ

（ｍ）
種類 数

010A 岬（i） 岬 30 50 15 1

016A 宮ノ下 宮ノ下 60 40 10 2

066A 馬渡町（d） 馬渡町 60 50 15 3 市町村道 50

067A 馬渡町（c） 馬渡町 50 35 7 3

072A 櫟野（j） 櫟野 95 37 20 1 県道 75

081A 馬込町 馬込町１丁目 40 50 6 4 市町村道 40

082A 萩尾（e） 萩尾町１丁目 107 39 10 3 市町村道 75

093A 櫟野（i） 櫟野 25 30 14 3 県道 25

096A 櫟野（k） 櫟野 58 34 12 1 県道 58

106A 教楽木（b） 教楽木 40 80 5 2
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１－１４ 土砂災害（特別）警戒区域

令和 5 年 4 月現在

資料：福岡県

区 分 土石流 急傾斜地 地すべり 計 告示年月日

土砂災害警戒区域 45 250 3 298
H25.3.29

うち特別警戒区域 42 234 0 276

みやま市と跨がる区域 0 0 1 1
H25.7.26

うち特別警戒区域 0 0 0 0

土砂災害警戒区域 0 0 1 1
R4.4.8

うち特別警戒区域 0 0 0 0

自然現象の種類 区域の名称 住 所
特別警戒

区域告示

土石流 端ヶ浦１ 大牟田市大字上内 ○

土石流 端ヶ浦３ 大牟田市大字上内 ○

土石流 上内山口 大牟田市大字上内 ○

土石流 中尾 大牟田市大字上内及び大字四ケ ○

土石流 四箇新町 大牟田市大字上内、大字四ケ及び四箇新町 1 丁目 ○

土石流 岡 大牟田市大字上内及び大字岩本 ○

土石流 椛 大牟田市大字上内 ○

土石流 椛２ 大牟田市大字上内 ○

土石流 岩本 大牟田市大字上内 ○

土石流 浦谷 大牟田市大字岩本 ○

土石流 八角目 大牟田市大字久福木、大字三池及び大字今山 ○

土石流 大塔 大牟田市大字今山

土石流 普光寺 大牟田市大字今山 ○

土石流 乙宮１ 大牟田市大字今山

土石流 乙宮２ 大牟田市大字今山 ○

土石流 茶屋ノ原 大牟田市大字今山 ○

土石流 希望ヶ丘 大牟田市大字今山及び大字歴木 ○

土石流 平野山４ 大牟田市大字歴木 ○

土石流 平野山１ 大牟田市大字歴木 ○

土石流 平野山２ 大牟田市大字歴木 ○

土石流 平野山３ 大牟田市大字歴木 ○

土石流 平野山５ 大牟田市大字歴木及び龍湖瀬町 ○

土石流 竜湖瀬 大牟田市大字歴木及び龍湖瀬町 ○

土石流 日明４ 大牟田市大字櫟野 ○

土石流 日明２ 大牟田市大字櫟野 ○

土石流 日明１ 大牟田市大字櫟野 ○

土石流 日明３ 大牟田市大字櫟野 ○

土石流 鳴川 大牟田市大字櫟野 ○

土石流 日懸 大牟田市大字櫟野 ○

土石流 櫟野 大牟田市大字櫟野 ○
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自然現象の種類 区域の名称 住 所
特別警戒

区域告示

土石流 薬師丸 大牟田市大字櫟野及び大字教楽来 ○

土石流 山口 大牟田市大字櫟野及び大字教楽来

土石流 教楽来 大牟田市大字教楽来 ○

土石流 勝立１ 大牟田市大字勝立及び大字櫟野 ○

土石流 勝立２ 大牟田市大字勝立及び大字櫟野 ○

土石流 高田 大牟田市大字勝立 ○

土石流 岬 大牟田市大字岬及び大字甘木 ○

土石流 上下方２ 大牟田市大字倉永 ○

土石流 上下方１ 大牟田市大字倉永 ○

土石流 倉永 大牟田市大字倉永 ○

土石流 清竜ノ滝 大牟田市大字倉永 ○

土石流 新道 大牟田市大字倉永 ○

土石流 黒岩 大牟田市大字倉永及び大字岬 ○

土石流 宮ノ谷 大牟田市大字宮崎 ○

土石流 鬼ヶ浦 大牟田市大字宮崎及び大字岩本 ○

急傾斜地の崩壊 上内(e) 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 上内(f) 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 上内(h) 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 上内(i) 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 上内(g) 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 椛(a) 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 椛(c) 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 大間－１ 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 大間－２ 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 南 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 城林(a) 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 城林(b) 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 上内(1) 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 桜田 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 小立山－１ 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 小立山－２ 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 亀ノ甲－１ 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 亀ノ甲－２ 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 上内(a)－２ 大牟田市大字上内及び大字岩本 ○

急傾斜地の崩壊 上内(a)－１ 大牟田市大字上内

急傾斜地の崩壊 上内(c)－２ 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 上内(c)－１ 大牟田市大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 四ケ(b)－１ 大牟田市大字四ケ ○

急傾斜地の崩壊 四ケ(b)－２ 大牟田市大字四ケ ○

急傾斜地の崩壊 四ケ(a) 大牟田市大字四ケ ○

急傾斜地の崩壊 四ケ(c) 大牟田市大字四ケ及び四箇新町３丁目 ○

急傾斜地の崩壊 中原(b) 大牟田市大字四ケ及び四箇新町３丁目 ○
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自然現象の種類 区域の名称 住 所
特別警戒

区域告示

急傾斜地の崩壊 四ケ(1) 大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 四箇新町三丁目(a)－２ 大牟田市四箇新町３丁目 ○

急傾斜地の崩壊 四箇新町三丁目(a)－１ 大牟田市四箇新町３丁目 ○

急傾斜地の崩壊 四箇新町 大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 四ケ(2)－３ 大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目

急傾斜地の崩壊 四ケ(2)－２ 大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 四ケ(2)－１ 大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 四箇新町一丁目(b)－２ 大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 四箇新町一丁目(b)－１ 大牟田市大字四ケ及び四箇新町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 岡 大牟田市大字岩本及び大字上内 ○

急傾斜地の崩壊 下坂井 大牟田市大字岩本 ○

急傾斜地の崩壊 貝祢(b) 大牟田市大字岩本 ○

急傾斜地の崩壊 岩本 大牟田市大字岩本 ○

急傾斜地の崩壊 宮部(a) 大牟田市大字宮部 ○

急傾斜地の崩壊 久福木－１ 大牟田市大字久福木 ○

急傾斜地の崩壊 久福木－２ 大牟田市大字久福木 ○

急傾斜地の崩壊 久福木－３ 大牟田市大字久福木 ○

急傾斜地の崩壊 庵ノ浦 大牟田市大字久福木 ○

急傾斜地の崩壊 小坂 大牟田市大字三池 ○

急傾斜地の崩壊 松山(b) 大牟田市大字三池及び大字白川 ○

急傾斜地の崩壊 松山(a) 大牟田市大字白川及び大字三池 ○

急傾斜地の崩壊 葛宮 大牟田市大字白川及び大字三池 ○

急傾斜地の崩壊 今山(a) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 今山(b) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 今山(c) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 大塔 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 今山(f) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 本村(b) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 椋谷 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 本村(a) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 乙宮(a) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 乙宮(b) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 乙宮(c)－１ 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 乙宮(c)－２ 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 今山(g)－１ 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 乙宮(d) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 茶神(a) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 茶神(b) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 茶神(c) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 茶尾原(b) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 茶尾原(a) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 今山(g)－２ 大牟田市大字今山 ○
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自然現象の種類 区域の名称 住 所
特別警戒

区域告示

急傾斜地の崩壊 今山(d) 大牟田市大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 歴木(e) 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 高取社宅 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 歴木(g) 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 高取団地(b)－１ 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 高取団地(b)－２ 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 高取団地(b)－３ 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 平野山－３ 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 平野山－２ 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 平野山－１ 大牟田市大字歴木及び大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 高取団地(a) 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 歴木(c) 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 歴木(d) 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 歴木(b)－１ 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 歴木(b)－２ 大牟田市大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 歴木(a)－１ 大牟田市大字歴木

急傾斜地の崩壊 歴木(a)－２ 大牟田市大字歴木及び龍湖瀬町 ○

急傾斜地の崩壊 歴木(f) 大牟田市大字歴木

急傾斜地の崩壊 龍湖瀬町 大牟田市龍湖瀬町

急傾斜地の崩壊 龍湖瀬町(d) 大牟田市龍湖瀬町及び大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 龍湖瀬町(c) 大牟田市龍湖瀬町及び大字歴木 ○

急傾斜地の崩壊 龍湖瀬町(e) 大牟田市龍湖瀬町 ○

急傾斜地の崩壊 龍湖瀬町(b)－１ 大牟田市龍湖瀬町 ○

急傾斜地の崩壊 龍湖瀬町(b)－２ 大牟田市龍湖瀬町

急傾斜地の崩壊 龍湖瀬町(a)－１ 大牟田市龍湖瀬町 ○

急傾斜地の崩壊 龍湖瀬町(a)－２ 大牟田市龍湖瀬町 ○

急傾斜地の崩壊 大浦町(b) 大牟田市大浦町及び稲荷町 ○

急傾斜地の崩壊 大浦町(a) 大牟田市大浦町 ○

急傾斜地の崩壊 今山(e) 大牟田市大字櫟野及び大字今山 ○

急傾斜地の崩壊 日明(a)－２ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 日明(a)－１ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 日明(b)－３ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 日明(b)－２ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 日明(b)－１ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 日明(c) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 日懸 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 鳥越(a) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 鳥越(b) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(m) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(n) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(g) 大牟田市大字櫟野 ○
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自然現象の種類 区域の名称 住 所
特別警戒

区域告示

急傾斜地の崩壊 黒尾(a)－１ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 黒尾(a)－２ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 黒尾(a)－３ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(k) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(f) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(i) 大牟田市大字櫟野

急傾斜地の崩壊 善徳 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(j)－３ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(j)－１ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(j)－２ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(e) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(d) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 峠(a)－１ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 峠(a)－２ 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 峠(b) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(a) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(b) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 櫟野(c) 大牟田市大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 東谷団地(a) 大牟田市大字櫟野及び大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 東谷団地(b) 大牟田市大字櫟野及び大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 山口(b) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 山口(c) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 山口(a) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 山口(d) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 教楽木 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 小石 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 本村(c) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 薬師丸(a) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 薬師丸(h) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 薬師丸(g) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 四太丸 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 尾(a) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 教楽木(b) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 薬師丸(e) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 薬師丸(c) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 薬師丸(d) 大牟田市大字教楽来及び大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 薬師丸(b) 大牟田市大字教楽来 ○

急傾斜地の崩壊 高田(c) 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 油元(b)－１ 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 油元(a) 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 油元(b)－２ 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 勝立(g) 大牟田市大字勝立 ○
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自然現象の種類 区域の名称 住 所
特別警戒

区域告示

急傾斜地の崩壊 櫟野(l) 大牟田市大字勝立及び大字櫟野 ○

急傾斜地の崩壊 勝立(f) 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 勝立(e) 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 外苑(b) 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 外苑(a) 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 勝立(d) 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 下池町(g) 大牟田市大字勝立及び東萩尾町 ○

急傾斜地の崩壊 勝立(a)－２ 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 勝立(b) 大牟田市大字勝立及び下池町 ○

急傾斜地の崩壊 下池町(a)－３ 大牟田市大字勝立、下池町及び新勝立町５丁目 ○

急傾斜地の崩壊 勝立(a)－１ 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 勝立(c) 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 高田(b) 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 道越 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 高田(a) 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 北井河 大牟田市大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 下池町(a)－２ 大牟田市下池町及び大字勝立 ○

急傾斜地の崩壊 下池町(a)－１ 大牟田市下池町及び笹原町３丁目 ○

急傾斜地の崩壊 東萩尾町 大牟田市下池町及び東萩尾町 ○

急傾斜地の崩壊 萩尾町 大牟田市下池町、萩尾町２丁目及び東萩尾町 ○

急傾斜地の崩壊 萩尾(a)－２ 大牟田市萩尾町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 萩尾(a)－１ 大牟田市萩尾町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 萩尾町(2)－２ 大牟田市萩尾町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 萩尾町(2)－１ 大牟田市萩尾町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 萩尾(d)－２ 大牟田市萩尾町１丁目及び萩尾町２丁目 ○

急傾斜地の崩壊 萩尾(c)－３ 大牟田市萩尾町１丁目

急傾斜地の崩壊 萩尾(c)－２ 大牟田市萩尾町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 萩尾(d)－１ 大牟田市萩尾町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 萩尾(c)－１ 大牟田市萩尾町１丁目、野添町及び笹原町２丁目 ○

急傾斜地の崩壊 萩尾(b) 大牟田市萩尾町１丁目及び笹原町２丁目 ○

急傾斜地の崩壊 萩尾(e) 大牟田市萩尾町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 下池町(b) 大牟田市笹原町３丁目及び下池町 ○

急傾斜地の崩壊 下池町(d) 大牟田市笹原町３丁目及び下池町 ○

急傾斜地の崩壊 新勝立町(a)－２ 大牟田市新勝立町５丁目及び新勝立町６丁目 ○

急傾斜地の崩壊 新勝立町(a)－１ 大牟田市新勝立町５丁目 ○

急傾斜地の崩壊 新勝立町(b)－１ 大牟田市新勝立町５丁目 ○

急傾斜地の崩壊 新勝立町(b)－２ 大牟田市新勝立町５丁目 ○

急傾斜地の崩壊 新勝立町(c)－２ 大牟田市新勝立町６丁目 ○

急傾斜地の崩壊 新勝立町(c)－１ 大牟田市新勝立町６丁目 ○

急傾斜地の崩壊 天道町(b) 大牟田市馬渡町及び天道町 ○

急傾斜地の崩壊 馬渡町(d)－１ 大牟田市馬渡町及び天道町 ○

急傾斜地の崩壊 馬渡町(d)－２ 大牟田市馬渡町、天道町及び笹原町１丁目
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自然現象の種類 区域の名称 住 所
特別警戒

区域告示

急傾斜地の崩壊 馬渡町(b) 大牟田市馬渡町及び新勝立町５丁目 ○

急傾斜地の崩壊 天道町(c) 大牟田市天道町 ○

急傾斜地の崩壊 天道町(a) 大牟田市天道町 ○

急傾斜地の崩壊 天道町－２ 大牟田市天道町 ○

急傾斜地の崩壊 天道町－１ 大牟田市天道町 ○

急傾斜地の崩壊 馬渡町(c) 大牟田市天道町 ○

急傾斜地の崩壊 米生町 大牟田市米生町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 馬込町 大牟田市馬込町１丁目及び宮原町１丁目

急傾斜地の崩壊 一部町 大牟田市馬場町 ○

急傾斜地の崩壊 若宮町 大牟田市若宮町及び黄金町２丁目 ○

急傾斜地の崩壊 馬渡町(a) 大牟田市若宮町及び黄金町２丁目 ○

急傾斜地の崩壊 諏訪町 大牟田市諏訪町１丁目及び諏訪町２丁目 ○

急傾斜地の崩壊 昭和町 大牟田市昭和町

急傾斜地の崩壊 花園町 大牟田市花園町及び一浦町 ○

急傾斜地の崩壊 上官町 大牟田市上官町２丁目 ○

急傾斜地の崩壊 宮坂町 大牟田市宮坂町及び真道寺町

急傾斜地の崩壊 一浦町(2) 大牟田市一浦町

急傾斜地の崩壊 一浦町(1) 大牟田市一浦町及び笹林町２丁目 ○

急傾斜地の崩壊 出雲町－１ 大牟田市松浦町、出雲町及び上町１丁目 ○

急傾斜地の崩壊 出雲町－２ 大牟田市出雲町及び松浦町 ○

急傾斜地の崩壊 松浦町(2) 大牟田市松浦町、上町２丁目及び出雲町 ○

急傾斜地の崩壊 松浦町(1) 大牟田市松浦町、西宮浦町及び出雲町 ○

急傾斜地の崩壊 松浦町 大牟田市松浦町及び西宮浦町 ○

急傾斜地の崩壊 松浦町(3)－２ 大牟田市上官町１丁目及び松浦町 ○

急傾斜地の崩壊 松浦町(3)－１ 大牟田市上官町１丁目及び松浦町 ○

急傾斜地の崩壊 常盤－１ 大牟田市常盤町、山上町、泉町及び築町 ○

急傾斜地の崩壊 常盤－２ 大牟田市常盤町、山上町及び築町 ○

急傾斜地の崩壊 常盤町(2) 大牟田市常盤町 ○

急傾斜地の崩壊 唐船(a) 大牟田市大字唐船及び大字甘木 ○

急傾斜地の崩壊 辻 大牟田市大字唐船及び大字甘木 ○

急傾斜地の崩壊 岬(b) 大牟田市大字岬 ○

急傾斜地の崩壊 岬(g) 大牟田市大字岬 ○

急傾斜地の崩壊 岬浦 大牟田市大字岬 ○

急傾斜地の崩壊 岬(d)－１ 大牟田市大字岬 ○

急傾斜地の崩壊 岬(d)－２ 大牟田市大字岬 ○

急傾斜地の崩壊 岬(f) 大牟田市大字岬 ○

急傾斜地の崩壊 岬 大牟田市大字岬

急傾斜地の崩壊 岬(a) 大牟田市大字岬 ○

急傾斜地の崩壊 岬(j) 大牟田市大字岬 ○

急傾斜地の崩壊 岬(k) 大牟田市大字岬 ○

急傾斜地の崩壊 岬(e)－１ 大牟田市大字甘木及び大字岬 ○

急傾斜地の崩壊 岬(e)－２ 大牟田市大字甘木及び大字岬 ○
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資料：大牟田市 平成 25 年

１－１５ 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業箇所

令和 5 年 4 月現在

自然現象の種類 区域の名称 住 所
特別警戒

区域告示

急傾斜地の崩壊 倉永(e) 大牟田市大字倉永 ○

急傾斜地の崩壊 倉永(g)－２ 大牟田市大字倉永 ○

急傾斜地の崩壊 倉永(g)－１ 大牟田市大字倉永 ○

急傾斜地の崩壊 倉永(h) 大牟田市大字倉永 ○

急傾斜地の崩壊 宮ノ下 大牟田市大字倉永 ○

急傾斜地の崩壊 倉永 大牟田市大字倉永 ○

急傾斜地の崩壊 倉永(a) 大牟田市大字倉永 ○

急傾斜地の崩壊 倉永(b) 大牟田市大字倉永

急傾斜地の崩壊 鷺山 大牟田市大字倉永 ○

急傾斜地の崩壊 倉永(c) 大牟田市大字倉永 ○

急傾斜地の崩壊 倉永(d) 大牟田市大字倉永 ○

急傾斜地の崩壊 倉永(j) 大牟田市大字倉永 ○

急傾斜地の崩壊 宮崎(f) 大牟田市大字宮崎

急傾斜地の崩壊 宮崎(c) 大牟田市大字宮崎 ○

地すべり 今山 大牟田市大字今山

地すべり 焼石山 大牟田市大字櫟野

地すべり 勝立
大牟田市新勝立町 1 丁目、新勝立町 2 丁目、新勝立

町 3 丁目及び早鐘町

地すべり 釈迦堂 大牟田市大字上内及びみやま市上楠田

箇
所
番
号

箇
所
名

位
置

地形

人
家
戸
数

公共建築物 公共施設
土
砂
災
害
警

戒
区
域
名
称

長
さ
ｍ

傾
斜
度

斜
面
高
さ

ｍ

学
校

幼
稚
園

医
療
提
供

施
設

公
民
館

身
体
障
害
者

更
生
援
護
施
設

そ
の
他

私
鉄

高
速
道
・
国
道

県
道

市
町
村
道

河
川

１ 今山(a) 今山 20 38 12 4 今山(a)

２ 今山(b) 今山 20 71 13 4 乙宮(b)

３ 今山(c) 今山 15 58 9 16 1
茶尾原

(a)

４ 勝立(a) 勝立 15 46 6 2 -

５ 勝立(b) 勝立 15 72 10 3
勝立

(a)-2

６ 三池(a) 三池 25 37 12 3 -

７ 岬(a) 岬 45 45 5 2 岬(d)-1

８ 下池(a) 下池町 25 50 9 3
下池

(a)-2

９ 教楽来 教楽来 10 42 10 2
薬師丸

(a)

10 萩尾
萩尾町

1 丁目
25 75 11 2

萩尾町

(2)-1

11 鳥塚 鳥塚町 25 41 6 2 -

12 久福木 久福木 40 45 12 2 庵ノ浦
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１－１６ 浸水想定区域（矢部川、諏訪川、堂面川、大牟田川、隈川、内水、津波、有

明海沿岸高潮）

■矢部川（令和 4 年 5 月 22 日公表）

■諏訪川（令和元年 5 月 28 日公表）
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■堂面川（令和元年 5 月 28 日、令和 4 年 5 月 27 日公表）

■大牟田川（令和 5 年 5 月 26 日公表）
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■隈川（令和 5 年 5 月 26 日公表）

資料：福岡県

■内水氾濫（令和 6 年 3 月 29 日公表）
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■津波（平成 28 年 2 月 18 日公表）

資料 福岡県
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■有明海沿岸高潮（令和元年 12 月 27 日公表）

資料 福岡県
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第２ 施設等

２－１ 避難所・避難地

■指定避難所

避難所名称 住所 連絡先(電話)

1 三川地区公民館 上屋敷町1-12-3 52-5957

2 駛馬地区公民館 馬込町1-20-1 57-5443

3 勝立地区公民館 新勝立町4-1-1 51-0393

4 中央地区公民館 原山町13-3 53-1502

5 三池地区公民館 大字三池629-2 53-8343

6 吉野地区公民館 大字白銀781-3 58-3479

7 手鎌地区公民館 大字手鎌1300-42 56-6008

8 みなと小学校 上屋敷町2-3-1 53-6004

9 天領小学校 天領町1-145-1 53-6006

10 旧駛馬南小学校 沖田町236-1 41-2866

11 駛馬小学校 馬場町17 53-6008

12 天の原小学校 笹原町3-116 53-6009

13 玉川小学校 大字櫟野2710-1 53-6011

14 旧上官小学校 宮坂町6-3 41-2866

15 大牟田中央小学校 笹林町1-1-3 53-6014

16 大正小学校 大正町5-5-9 53-6015

17 中友小学校 中友町1-20 53-6016

18 明治小学校 明治町2-21-1 53-6017

19 白川小学校 中白川町1-183 53-6018

20 平原小学校 平原町333 53-6019

21 高取小学校 大字歴木1807-58 53-6020

22 三池小学校 大字新町289-1 53-6021

23 羽山台小学校 大字草木587-3 53-6013

24 銀水小学校 大字田隈239 53-6022

25 上内小学校 大字上内1575-1 58-0103

26 吉野小学校 大字白銀967-17 58-1037

27 倉永小学校 大字倉永1307 58-1038

28 手鎌小学校 大字唐船395 53-6025

29 旧船津中学校 船津町1-6-1 41-2866

30 宅峰中学校 右京町1 53-6034

31 宮原中学校 米生町2-26 53-6032

32 旧勝立中学校 大字勝立282-2 41-2866

33 松原中学校 大正町5-4-16 53-6035

34 白光中学校 椿黒町32 53-6036

35 歴木中学校 大字歴木1150 53-6037

36 田隈中学校 大字田隈338 53-6040

37 橘中学校 大字橘664-1 58-0022

38 甘木中学校 大字甘木613-1 58-0033

39 大牟田特別支援学校 天道町24 56-9671

40 リフレスおおむた 大字四ヶ1221 58-7777

41 総合体育館 宝坂町2-92 53-6003

42 三池高等学校 大字草木245 53-2172
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■自主避難所

■福祉避難所

避難所名称 住所 連絡先(電話)

43 三池工業高等学校 上官町4-77 53-3036

44 ありあけ新世高等学校 大字吉野1389-1 59-9688

45 大牟田北高等学校 大字吉野555 58-0011

46 有明工業高等専門学 東萩尾町 150 53-8611

避難所名称 住所 連絡先(電話)

1 三川地区公民館 上屋敷町1丁目12-3 52-5957

2 勝立地区公民館 新勝立町4丁目1-1 51-0393

3 中央地区公民館 原山町13-3 53-1502

4 三池地区公民館 大字三池629-2 53-8343

5 吉野地区公民館 大字白銀781-3 58-3479

6 手鎌地区公民館 大字手鎌1300-42 56-6008

7 みなと小学校 上屋敷町2丁目3-1 53-6004

8 天領小学校 天領町1丁目145-1 53-6006

9 駛馬小学校 馬場町17 53-6008

10 天の原小学校 笹原町3丁目116 53-6009

11 玉川小学校 大字櫟野2710-1 53-6011

12 大正小学校 大正町5丁目5-9 53-6015

13 中友小学校 中友町1-20 53-6016

14 明治小学校 明治町2丁目21-1 53-6017

15 白川小学校 中白川町1丁目183 53-6018

16 平原小学校 平原町333 53-6019

17 高取小学校 大字歴木1807-58 53-6020

18 羽山台小学校 大字草木587-3 53-6013

19 銀水小学校 大字田隈239 53-6022

20 上内小学校 大字上内1575-1 58-0103

21 倉永小学校 大字倉永1307 58-1038

22 リフレスおおむた 大字四ヶ1221 58-7777

避難所名称 住所 連絡先(電話)

1 大牟田市総合福祉センター 瓦町9-3 57-2519

2 特別養護老人ホーム昌普久苑 上白川町2-31-3 57-7378

3 介護老人福祉施設サンホリデー 岬2860-2 43-5077

4 介護老人福祉施設美さと 南船津町1-10 57-3310

5 特別養護老人ホームサン久福木 久福木894 55-2011

6 特別養護老人ホームこもれび 中町1-4-1 55-5066

7 特別養護老人ホーム天光園 倉永693 58-2835

8
高齢者総合ケアセンターサンフ
レンズ

沖田町510 43-1223

9 特別養護老人ホーム延寿苑 今山4345-1 51-2942

10 特別養護老人ホームすぎの木 甘木44-1 58-1112

11
社会福祉法人
あけぼの会職員研修センター

笹原町2-26-5 53-4156

12 障害者福祉施設大牟田恵愛園 新勝立町3-5-15 51-8750

13 介護老人保健施設 サンファミリー 大字甘木 1158 58-7722
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■指定緊急避難場所

避難所名称 住所 連絡先(電話)

14
介護老人保健施設 大牟田ライフケア

院
大字田隈 808-1 52-8899

15 介護老人保健施設 くろさき苑 大字岬 1254-1 54-9639

16 介護老人保健施設 はなぞの 花園町 64-5 52-8600

17 介護老人保健施設 ぷらいえ 田隈 830-1 57-6636

18 介護老人保健施設 さんぽ 大字三池 866 53-1001

19 介護老人保健施設 ハッピーランド 大字宮部 171-2 51-0556

避難場所名称 住 所
連絡先

(電話)

適用になる異常な現象

洪

水

内

水

氾

濫

土

砂

災

害

高

潮

地

震

大

規

模

火

災

1 三川地区公民館 上屋敷町1-12-3 52-5957 ○ ○ ○ ○ ○

2 駛馬地区公民館 馬込町1-20-1 57-5443 ○ ○ ○

3 勝立地区公民館 新勝立町4-1-1 51-0393 ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 中央地区公民館 原山町13-3 53-1502 ○ ○ ○ ○ ○

5 三池地区公民館 大字三池629-2 53-8343 ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 吉野地区公民館 大字白銀781-3 58-3479 ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 手鎌地区公民館 大字手鎌1300-42 56-6008 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 みなと小学校 上屋敷町2-3-1 53-6004 ○ ○ ○ ○ ○

9 天領小学校 天領町1-145-1 53-6006 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 旧駛馬南小学校 沖田町236-1 41-2866 ○ ○ ○ ○ ○

11 駛馬小学校 馬場町17 53-6008 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 天の原小学校 笹原町3-116 53-6009 ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 玉川小学校 大字櫟野2710-1 53-6011 ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 旧上官小学校 宮坂町6-3 41-2866 ○ ○ ○ ○ ○

15 大牟田中央小学校 笹林町1-1-3 53-6014 ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 大正小学校 大正町5-5-9 53-6015 ○ ○ ○ ○ ○

17 中友小学校 中友町1-20 53-6016 ○ ○ ○ ○ ○

18 明治小学校 明治町2-21-1 53-6017 ○ ○ ○ ○ ○

19 白川小学校 中白川町1-183 53-6018 ○ ○ ○ ○ ○

20 平原小学校 平原町333 53-6019 ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 高取小学校 大字歴木1807-58 53-6020 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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避難場所名称 住 所
連絡先

(電話)

適用になる異常な現象

洪

水

内

水

氾

濫

土

砂

災

害

高

潮

地

震

大

規

模

火

災

22 三池小学校 大字新町289-1 53-6021 ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 羽山台小学校 大字草木587-3 53-6013 ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 銀水小学校 大字田隈239 53-6022 ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 上内小学校 大字上内1575-1 58-0103 ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 吉野小学校 大字白銀967-17 58-1037 ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 倉永小学校 大字倉永1307 58-1038 ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 手鎌小学校 大字唐船395 53-6025 ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 旧船津中学校 船津町1-6-1 41-2866 ○ ○ ○ ○

30 宅峰中学校 右京町1 53-6034 ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 宮原中学校 米生町2-26 53-6032 ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 旧勝立中学校 大字勝立282-2 41-2866 ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 松原中学校 大正町5-4-16 53-6035 ○ ○ ○ ○ ○

34 白光中学校 椿黒町32 53-6036 ○ ○ ○ ○ ○

35 歴木中学校 大字歴木1150 53-6037 ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 田隈中学校 大字田隈338 53-6040 ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 橘中学校 大字橘664-1 58-0022 ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 甘木中学校 大字甘木613-1 58-0033 ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 大牟田特別支援学校 天道町24 56-9671 ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 リフレスおおむた 大字四ヶ1221 58-7777 ○ ○ ○ ○ ○ ○

41 総合体育館 宝坂町2-92 53-6003 ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 三池高等学校 大字草木245 53-2172 ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 三池工業高等学校 上官町4-77 53-3036 ○ ○ ○ ○ ○ ○

44 ありあけ新世高等学校 大字吉野1389-1 59-9688 ○ ○ ○ ○ ○ ○

45 大牟田北高等学校 大字吉野555 58-0011 ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 有明工業高等専門学校 東萩尾町150 53-8860 ○ ○ ○ ○ ○ ○

47 えるる 新栄町6-1 52-5285 ○ ○ ○ ○ ○

48 清掃事務所 健老町198 52-4942 ○ ○ ○ ○ ○

49 新地町市営住宅 新地町10-1･9-1 41-2787 ○ ○ ○

50 新地東ひまわり市営住宅 新地町14-7 41-2787 ○ ○ ○
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■指定避難地

避難場所名称 住 所
連絡先

(電話)

適用になる異常な現象

洪
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内

水

氾

濫

土

砂

災

害

高

潮

地

震

大
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模

火
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51 小浜南市営住宅 小浜町80-1 41-2787 ○ ○ ○

52 右京町市営住宅 右京町40-1 41-2787 ○ ○ ○

避難地名称 住所 連絡先(電話)

1 高砂公園 三川町4-52

2 船津公園 船津町1-4

3 上屋敷公園 樋口町10

4 千代町公園 千代町7

5 ひばりヶ丘第二公園 新勝立町4丁目3-105

6 宮浦公園 西宮浦町1

7 宮浦石炭記念公園 西宮浦町132-8

8 七浦公園 七浦町64-9

9 延命公園 昭和町223

10 中友公園 新地町3

11 明治第一公園 明治町1丁目6

12 鳥塚公園 鳥塚町86

13 南井空公園 大字歴木740-1

14 三池公園 大字三池1209-1

15 高田公園 大字歴木190

16 手鎌北町公園 大字手鎌1520

17 黒崎公園 大字岬2386

18 黒崎団地第一公園 大字岬1969-6

19 甘木公園 大字甘木1203-58

20 諏訪公園 岬町1-3

21 みなと小学校グラウンド 上屋敷町 2-3-1 53-6004

22 天領小学校グラウンド 天領町 1-145-1 53-6006

23 旧駛馬南小学校グラウンド 沖田町 236-1 41-2866

24 駛馬小学校グラウンド 馬場町 17 53-6008

25 天の原小学校グラウンド 笹原町3-116 53-6009

26 玉川小学校グラウンド 大字櫟野 2710-1 53-6011

27 旧上官小学校グラウンド 宮坂町 6-3 41-2866

28 大牟田中央小学校グラウンド 笹林町 1-1-3 53-6014

29 大正小学校グラウンド 大正町 5-5-9 53-6015

30 中友小学校グラウンド 中友町 1-20 53-6016

31 明治小学校グラウンド 明治町 2-21-1 53-6017

32 白川小学校グラウンド 中白川町 1-183 53-6018
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避難地名称 住所 連絡先(電話)

33 平原小学校グラウンド 平原町 333 53-6019

34 高取小学校グラウンド 大字歴木 1807-58 53-6020

35 三池小学校グラウンド 大字新町 289-1 53-6021

36 羽山台小学校グラウンド 大字草木 587-3 53-6013

37 銀水小学校グラウンド 大字田隈 239 53-6022

38 上内小学校グラウンド 大字上内 1575-1 58-0103

39 吉野小学校グラウンド 大字白銀 967-17 58-1037

40 倉永小学校グラウンド 大字倉永 1307 58-1038

41 手鎌小学校グラウンド 大字唐船 395 53-6025

42 旧船津中学校グラウンド 船津町 1-6-1 41-2866

43 宅峰中学校グラウンド 右京町 1 53-6034

44 宮原中学校グラウンド 米生町 2 丁目 26 53-6032

45 旧勝立中学校グラウンド 大字勝立 282-2 41-2866

46 旧延命中学校グラウンド 昭和町 240 41-2866

47 松原中学校グラウンド 大正町 5-4-16 53-6035

48 白光中学校グラウンド 椿黒町 32 53-6036

49 歴木中学校グラウンド 大字歴木 1150 53-6037

50 田隈中学校グラウンド 大字田隈 338 53-6040

51 橘中学校グラウンド 大字橘 664-1 58-0022

52 甘木中学校グラウンド 大字甘木 613-1 58-0033

53 大牟田特別支援学校 天道町 24 56-9671

54 リフレスおおむた 大字四ヶ 1221 58-7777

55 第二グラウンド 黄金町 1-111 54-9555
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２－２ 浸水想定区域又は土砂災害（特別）警戒区域内の要配慮者利用施設

【要配慮者施設の範囲】

水防法第 15 条第 1 項第 4 号ロ、または土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律第 8条第 1項第 4号に規定する要配慮者利用施設の範囲

は、浸水想定区域内で想定浸水深 0.5ｍ以上の区域、または土砂災害（特別）警戒

区域内に立地する高齢者や障害者、幼児等が利用する施設のうち、次のものとする。

【令和 6 年 5 月 24 日現在】

※大牟田川、隈川の浸水区域への該当は、令和 5 年 5 月 26 日付

※内水氾濫浸水想定区域への該当は、令和 6 年 3 月 29 日付

施設名 所在地 該当区分

堂
面
川

諏
訪
川

大
牟
田
川

隈
川

内
水
氾
濫

が
け
崩
れ

土
石
流

地
す
べ
り

高
潮

明治幼稚園 中町 2 丁目 3-3 ○ ○ ○ ○

高取聖マリア幼稚園 歴木 735-1 ○ ○

大牟田天使幼稚園 有明町 2 丁目 2-12 ○

しらかわ幼稚園 中白川町 2 丁目 1-21 ○ ○

めぐみ幼稚園 正山町 9 ○

光の子幼稚園 古町 1-3 ○ ○

大牟田たちばな幼稚園 橘 569-3 ○

白鷺保育園 岬 2923-1 ○ ○

光円寺保育園 浜田町 12-3 ○ ○ ○ ○

萩尾保育園 萩尾町 1 丁目 316-1 ○

不知火保育園 南船津町 1 丁目 2-2 ○ ○ ○

天領保育所 天領町 1 丁目 113-6 ○ ○ ○

みずほ保育園 通町 2 丁目 2-10 ○

中町保育園 中町 2 丁目 9-5 ○ ○ ○ ○

草木保育園 草木 363 ○

笹原保育所 新勝立町 5 丁目 4 ○ ○

小浜保育所 小浜町 42-28 ○ ○ ○ ○
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施設名 所在地 該当区分
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川
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竹の子保育園 三川町 2 丁目 3 ○ ○ ○

日の出保育所 下白川町 2 丁目 18-2 ○ ○

くるみ保育園 沖田町 234 ○ ○ ○

緑保育所 右京町 45 ○ ○ ○

明治小学校 明治町 2 丁目 21-1 ○ ○ ○ ○

手鎌小学校 唐船 395 ○ ○ ○

天領小学校 天領町 1 丁目 145-1 ○ ○ ○

中友小学校 中友町 1-20 ○ ○ ○ ○

白川小学校 中白川町 1 丁目 183 ○ ○

大正小学校 大正町 5 丁目 5-9 ○

倉永小学校 倉永 1307 ○

上内小学校 上内 1575-1 ○

みなと小学校 上屋敷町 2 丁目 3-1 ○ ○ ○

田隈中学校 田隈 338 ○

白光中学校 椿黒町 32 ○ ○ ○ ○

松原中学校 大正町 5 丁目 4-16 ○

橘中学校 橘 664-1 ○

宅峰中学校 右京町 1 ○ ○ ○

大牟田特別支援学校 天道町 24 ○

学校法人大牟田学園

大牟田中学校
田隈 436-1 ○

学校法人不知火学園

誠修高等学校
田隈 956 ○ ○

学校法人大牟田学園

大牟田高等学校
草木 852 ○

明治学童保育所
明治町 2 丁目 21-1

明治小学校内
○ ○ ○ ○
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施設名 所在地 該当区分
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手鎌学童保育所 唐船 383-1 ○ ○ ○

手鎌学童クラブ
唐船 395

手鎌小学校内
○ ○ ○

天領学童保育所
天領町 1 丁目 145-1

天領小学校内
○ ○ ○

中友学童保育所
中友町 1-20

中友小学校内
○ ○ ○ ○

白川学童保育所（第一・第二）
中白川町 1 丁目 183

白川小学校内
○ ○

大正学童保育所
大正町 5 丁目 5-9

大正小学校内
○

倉永学童クラブ
倉永 1307

倉永小学校内
○

みなと学童保育所
上屋敷町 2 丁目 3-1

みなと小学校内
○ ○ ○

ひまわり Kids（学童クラブ） 一浦町 5-7 ○

兼行病院 歴木 977-4 ○

大牟田中央病院 歴木 1841 ○

大牟田共立病院 明治町 3 丁目 7-5 ○ ○ ○ ○

みさき病院 岬 1230 ○

今野病院 末広町 5-2 ○

永田整形外科病院 不知火町 1 丁目 6-3 ○

日の出町すぎ病院 東新町 2 丁目 2-5 ○ ○

福岡県済生会 大牟田病院 田隈 810 ○ ○

杉循環器科内科病院 田隈 950-1 ○

大牟田天領病院 天領町 1 丁目 100 ○ ○ ○

ありあけクリニック 船津町 440-3 ○ ○

白川病院 上白川町 1 丁目 146 ○

菅原病院 小川町 30-1 ○ ○ ○
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不知火病院 手鎌 1800 ○ ○ ○

静光園 第二病院 下池町 29 ○ ○

南大牟田病院 臼井町 23-1 ○ ○ ○

三池病院 三池 855 ○

かみむら耳鼻咽喉科 明治町 1 丁目 2-1 ○ ○ ○ ○

堀整形外科麻酔科クリニック 明治町 2 丁目 18-1 ○ ○ ○ ○

平井外科産婦人科 明治町 3 丁目 8-7 ○ ○ ○ ○

ひまわり眼科大牟田
岬町 3-4

イオンモール大牟田1F
○

こが小児科医院 岬 1174-1 ○

村石クリニック 本町 2 丁目 2-13 ○ ○ ○

早川内科医院 本町 4 丁目 10-11 ○

垣内クリニック 宝坂町 1 丁目 1-6 ○ ○

井上内科クリニック 不知火町 3 丁目 102 ○

西内科循環器科医院 白川 1-40 ○

西村クリニック 白川 18-35 ○

重藤内科・外科 日出町 3 丁目 1-21 ○ ○

大津胃腸科肛門科クリニック 南船津町 1 丁目 12-12 ○ ○ ○

辻クリニック 藤田町 354-1 ○ ○ ○

林田クリニック 東新町 1 丁目 1-2 ○ ○

梶原クリニック 唐船 128-1 ○ ○ ○

升永医院 田隈 25 ○ ○

ひがしはら整形外科医院 田隈 830-1 ○ ○ ○

えだみつ整形外科・リウマチ科 天領町 1 丁目 289-3 ○ ○ ○

木村整形外科医院 天道町 192-9 ○
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吉田外科整形外科医院 通町 1 丁目 7 ○

藤本整形外科医院 通町 1 丁目 8-2 ○

やまかわクリニック 中白川町 1 丁目 17 ○ ○

猿渡耳鼻咽喉科医院 中白川町 3 丁目 161 ○ ○ ○

永江医院 中町 2 丁目 4-3 ○ ○ ○ ○

徳丸医院 大黒町 1 丁目 31-8 ○ ○ ○ ○

二宮医院 倉永 1586-1 ○ ○

東原産婦人科医院 倉永 1672-3 ○

末吉小児科内科医院 船津町 439-1 ○ ○

諸岡眼科医院 船津町 450-1 ○ ○

坂口医院 正山町 1-2 ○

くにさき内科・胃腸科医院 正山町 117-2 ○ ○

河野産婦人科医院 正山町 148-1 ○ ○ ○

永江皮膚科・形成外科クリニック 上町 1 丁目 1-8 ○

向坂眼科医院 上町 1 丁目 4-1 ○

佐藤眼科 上屋敷町 1 丁目 1-2 ○ ○ ○

牛草みずた内科クリニック 小浜町 27-18 ○ ○ ○ ○

こはまクリニック 小浜町 95-6 ○ ○ ○ ○

吉岡クリニック 曙町 7-2 ○ ○

山下医院 手鎌 745 ○ ○ ○

木村内科医院 手鎌 830 ○ ○ ○

吉田クリニック 三里町 1 丁目 4-5 ○ ○

蓮田医院 三川町 1 丁目 25-1 ○

原循環器科内科医院 三川町 2 丁目 27-1 ○ ○ ○
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村尾産婦人科クリニック 古町 1-2 ○ ○

立石医院 古町 3-7 ○ ○

おか医院 古町 3-9 ○ ○

村尾在宅クリニック 橋口町 4-6 ○ ○

石橋整形外科医院 宮崎 5-7 ○

塩谷眼科医院 宮部 156 ○

春日医院 一浦町 6-3 ○ ○

むとう内科クリニック 岬 1063-1 ○

中友診療所 新地町 6-1 ○ ○ ○ ○

米の山病院付属 中央診療所 笹林町 2 丁目 6-3 ○ ○

大牟田ワークショップセンター

（施設入所支援施設・生活介護施

設・短期入所施設）

櫟野 2824 ○ ○

兼行病院

（通所リハビリテーション事業所）
歴木 977-4 ○

小規模多機能居宅介護

ひらばるの家
歴木 990-19 ○

介護付き有料老人ホーム 憩の郷 野添町 1-3 ○ ○ ○

グループホーム ファミーユ 野添町 20-19 ○ ○ ○

発達支援事業所 ひらそるの芽 明治町 2 丁目 4 ○ ○

堀整形外科麻酔科クリニック

（通所リハビリテーション事業所）
明治町 2 丁目 18-1 ○ ○ ○ ○

平井外科産婦人科

（通所リハビリテーション事業所）
明治町 3 丁目 8-7 ○ ○ ○ ○

グループホーム Leo 岬 988-1 ○

小規模多機能ホーム ふかうらの家 岬 1202-1 ○

介護老人保健施設 くろさき苑 岬 1254-1 ○

グループホーム 虹の家しおさい 岬 2858-1 ○
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サンホリデー

（特別養護老人ホーム・老人短期入

所事業所）

岬 2860-2 ○

今野病院

（介護医療院・通所リハビリテーシ

ョンセンター）

末広町 5-2 ○

グループホーム つくしんぼ末広 末広町 238 ○

有料老人ホーム あいわ

本町 5 丁目 3-9 ○ ○

あいあいデイサービス

ブロッサムおおむた 北磯町 2-49 ○

グループホーム つくしんぼ浜田
浜田町 3-2

浜風コーポ 1 棟 101 号
○ ○

アネシス・プラージュ

浜田町 5-1 ○ ○ ○ ○

あっとほーむフィットネスデイⅡ

Café IKEDA

（地域密着型通所介護事業所）
浜田町 15-12 ○ ○ ○ ○

デイサービスハピネス 姫島町 36-8 ○ ○ ○

び～ず南

（生活介護施設・就労継続支援Ｂ型

施設） 樋口町 4-8 ○ ○ ○

び～ず（放課後等デイサービス）

グループホーム エール 樋口町 8-9 ○ ○ ○

グループホーム 八尻寮 八尻町 3 丁目 14-3 ○ ○

ひかりワークサポート

（就労継続支援Ｂ型施設）
八尻町 3 丁目 23 ○

デイサービスひかり

（基準緩和型通所サービス）
八尻町 3 丁目 23-1 ○

小規模多機能型居宅介護 恵愛の里 白川 18-31 ○

FC アミーゴ（放課後デイサービス） 白銀 352-1 ○

アプリコットハウス

（宿泊型自立訓練・短期入所）
萩尾町 1 丁目 2-1 ○
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あけぼの苑

（施設入所支援施設・生活介護施

設・短期入所施設）

萩尾町 2 丁目 273-1 ○ ○

ワーキングサポートフェリス

（就労継続支援Ａ型施設）
日出町 2 丁目 2-10 ○ ○ ○

ミック健康の森 日出町 日出町 2 丁目 2-19 ○ ○

重藤内科・外科

（通所リハビリテーション事業所）
日出町 3 丁目 1-21 ○ ○

不知火保育園 （一時預かり事業） 南船津町 1 丁目 2-2 ○ ○ ○

介護付き有料老人ホーム

コージーヴィラ大牟田
南船津町 1 丁目 5-1 ○ ○ ○

介護付有料老人ホーム

コージーヴィラ南船津
南船津町 1 丁目 9-1 ○ ○ ○

美さと

（特別養護老人ホーム・介護老人福

祉施設短期入所生活介護事業所・デ

イサービス）

南船津町 1 丁目 10 ○ ○ ○

美さと

（シニアハウス・シニアハウス弐番

館・認知症対応型デイサービス・小

規模多機能居宅介護施設）
南船津町 2 丁目 9 ○ ○ ○

地域交流施設美さとひろば みつ葉

こどもの森 ちゅら

（児童発達支援・放課後デイサービ

ス）

南船津町 3 丁目 5-8 ○ ○

放課後等デイサービス

ティオステップ
東新町1丁目3-9 2階 ○

あおぞら大牟田

（就労継続支援Ａ型・Ｂ型施設）
東新町 1 丁目 8-1 ○

介護付き有料老人ホーム ゆずりは 東新町 2 丁目 1-1 ○ ○ ○

リフォルマ（就労継続支援Ｂ型施設） 東新町 2 丁目 6-2 ○ ○

リライト

（就労移行支援施設・就労継続支援

Ａ型施設）

唐船 192-1 ○ ○ ○
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ふれんず

（生活介護施設・就労継続支援Ｂ型

施設）

唐船 264-1 ○ ○

あいりす（就労継続支援Ａ型施設） 田隈 445-5 ○

介護老人保健施設

大牟田ライフケア院
田隈 599-18 ○ ○ ○

有料老人ホーム ふれあいホーム

田隈 766-5 ○ ○ ○

グループホーム ふれあい

福岡県済生会 大牟田病院

通所リハビリさんが
田隈 810-1 ○ ○

コムーネ

（基準緩和型通所サービス）
田隈 820-1 ○ ○ ○

ぷらいえ

（小規模多機能型居宅介護・認知症

対応型通所介護）

田隈 827-1 ○ ○ ○

ぷらいえ

（介護老人保健施設・通所リハビリ

テーション事業所）

田隈 830-1 ○ ○ ○

大牟田天領病院 デイケアセンター 天領町 1 丁目 100 ○ ○ ○

放課後等デイサービス るんるん 天領町 1 丁目 141-2 ○ ○

アント（就労継続支援Ａ型施設） 通町 1 丁目 6-11 ○

地域活動支援センター

むつごろう作業所
鳥塚町 14-5 ○

放課後等デイサービス

ひまわりキッズ
鳥塚町 22-4 ○

こもれび

（特別養護老人ホーム・デイサービ

スセンター）

中町 1 丁目 4-1 ○ ○ ○ ○

ま・めぞん

（ケアハウス・軽費老人ホーム）
中町 1 丁目 5-1 ○ ○ ○ ○

グループホーム なかまちの家 中町 1 丁目 5-2 ○ ○ ○ ○

ティオ大牟田築町

（就労移行支援施設）
築町 4-1 ○ ○ ○
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リハビリ特化型デイサービス

カラー
大黒町 1 丁目 17 ○ ○ ○ ○

児童発達支援事業所・放課後等デイ

サービス Chameleon
大黒町 1 丁目 17 2 階 ○ ○

もみの木

（サービス付き高齢者向け住宅・リ

ハビリデイサービス）

大黒町 4 丁目 13-1 ○ ○ ○ ○

グループホーム つくしんぼ草木 草木 471-20 ○ ○

住宅型有料老人ホーム

羽山台ヒルズ
草木 581-5 ○

特別養護老人ホーム 天光園

（介護老人福祉施設・短期入所生活

介護事業所）

倉永 693 ○ ○

放課後等デイサービス

きらきらぼし
倉永 1651 ○ ○ ○

地域交流施設 集いの場わたぜ

倉永 1652-1 ○ ○ ○

小規模多機能施設 わたぜ

介護医療院 ありあけ

船津町 440-3 ○ ○

ありあけクリニック デイケア

いろどり（就労継続支援Ａ型施設） 千代町 4-5 ○

デイサービス なかま 青葉町 23-10 ○

大牟田児童相談所 西浜田町 4-1 ○ ○ ○ ○

リビングアエル正山

正山町 127-1 ○ ○マチデアエルクラブ正山

（基準緩和型通所サービス）

なかまの里

（デイサービス・有料老人ホーム）
諏訪町 1 丁目 17 ○ ○

デイサービス すわ 諏訪町 2 丁目 120 ○ ○

小規模多機能ホーム ゆうもあ 諏訪町 3 丁目 60 ○ ○ ○

グループホーム 三丁目のわが家 諏訪町 3 丁目 59 ○ ○
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中友診療所

（通所リハビリテーション事業所）
新地町 6-1 ○ ○ ○ ○

グループホーム ひまわり 新地町 6-14 ○ ○ ○ ○

大牟田恵愛園

（施設入所支援施設・生活介護施

設・短期入所施設・就労継続支援Ｂ

型施設）

新勝立町 3 丁目 5-15 ○

障がい者支援センター

大牟田ワークステーション

（就労継続支援Ｂ型施設）

新栄町 8-1 ○ ○

元気リハ 美音 新栄町 12-2 ○ ○ ○

フィールド１

（就労継続支援Ａ型施設）
新栄町 16-5 ○ ○

オアシス

（就労継続支援Ａ型・Ｂ型施設）
新栄町 16-16 ○

アルフォンス・メロウ

（有料老人ホーム・短期入所生活介

護事業所）

城町 1 丁目 7 ○ ○ ○ ○

シャルールコパン

（認知症対応型共同生活介護事業

所・地域密着型通所介護事業所）

城町 1 丁目 7-2 ○ ○ ○ ○

昌普久苑

（ショートステイ・特別養護老人ホ

ーム）

上白川町 2 丁目 31-3 ○ ○

白川病院 介護医療院

上白川町 1 丁目 146 ○

通所リハビリテーション まごころ

グループホーム きらめき

上白川町 1 丁目 246 ○

小規模多機能ホーム ひだまり

デイサービスセンター ときめき

地域交流センター しらかわ

有料老人ホーム

メゾン ド アムール

地域活動支援センター ハーツ 上町 1 丁目 2-5-1 ○ ○
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施設名 所在地 該当区分

堂
面
川

諏
訪
川

大
牟
田
川

隈
川

内
水
氾
濫

が
け
崩
れ

土
石
流

地
す
べ
り

高
潮

地域活動支援センター もやい
上町 2 丁目 4-7

イッツビル 102 号
○

デイサービスセンター だんらん 小浜町 24-8 ○ ○ ○ ○

福祉ホーム つくしんぼ小浜 小浜町 98-12 ○ ○ ○ ○

リビングアエル小浜 小浜町 1 丁目 1-8 ○ ○ ○ ○

グループホーム つくしんぼ小浜Ⅲ 小浜町 3 丁目 2-12 ○ ○

ショートステイ こんの 小川町 25-1 ○ ○ ○

パークハウス 諏訪公園

小川町 29-5 ○ ○ ○

デイサービス 花音

菅原病院 通所リハビリテーション

すがはら

小川町 30-1 ○ ○ ○

てとての森

てとてのキッズ

（児童発達支援・放課後等デイサー

ビス）

就労移行サポートセンター

ディスカバリー

（就労移行支援一般型・就労継続支

援Ｂ型施設）

グループホーム つくしんぼ勝立 勝立 121-1 ○

住宅型有料老人ホーム マハロ 手鎌 148-1 ○ ○ ○

くろだハウス 手鎌 152-1 ○ ○ ○

ウェルサービス 岬

（就労継続支援Ａ型施設）
手鎌 304-3 ○ ○ ○

木村内科医院

（通所リハビリテーション事業所）
手鎌 830 ○ ○ ○

有料老人ホーム いよの 手鎌 841-1 ○ ○ ○

リハビリ特化型デイサービス

ライズ
手鎌 1170-1 ○ ○ ○

リハビリ特化型デーサービス

ミライ
手鎌 1170-3 ○ ○ ○
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施設名 所在地 該当区分

堂
面
川

諏
訪
川

大
牟
田
川

隈
川

内
水
氾
濫

が
け
崩
れ

土
石
流

地
す
べ
り

高
潮

小規模多機能ホーム 槐 三里町 1 丁目 4-4 ○ ○

シニアハウス美さと 参番館

三里町 1 丁目 16-2 ○ ○ ○

放課後等デイサービス 美さと

介護老人保健施設 さんぽ 三池 866 ○

グループホーム サンフラワー 三池 878 ○

竹の子保育園 （一時預かり事業） 三川町 2 丁目 3 ○ ○ ○

介護者支援アパート こじま 三川町 3 丁目 1-1 ○ ○

デイサービス よってかんね 三川町 3 丁目 3-1 ○ ○

米の山病院附属 中央診療所

（通所リハビリテーション事業所）
笹林町 2 丁目 6-3 ○ ○

グループホーム 唯 桜町 33-4 ○ ○

住宅型有料老人ホーム

メゾンド・桜 桜町 154 ○

デイサービス 花水木

ひらそるのいろ 桜町 174-3 ○

りんどう学園

（放課後等デイサービス・児童発達

支援）

今山 755 ○

りほーぷ

（デイサービスセンター・有料老人

ホーム）

今山 1522-1 ○

延寿苑

(特別養護老人ホーム・短期入所生活

介護サービス） 今山 4345-1 ○ ○

デイサービスセンター

話い和い村

グループホーム 虹の家たかさご 高砂町 16 ○ ○

桜と梅の花

高砂町 32-10 ○ ○ ○

心介デイサービス
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施設名 所在地 該当区分

堂
面
川

諏
訪
川

大
牟
田
川

隈
川

内
水
氾
濫

が
け
崩
れ

土
石
流

地
す
べ
り

高
潮

エコサンク福祉作業所
健老町 461

産業支援センター204
○

介護付き有料老人ホーム

セーヌ大牟田 宮部 174-1 ○ ○

デイサービスセンター みやべ

サン久福木 デイサービスセンター 久福木 894 ○

久福木サン荘（軽費老人ホーム） 久福木 1169-3 ○

ライフサポートリード

（就労継続支援Ａ型施設）
吉野 1676-4 ○ ○ ○

小規模多機能型ホーム よしの 吉野 2144-1 ○

グループホーム 蒼

岩本 2418-１ ○ ○

デイサービス 蒼。

すぎの木

（ショートステイサービス・デイサ

ービス・特別養護老人ホーム）

甘木 44-1 ○

森の工房 どんぐり

（就労継続支援Ｂ型施設）
下池町 31-2 ○ ○ ○

小規模多機能ホーム つぼみ

下池町 36-1 ○ ○デイサービスセンター 里桜

通所介護 ささはら

グループホーム

さくらガーデンハイツ
下池町 37 ○ ○

介適空間 アエル 沖田町 21 ○ ○ ○

住宅型有料老人ホーム 想届苑 沖田町 312-1 ○ ○

通所介護 今日美（ひかる） 沖田町 312-2 ○ ○

小規模多機能ホーム みえあむ 沖田町 491 ○ ○

グループホーム ふぁみりえ 沖田町 492 ○ ○ ○

生活応援工房＆デイホーム

こころね
沖田町 495 ○ ○
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２－３ ヘリコプターフォワードベース

（消防本部受援計画より）

施設名 所在地 該当区分

堂
面
川

諏
訪
川

大
牟
田
川

隈
川

内
水
氾
濫

が
け
崩
れ

土
石
流

地
す
べ
り

高
潮

特別養護老人ホーム サンフレンズ

（個室ユニット・短期入所生活介護

事業所・軽費老人ホーム・デイサー

ビスセンター・ふれあいサロンより

みち）

沖田町 510 ○ ○ ○

グループホーム フェリス黄金 黄金町 2 丁目 230-1 ○

南大牟田病院 介護医療院

臼井町 23-1 ○ ○ ○デイケアセンターやまぶき

デイサービスセンターみなみ

有料老人ホーム 和夢 臼井新町 1 丁目 28-1 ○

リハビリ特化型デイサービス

ホープ
右京町 50-1 ○ ○ ○

禾家デイサービス（通所介護） 一本町 2-10 ○

住宅型有料老人ホーム あさひまち 旭町 1 丁目 2-7 ○ ○

リフォルマ

（就労継続支援Ａ型施設）
東新地町 2 丁目 6-2 ○ ○

すまいるホーム青葉・二番館 青葉町 104-3 ○

名称 所在地
座標（緯度・経度）

度/分/秒

敷地面積

（㎡）

最大

駐機数

夜間

照明

進入

経路

記念グラウンド
黄金町

1-123

北緯 33/00/42

東経 130/27/00
15,200 4 ○ ○

緑地運動公園

（多目的運動場）

西新町 22 北緯 33/02/05

東経 130/25/53
10,950 2 ○ ○

緑地運動公園

（野球場）

西新町 22 北緯 33/02/05

東経 130/25/46
12,370 3 × ○

緑地運動公園

（ソフトボール場）

西新町 22 北緯 33/02/05

東経 130/25/41
4,760 1 ○ ○
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２－４ 備蓄倉庫

■備蓄庫（令和 6 年 5 月 24 日現在）

■備蓄物資（令和 6 年 5 月 24 日現在）

名 称 規 模 名 称 規 模 名 称 規 模

大正小学校 25 ㎡ 明治小学校 26 ㎡ 白川小学校 26 ㎡

平原小学校 25 ㎡ 倉永小学校 25 ㎡ 旧勝立中学校 25 ㎡

田隈中学校 28 ㎡ 天領小学校 9.55 ㎡ 駛馬小学校 9.55 ㎡

大牟田中央小学校 9.55 ㎡ 羽山台小学校 9.55 ㎡ 銀水小学校 9.55 ㎡

吉野小学校 9.55 ㎡ 中友小学校 9.42 ㎡ 特別支援学校 9.42 ㎡

宅峰中学校 5.81 ㎡ 白光中学校 9.42 ㎡

教室等の一部を利用

みなと小学校 天の原小学校 高取小学校 三池小学校

上内小学校 手鎌小学校 宮原中学校 歴木中学校

甘木中学校

ボールペン 307 本 ごみ袋（黒色 70ℓ・10 枚 1 袋） 920 袋

シャープペン 139 本 指定ごみ袋(可燃・ピンク) 234 袋

消しゴム 160 個 段ボール製ベッド（3 箱 1 組） 718 ｾｯﾄ

蛍光ペン（2 色） 104 本 段ボール製ベッド（2 箱 1 組） 146 ｾｯﾄ

油性マジック（黒・赤・青） 123 本 折たたみベット 49 台

付箋 130 個 段ボール製間仕切り（7 枚 1 組） 2,949 枚

ハサミ 47 丁 段ボール製間仕切り（10枚 1組） 3,745 枚

ホッチキス 48 個 ワンタッチパーテーション 2,038 張

ホッチキス針 49 箱 プライベートルーム 44 張

布テープ 79 巻 折り畳みアルミマット 1,930 枚

養生テープ 196 巻 エアマット 1,916 枚

バインダー 141 枚 アイマット 445 枚

ゼムクリップ 50 箱 マットレス 5 枚

電池（単三） 330 本 アルミロールマット（20 枚入） 5 枚

電池（単四） 340 本 毛布 2,194 枚

懐中電灯 64 台 スペースブランケット 905 枚

多機能ラジオ 119 個 タオル 1,780 枚

特設公衆電話機 40 台 多目的トイレ（組立式） 3 基
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従事者用ベスト（緑色） 245 着 簡易トイレ 806 個

手指消毒液（500mℓ） 60 本 簡易トイレ用便袋 4,300 枚

ハンドジェル（300mℓ） 142 本 凝固剤 360 個

物用消毒液（300mℓ） 175 本 携帯トイレ
44,60

0
個

ペーパータオル（200 枚） 301 箱 投光機 40 台

ビニール手袋（100 枚） 148 箱 コードリール 40 個

電子体温計 133 個 燃料携行缶 45 個

マスク（50 枚） 184 箱 保存ガソリン 480 缶

マスク（従事者用） 148 枚 保存エンジンオイル 80 缶

フェイスシールド 1,587 個 食糧 3 日分セット 6,183 食

ティッシュペーパー 47 個 食糧 3 日分（アレルギー対応） 3,591 食

ごみ袋（透明 70ℓ・10 枚 1

袋）
370 袋 パン（箱） 2,227 食

パン（缶） 495 食 大人用オムツ（S サイズ） 128 枚

そのままご飯 2，226 食 大人用オムツ（Ｍサイズ） 120 枚

おかゆ真空パック 349 食 大人用オムツ（Ｌサイズ） 104 枚

その場 de パスタ 200 食 大人用紙パンツ（Ｓサイズ） 160 枚

ふぐぞうすい 120 食 大人用紙パンツ（Ｍサイズ） 144 枚

ビスコ 2,040 食 大人用紙パンツ（Ｍ～Ｌ） 184 枚

ルヴァンビスケット 50 食 大人用紙パンツ（Ｌサイズ） 128 枚

ライスクッキー 169 食 大人用紙パンツ（ＬＬサイズ） 112 枚

スティックバウムクーヘン 61 食 尿とりパッド（夜用） 288 枚

フリーズドライたまごスープ 431 食 尿とりパッド（介護夜用） 192 枚

フリーズドライみそ汁 249 食 生理用品（昼用） 175 袋

飲料水（500mℓﾎﾞﾄﾙ） 10,085 本 生理用品（夜用）
10，

368
ﾊﾟｯｸ

飲料水（2ℓﾎﾞﾄﾙ） 1,853 本 サニタリーショーツ（Ｍサイズ） 48 枚

食器セット 3,224 個 サニタリーショーツ（Ｌサイズ） 48 枚

紙コップ（30 個 1 袋） 150 個 子供用オムツ 960 枚

空気入れ（手押し） 39 個 子供用オムツ（Ｓサイズ） 864 枚

空気入れ（ポンプ式） 29 個 子供用オムツ（Ｍサイズ） 780 枚
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２－５ ごみ処理施設

２－６ し尿処理施設

アクリル衝立 144 枚 子供用オムツ（Ｌサイズ） 324 枚

台車 32 台 子供用オムツ（ビッグサイズ） 288 枚

子ども用 T シャツ（120cm） 48 枚 赤ちゃん用お尻拭き 48 個

子ども用 T シャツ（140cm） 48 枚 赤ちゃん用お尻拭き詰替用 24 個

子ども用スパッツ（120cm） 48 枚 大人用お尻拭き 96 個

子ども用スパッツ（140cm） 48 枚 哺乳瓶 90 本

大人用エマージェンシーT シ

ャツ(L)
48 枚 消毒ケース 15 個

大人用エマージェンシーT シ

ャツ(LL)
48 枚 消毒ハサミ 15 個

女性用エマージェンシーショ

ーツ(L)
96 枚 除菌液（1050mℓ×80 倍） 24 本

女性用エマージェンシーショ

ーツ(LL)
96 枚 液体ミルク 912 缶

男性用エマージェンシーボク

サーブリーフ(L)
48 枚 歯ブラシ 98 本

男性用エマージェンシーボク

サーブリーフ(LL)
48 枚 歯磨き粉 36 個

下着 49 枚 ウェットティッシュ(15 枚/個) 232 個

名 称 所在地 電話番号 備 考

大牟田・荒尾ＲＤＦセンター 健老町 468 0944-53-0411 225 ﾄﾝ／日

大牟田リサイクルプラザ 健老町 467 0944-59-1220

資源物 40.5 ﾄﾝ／日

大型ごみ 11.5 ﾄﾝ／日

不燃ごみ 14.0 ﾄﾝ／日

名 称 所在地 電話番号 備 考

大牟田市東部環境センター 大浦町 14-10 0944-59-3500

処理能力
1 日あたり 359 ｷﾛﾘｯﾄﾙ

有機性廃棄物
1.9 ﾄﾝ／日
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第３ 本編関連表等

３－１ 災害対策本部の組織構成

対策部
対策部に属する班

（応援班）
対策部を構成する所属課（応援課）

統括部 総括班 防災危機管理室、各部連絡調整員

企画総務部

総務班 総務課

秘書班 秘書課

広報班（報道班、財政

班、情報システム班）

総務課、選挙管理委員会事務局、庁舎整備・組織改

革推進室（広報課、財政課、デジタル行政推進室）

管財班 公共施設マネジメント推進課

調整班（総務班、文化

財班）
総合政策課（総務課、世界遺産・文化財室）

報道班 広報課

文化財班 世界遺産・文化財室

人事班 人事課、職員厚生課

財政班 財政課

情報システム班 デジタル行政推進室

契約検査班 契約検査室

会計班 会計課

市民部
市民支援班 市民生活課、市民課

調査班 税務課、納税課、保険年金課

市民協働部

市民協働総務班 市民協働総務課

生涯学習班（市民支援

班、調査班、会計班）

生涯学習課、地域コミュニティ推進課、スポーツ推

進室、生活安全推進課（会計課、市民生活課、市民

課、税務課、納税課、保険年金課）

ボランティア支援班
地域コミュニティ推進課、人権・同和・男女共同参

画課

産業経済部

産業経済総務班 産業経済総務課

物資調達・輸送班（契

約検査班）

産業振興課、観光おもてなし課、石炭産業科学館、

まちなか活性化推進室（契約検査室）

農林水産班 農林水産課、農業委員会事務局

物資管理班 監査委員事務局

都市整備部

都市総務班 都市総務課

都市計画・公園班 都市計画・公園課

土木班
土木管理課、土木建設課、国県道路・地域交通対策

課、国土調査室、流域治水推進室

住宅班 建築住宅課

環境部

環境総務班 環境総務課

環境保全班 環境保全課

環境業務班 環境業務課、環境施設課
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対策部
対策部に属する班

（応援班）
対策部を構成する所属課（応援課）

保健福祉部

保健福祉総務班 保健福祉総務課

要配慮者支援班 福祉課、子ども家庭課、子ども育成課

福祉班 福祉課、保護課

医療救護班 健康づくり課、保健衛生課

防疫班 保健衛生課

消防第 1 部

消防総務班 総務課

調査情報班 予防課

警防班 警防課

消防第 2 部
庶務班 消防団係

警防班 消防団

企業部

企業総務班 総務課

上水道班 上水道課

下水道班 下水道課

上水道施設班 施設課

下水道施設班 施設課

教育部

教育総務班 総務課、学校再編推進室、教育みらい創造室

教育班 学校教育課、指導室、学務課

教育施設班 学務課

議会部 議会班 市議会事務局
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３－２ 緊急通行車両の事前届出の方法

事前届出

の対象と

する車両

○ 災害時において災害対策基本法第 50 条第１項に規定する災害応急対

策（次に掲げる事項をいう。）を実施するために使用される計画がある車

両

・警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項

・消防、水防その他の応急措置に関する事項

・被災者の救難、救助その他保護に関する事項

・災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項

・施設及び設備の応急の復旧に関する事項

・清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項

・犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関す

る事項

・緊急輸送の確保に関する事項

・その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項

○ 指定行政機関の長、指定地方行機関の長、地方公共団体の長その他の

執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関（以下「指定行政機関等」

という。）が保有し、もしくは指定行政機関との契約等により常時指定行

政機関等の活動のために専用に使用される車両又は災害時に他の関係機

関・団体等から調達する車両

事前届出

の申請

○ 申請者：市長

○ 申請先：県警察本部交通部交通規制課

申請書類

○ 緊急通行車両事前届出書２通

○ 申請者が緊急通行車両として使用することを証明する書類１通

○ 自動車検査証の写し 1 通
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３－３ 自衛隊の活動

■災害発生前の自衛隊の活動

■災害発生後の自衛隊の活動

連絡班及び

偵察班の派遣

〇 連絡班

災害対策本部に連絡班を派遣し、情報の収集及び部隊派遣等に関す

る連絡調整を行う。状況によっては通信班を派遣し通信の確保を図る。

〇 偵察班

災害発生予想地域に対しては、数組の偵察班を派遣し、現地の状況

を偵察させるとともに連絡にあたらせる。

出動準備体制

への移行

〇 司令部の体制

災害の発生が予想される場合には、情報所を開設して情報業務を統

一するとともに、事態の緊迫に伴い指揮所を開設して、災害派遣のた

めの部隊の運用に備える。

〇 部隊の体制

部隊独自の情報収集を強化するとともに、部隊の編成、資機材の準

備、管理支援態勢等初動体制を整える。

要請依頼の範囲 活動内容

被害状況の把握
知事等から要請があったとき、又は指定部隊等の長が必要と認

めるときは、車両、艦船、航空機等により偵察を行う。

避難の援助
避難命令が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で、必

要があるときは、避難者の誘導、輸送を行う。

遭難者等の捜索救助
遺体、行方不明者、負傷者等が発生した場合、通常他の救助作

業に優先して捜索活動を行う。

水防活動 堤防護岸等の決壊に対しては所要の水防作業を行う。

消防活動
利用可能な消防車、その他の防火用具をもって消防機関に協力

して消火にあたる。（消火薬剤は市が提供する。）

道路又は水路の応急

啓開

道路又は水路が損壊し若しくは障害物がある場合、これらの啓

開除去にあたる。

応急医療、救護及び

防疫

特に要請があった場合には、被災者に対し応急医療、救護及び

防疫の支援を行う。

ただし、薬剤等は通常地方公共団体の提供を受け使用する。

人員及び物資の緊急

輸送

特に要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合

は、緊急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の

緊急輸送を実施する。

この場合、航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められ

るものについて行う。

炊飯及び給水の支援
特に要請があった場又は指定部隊の長が必要と認める場合は、

炊飯又は給水の支援を行う。
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要請依頼の範囲 活動内容

危険物の保安及び除

去

特に要請があった場合において必要と認めるときは、可能なも

のについて、危険物・障害物の保安及び除去を実施する。

その他
その他臨機の必要に応じ、自衛隊の能力上可能なものについて、

所要の措置をとる。
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３－４ 交通規制の区分、内容等

区 分 交通規制を行う状況及び内容 根拠法令

公安委員会

○ 道路における危険を防止し、その他交通の安全

と円滑を図る必要があると認めるときは、交通整

理、通行の禁止、その他の交通規制をすることが

できる。

道路交通法（昭和 35

法律第 105 号）第 4 条

○ 災害が発生し、又は発生しようとしている場合

において、災害応急対策が円滑に行われるように

するために緊急の必要があると認めるときは、緊

急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限す

ることができる。

災害対策基本法

第 76 条

公安委員会

警察署長

○ 道路における危険を防止し、その他交通の安全

と円滑を図る必要があると認めるときで、適用期

間が短い場合は、通行の禁止、その他の交通規制

をすることができる。

道路交通法第 5 条

又は第 114 条の 3

警察官

○ 車両等の通行が著しく停滞し、混雑する場合に

おいて、交通の円滑を図るためやむを得ないと認

めるときは、必要な限度において車両等の通行を

禁止し、もしくは制限し、後退させることができ

る。

道路交通法第 6 条

又は第 75 条の 3

○ 通行禁止区域等において、車両その他の物件

が、緊急通行車両の通行の妨害となることによ

り、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるお

それがあると認めるときは、当該車両その他の物

件の移動、その他必要な措置を命ずることができ

る。

災害対策基本法

第 76 条の 3

自衛官及び

消防職員

○ 警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止

区域等において、警察官に準じた措置を行うこと

ができる。

災害対策基本法

第 76 条の 3 第 3 項

及び第 4 項

道路管理者

(市長、国土交通

大臣、県知事、

日本道路公団、

西日本高速道路

株式会社)

○ 道路の破損、欠損、その他の事由により交通が

危険であると認めるときは、区間を定めて通行を

禁止し、又は制限することができる。

道路法（昭和 27 年法律

第 180 号）第 46 条
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３－５ 有明海排出油等防除協議会（総合調整本部参集会員）

平成 31 年 4 月現在

機関名等

九州地方整備局

博多港湾・空港整備事務所・三池港分室

熊本港湾・空港整備事務所

福岡県総務部防災危機管理局防災企画課

佐賀県政策部危機管理報道局消防防災課

長崎県危機管理課

熊本県知事公室危機管理防災課

福岡県警察本部地域部地域課

佐賀県警察本部生活安全部地域課

長崎県警察本部生活安全部地域課

熊本県警察本部生活安全部地域課

福岡有明海漁業協同組合連合会

佐賀県有明海漁業協同組合

長崎県漁業協同組合連合会

熊本県漁業協同組合連合会

全農エネルギー㈱有明石油基地

三池港物流株式会社

ジャパンマリンユナイテッド㈱有明事業所

味の素㈱九州事業所

三井化学㈱大牟田工場

関係する市町村

会長から出動要請を受けた会員

三池海上保安部
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第４ 連絡先

４－１ 災害時の連絡先

◇福岡県

◇警察・消防

名 称 電話番号 ＦＡＸ番号 備 考

総務部 防災企画課

災害時優先電話
092-641-4734 092-643-3990

防災企画課 092-643-3112 092-643-3117

課 長 092-643-3110

防災企画係 092-643-3112

防災情報係 092-643-3114

原子力安全対策係 092-643-3115

国民保護係 092-643-3123

災害対策本部室 092-643-3986～3989 092-643-3990

消防防災指導課 092-641-3111 092-643-3117

課 長 092-643-3106

消防係 092-643-3111

防災指導係 092-643-3113

総務部

行政経営企画課
092-643-3027 092-643-3032

県民情報広報課 092-643-3101 092-632-5331

企画・地域振興部

市町村支援課
092-643-3072 092-643-3078

総合政策課 092-643-3156 092-643-3160

保健医療介護総務課 092-643-3237 092-643-3241

商工政策課 092-643-3413 092-643-3417

農林水産政策課 092-643-3468 092-643-3470

福祉総務課 092-643-3244 092-643-3245

県土整備総務課 092-643-3636 092-643-3641

河川管理課 092-643-3666 092-643-3669

建築都市総務課 092-651-1111 092-643-3708

会計管理局会計課 092-643-3772 092-643-3776

福岡県筑後農林事務所 0942-52-5642 0942-52-5927

南筑後保健福祉環境事務所 0943-22-6971

南筑後県土整備事務所 0944-41-5112 0944-41-5120

名 称 電話番号 ＦＡＸ番号 備 考

福岡県警察本部 警備課 092-641-4141

大牟田警察署 0944-43-0110

大牟田市消防本部 0944-53-3521 0944-53-7460
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◇国

◇自衛隊

◇指定地方行政機関

◇指定公共機関

名 称 電話番号 ＦＡＸ番号 備 考

総務省消防庁 03-5253-7527 03-5253-7537

厚生労働省
社会援護局（保護課）

03-3595-2613
内線 2824

03-3592-5934

名 称 電話番号 ＦＡＸ番号 備 考

陸上自衛隊 第4師団 092-591-1020 092-501-2730

久留米駐屯地 0942-43-5391

海上自衛隊

佐世保地方総監部
0956-23-7110 0956-23-8252

航空自衛隊

西部方面航空隊 092-581-4031

春日基地 092-581-4031

名 称 電話番号 ＦＡＸ番号 備 考

九州管区警察局
福岡県情報通信部

092-641-4141(6073) 092-641-4141(6069)

九州管区警察局
広域調整第2課

092-622-5000

福岡財務支局 092-411-7281 092-477-2255

九州厚生局 092-707-1115 092-707-1116

九州農政局 096-211-9111 096-211-8707

福岡森林管理署 092-843-2100 092-851-5904

九州経済産業局 092-482-5405 092-482-5960

九州産業保安監督部 092-482-5927 092-471-7496

九州運輸局
(福岡運輸支局)

093-673-1190 092-681-8090

大阪航空局(福岡空港事
務所・空港保安防災課）

092-621-2221
内線 2111

092-621-3063

第 7 管区海上保安本部 093-321-2931

福岡管区気象台 092-725-3600 092-771-2822

九州総合通信局 096-326-7806 096-356-3523

福岡労働局 092-411-4861 092-473-0736

九州地方整備局
092-471-6331

092-414-7301(災害時)
092-476-3457

名 称 電話番号 ＦＡＸ番号 備 考

九州旅客鉄道(株)
福岡本社 広報室

092-474-2541
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◇指定地方公共機関

名 称 電話番号 ＦＡＸ番号 備 考

西日本電信電話(株)
福岡支店 総務部

092-714-8200

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（株） 03-5202-9909

ＮＴＴドコモ（株） 092-717-5511

ＫＤＤＩ（株） 03-3347-0077

日本銀行 福岡支店
北九州支店

092-725-5511
093-541-9113

092-732-1170
093-512-1750

日本赤十字社
福岡県支部

092-523-1171 092-521-2552

日本放送協会
北九州放送局

093-591-5018 093-591-5019

日本通運（株）
福岡支店

092-291-7112

九州電力送配電（株）
総務部

092-761-3031

日本郵便（株） 092-713-2411

名 称 電話番号 ＦＡＸ番号 備 考

福岡県ＬＰガス協会 092-476-3838 092-476-0220

福岡県水難救済会 092-631-1416

(株)西日本新聞社 092-711-5555
大牟田支局

0944-53-3021

(株)朝日新聞西部本社 093-563-1131
大牟田支局

0944-53-2061

(株)毎日新聞西部本社 093-541-3131
久留米支局

大牟田通信部
0944-53-2015

(株)読売新聞西部本社 092-715-4311
大牟田通信部
0944-53-5551

(社)共同通信社福岡支社 092-781-4241

(株)熊本日日新聞社福岡

支社
092-771-7374

荒尾支局
0968-63-0052

日刊工業新聞西部本社 092-271-5711

（株）有明新報社 0944-52-1212

RKB毎日放送(株) 092-852-6607 092-852-6663

(株)テレビ西日本 092-852-5516 092-852-5616

九州朝日放送(株) 092-752-5155 092-751-4574

(株)福岡放送 092-532-1420

(株)エフエム福岡 092-533-0807 092-533-0801

(株)TVQ 九州放送 092-262-0077 092-272-5906

(株)CROSSFM 093-551-0770 093-533-3532

ﾗﾌﾞｴﾌｴﾑ国際放送(株) 092-715-7610

福岡県医師会 092-431-4564 092-411-6858

福岡県歯科医師会 092-771-3531 092-771-2988
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◇公共的団体・防災上重要な施設の管理者

名 称 電話番号 ＦＡＸ番号 備 考

福岡県トラック協会 092-451-7878 092-472-6439

名 称 電話番号 ＦＡＸ番号 備 考

大牟田医師会 0944-53-2673 0944-51-1313

大牟田歯科医師会 0944-55-2211 0944-54-3171

大牟田薬剤師会 0944-52-2316 0944-51-2260

大牟田市社会福祉協議会 0944-57-2519 0944-57-2528 総合福祉センター内

大牟田郵便局 0944-53-1068 旧本局

三池郵便局 0944-52-3875 旧本局

大牟田商工会議所 0944-55-1111 0944-55-1114
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第５ 国、県等の例規等

５－１ 注意報及び警報の種類並びに発表の基準

出典：気象庁

大牟田市

府県予報区 福岡県

一次細分区分 筑後地方

市町村等をまとめた地域 筑後南部

特別

警報

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合

暴風 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合

暴風雪
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想さ
れる場合

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

波浪 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合

高潮 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合

警報

大雨
(浸水害) 表面雨量指数基準 26

(土砂災害) 土壌雨量指数基準 166

洪水

流域雨量指数基準
隈川流域＝8.5、白銀川流域＝10.3、堂面川流域＝13.9

大牟田川流域＝7.6、諏訪川流域=22.3

複合基準
*1 隈川流域＝（13、7.6）、白銀川流域＝（13、9.2）、堂面川流

域＝（13、12.5）、大牟田川流域（13、6.8)

指定河川洪水予報
による基準

－

暴風 平均風速
陸上 20m/s

海上 20m/s

暴風雪 平均風速
陸上 20m/s 雪を伴う

海上 20m/s 雪を伴う

大雪 降雪の深さ
平地 12 時間降雪の深さ 10 ㎝

山地 12 時間降雪の深さ 20 ㎝

波浪 有義波高 2.5m

高潮 潮位 T.P.3.5m

注意報

大雨
表面雨量指数基準 17

土壌雨量指数基準 116

洪水

流域雨量指数基準
隈川流域＝6.8、白銀川流域＝8.2、堂面川流域＝11.1

大牟田川流域＝6、諏訪川流域＝17.8

複合基準
*1

隈川流域＝（13、5.4）、白銀川流域＝（8、8.2）
堂面川流域＝（8、11.1）、大牟田川流域＝（13、6）、諏訪川

流域＝（14、14.2）

指定河川洪水予報

による基準
－

強風 平均風速
陸上 12m/s

海上 12m/s

風雪 平均風速
陸上 12m/s 雪を伴う

海上 12m/s 雪を伴う

大雪 降雪の深さ
平地 12 時間降雪の深さ 3㎝

山地 12 時間降雪の深さ 5㎝

波浪 有義波高 1.5m

高潮 潮位 T.P.3.2m

雷 落雷等により被害が予想される場合

融雪

濃霧 視程
陸上 100m

海上 500m

乾燥 最小湿度 40%で、実効湿度 60%

なだれ

積雪の深さ 100 ㎝以上で、次のいずれか
1 気温 3℃以上の好天
2 低気圧等による降雨

3 降雪の深さ 30 ㎝以上

低温

夏期:平年より平均気温が 4℃以上低い日が 3日続いた後、さらに 2 日以上続くと予想

された場合
冬期：沿岸部で最低気温が-4℃以下または内陸部-7℃以下

霜 11 月 20 日までの早霜、3月 15 日からの晩霜 最低気温 3℃以下

着氷・着雪 大雪警報・注意報の条件下で、気温-2℃～2℃、湿度 90%以上

記録的短時間大雨情報 1時間雨量 110mm
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５－２ 気象庁震度階級解説関連表

平成 21 年 3 月 31 日改定

■人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況

出典：気象庁

震度
階級 人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況

0
人は揺れを感じないが、地震計には記

録される。
－ －

1
屋内で静かにしている人の中には、揺

れをわずかに感じる人がいる。
－ －

2
屋内で静かにしている人の大半が、揺

れを感じる。眠っている人の中には、
目を覚ます人もいる。

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺
れる。

－

3

屋内にいる人のほとんどが、揺れを感
じる。歩いている人の中には、揺れを

感じる人もいる。眠っている人の大半
が、目を覚ます。

棚にある食器類が音を立てることが

ある。
電線が少し揺れる。

4
ほとんどの人が驚く。歩いている人の
ほとんどが、揺れを感じる。眠ってい

る人のほとんどが、目を覚ます。

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、
棚にある食器類は音を立てる。座りの

悪い置物が、倒れることがある。

電線が大きく揺れる。自動車を運転し
ていて、揺れに気付く人がいる。

5 弱
大半の人が、恐怖を覚え、物につかま

りたいと感じる。

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ、
棚にある食器類、書棚の本が落ちるこ
とがる。座りの悪い置物の大半が倒れ

る。固定していない家具が移動するこ
とがあり、不安定なものは倒れること
がある。

まれに窓ガラスが割れて落ちること
がある。電柱が揺れるのがわかる。道
路に被害が生じることがある。

5 強
大半の人が、物につかまらないと歩く
ことが難しいなど、行動に支障を感じ
る。

棚にある食器類や書棚の本で、落ちる
ものが多くなる。テレビが台から落ち

ることがある。固定していない家具が
倒れることがある。

窓ガラスが割れて落ちることがある。
補強されていないブロック塀が崩れ
ることがある。据付けが不十分な自動

販売機が倒れることがある。自動車の
運転が困難となり、停止する車もあ
る。

6 弱 立っていることが困難になる。

固定していない家具の大半が移動し、

倒れるものもある。ドアが開かなくな
ることがある。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す
ることがある。

6 強
立っていることができず、はわないと
動くことができない。
揺れにほんろうされ、動くこともでき

ず、飛ばされることもある。

固定していない家具のほとんどが移

動し、倒れるものが多くなる。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す
る建物が多くなる。補強されていない
ブロック塀のほとんどが崩れる。

7 固定していない家具のほとんどが移
動したり倒れたり、飛ぶこともある。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す

る建物がさらに多くなる。補強されて
いるブロック塀も破損するものがあ
る。
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５－３ 火災・災害等即報要領
昭和５９年１０月１５日

消防災第２６７号消防庁長官

改正 平成 ６年１２月 消防災第２７９号

平成 ７年 ４月 消防災第 ８３号

平成 ８年 ４月 消防災第 ５９号

平成 ９年 ３月 消防情第 ５１号

平成１２年１１月 消防災第 ９８号

消防情第１２５号

平成１５年 ３月 消防災第 ７８号

消防情第 ５６号

平成１６年 ９月 消防震第 ６６号

平成２０年 ９月 消防応第１６６号

平成２４年 ５月 消防応第１１１号

平成２９年 ２月 消防応第 １１号

平成３１年 ４月 消防応第 ２８号

令和 元年 ６月 消防応第 １２号

令和 ３年 ５月 消防応第 ２９号

第１ 総則

１ 趣旨

この要領は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 40 条の規定に基づき消防庁長

官が求める消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形式及び方

法を定めるものとする。

２ 火災・災害等の定義

「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。

なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、「火災

報告取扱要領（平成 6 年 4 月 21 日付消防災第 100 号）」、「災害報告取扱要領（昭和 45

年 4 月 10 日付消防防第 246 号）」、「救急事故等報告要領（平成 6 年 10 月 17 日付消防救

第 158 号）」の定めるところによる。

３ 報告手続

（1） 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（（1）において「火災等」という。）が

発生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が消防の

事務を処理する一部事務組合又は広域連合の構成市町村である場合は、当該一部事務

組合又は広域連合を含む。以下第１から第３までにおいて同じ。）は、火災等に関する

即報を都道府県を通じて行うものとする。

ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生した

地域の属する市町村と当該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急業務、

救助活動、事故の処理等）を行った市町村が異なる場合には、当該火災等について主

として応急措置を行った市町村又はこれらの火災等があったことについて報告を受け

た市町村が都道府県を通じて行うものとする。

（2） 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合（災害が発生するおそれが著し

（参考）

消防組織法第４０条

消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法によ

り消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。
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く大きい場合を含む。以下同じ。）には、当該災害が発生し、又はそのおそれがある地

域の属する市町村は、災害に関する即報について都道府県に報告をするものとする。

（3） 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、市

町村からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報につ

いて消防庁に報告をするものとする。

（4） 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、

第１報を都道府県に加え、消防庁に対しても報告をするものとする。この場合におい

て、消防庁長官から要請があった場合については、市町村は、第１報後の報告を引き

続き消防庁に対しても行うものとする。

（5） 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、迅速性を最優先として可能

な限り早く（原則として、覚知後３０分以内）、分かる範囲でその第１報の報告をする

ものとし、以後、各即報様式に定める事項について、判明したもののうちから逐次報

告をするものとする。都道府県は、市町村からの報告を入手後速やかに消防庁に対し

て報告を行うとともに、市町村からの報告を待たずして情報を入手したときには、直

ちに消防庁に対して報告を行うものとする。

４ 報告方法及び様式

火災・災害等の即報に当たっては、原則として(1)の区分に応じた様式により、電子メ

ールで報告をするものとする。

ただし、電子メールが使用不能になるなど当該方法による報告ができない場合には、

迅速性を最優先とし、電話等通信可能な方法による報告に代えることができるものとす

る。

また、第１報後の報告については、各様式で報告が求められている項目が記載された

既存資料（地方公共団体が独自に作成した資料や災害対策本部会議で使用された資料な

ど）による報告に代えることができるものとする。

なお、画像情報を送信することができる地方公共団体は（2）により被害状況等の画像

情報の送信を行うものとする。

（1） 様式

ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式

火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む。）を対象とする。

特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る事

故、原子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。

なお、火災（特定の事故を除く。）については、第１号様式、特定の事故について

は、第２号様式により報告をすること。

イ 救急・救助事故・武力攻撃災害等即報・・・・・第３号様式

救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害を対象

とする。なお、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故に起因して生じた救急事

故等ついては、第３号様式による報告を省略することができる。ただし、消防庁長

官から特に求められたものについては、この限りではない。

ウ 災害即報・・・・・第４号様式

災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア火

災等即報、イ救急・救助事故即報を省略することができる。ただし、消防庁長官か

ら特に求められたものについては、この限りではない。

2） 画像情報の送信

地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公共

団体（応援団体を含む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生した

ときは、高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ電送システム、衛星地球局等を用いて
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速やかに被害状況等の画像情報を送信するものとする。

ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等

イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害等

ウ 報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高い火災・災害等

（テレビのニュース速報のテロップ又はテレビ・新聞等のマスコミの全国版のニュ

ースにて報道される火災・災害等をいう。以下同じ。）

エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの

５ 報告に際しての留意事項

（1） 都道府県又は市町村は、「第２ 即報基準」又は「第３ 直接即報基準」に該当す

る火災・災害等か判断に迷う場合には、できる限り広く報告をするものとする。

（2）都道府県又は市町村は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難

な火災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情

報の収集に特に配意し、迅速な報告に努めるものとする。

また、都道府県は、通信手段の途絶等が発生し、区域内の市町村が報告を行うことが

十分にできないと判断する場合等にあっては、調査のための職員派遣、ヘリコプター等

の機材や各種通信手段の効果的活用等、あらゆる手段を尽くして、被害情報等の把握に

努めるものとする。

（3）都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等関係機関と

密接な連携を保つものとする。

特に、人的被害の数（死者・行方不明者）については、都道府県が一元的に集約、

調整を行うものとする。その際、都道府県は、関係機関が把握している人的被害の

数について積極的に収集し、当該情報が得られた際は、関係機関と連携のもと、整

理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告をするものとする。

（4） 市町村は、都道府県に報告をすることができない場合には、一時的に報告先を消防

庁に変更するものとする。この場合において、都道府県と連絡がとれるようになっ

た後は、都道府県に報告をするものとする。

（5） 上記（1）から（4）にかかわらず、災害等により消防機関への通報が殺到した場合

には、市町村はその状況を直ちに消防庁及び都道府県に対し報告をするものとする。

第２ 即報基準
火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。

１ 火災等即報

(1) 一般基準

火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するおそ

れがある場合を含む。）等について報告をすること。

ア 死者が３人以上生じたもの

イ 死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの

ウ 自衛隊に災害派遣を要請したもの

(2) 個別基準

次の火災及び事故については、上記(1)の一般基準に該当しないものにあっても、そ

れぞれ各項に定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）に

ついて報告をすること。

ア 火災
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（ア）建物火災

a 特定防火対象物で死者の発生した火災

b 高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で利

用者等が避難したもの

c 大使館・領事館及び国指定重要文化財の火災

d 特定違反対象物の火災

e 建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と推定される火災

f 他の建築物への延焼が１０棟以上又は気象状況等から勘案して概ね１０棟以

上になる見込みの火災

g 損害額１億円以上と推定される火災

（イ）林野火災

a 焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの

b 空中消火を要請又は実施したもの

c 住宅等へ延焼するおそれがあるもの

（ウ）交通機関の火災

a 航空機火災

b タンカー火災

c 船舶火災であって社会的影響度が高いもの

d トンネル内車両火災

e 列車火災

（エ）その他

以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等

（例示）

・ 消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災

イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故

（ア）危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故

（例示）

・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う施

設の火災又は爆発事故

（イ）危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの

（ウ）特定事業所内の火災（ア）以外のもの。）

ウ 危険物等に係る事故

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」という。）

を貯蔵し、又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの（イ

の石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。）

（ア）死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの

（イ）負傷者が５名以上発生したもの

（ウ）周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等

に被害を及ぼしたもの

（エ）５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故

（オ）海上、河川への危険物等流出事故

（カ）高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う火災・危険物等の漏え

い事故

エ 原子力災害等

（ア）原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放

射線の漏えいがあったもの

（イ）放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質

等の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があった
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もの

（ウ）原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第 10 条の規定によ

り、原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村

長にあったもの

（エ）放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放

射線の漏えいがあったもの

オ その他特定の事故

可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響度が高い

と認められるもの

カ 消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故

（3）社会的影響基準

（1）一般基準、（2）個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に大き

く取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。

２ 救急・救助事故即報

救急・救助事故については、次に該当する事故（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告をすること。

（1）死者５人以上の救急事故

（2）死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故

（3）要救助者が５人以上の救助事故

（4）覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上の救助事故

（5）消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故

（6）消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故

（7）自衛隊に災害派遣を要請したもの

（8）上記（1）から（7）に該当しない救急・救助事故であっても、報道機関に大きく

取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故（社会的影響度が高いことが

判明した時点での報告を含む。）

（例示）

・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故

・バスの転落による救急・救助事故

・ハイジャックによる救急・救助事故

・不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において発

生した救急・救助事故

・全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地域にお

いて同様の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握されるべ

き救急・救助事故

３ 武力攻撃災害等即報

武力攻撃災害等については、次の災害による火災・災害等（該当するおそれがある場

合を含む。）について報告をすること。

（1）武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律

第 112 号。以下「国民保護法」という。）第２条第４項に規定する災害、すなわち、

武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質

の放出その他の人的又は物的災害

（2）国民保護法第１７２条第１項に規定する緊急対処事態における災害、すなわち、

武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、

放射性物質の放出その他の人的又は物的災害

４ 災害即報
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災害即報については、次の基準に該当する災害（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告をすること。

（1）一般基準

ア 災害救助法の適用基準に合致するもの

イ 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの

ウ 災害が２都道府県以上にまたがるもので一の都道府県における被害は軽微であ

っても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの

エ 気象業務法第１３条の２に規定する大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発

表されたもの

オ 自衛隊に災害派遣を要請したもの

（2）個別基準

次の災害については（1）の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各項に

定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告

をすること。

ア 地震

（ア）当該都道府県又は市町村の区域内で震度５弱以上を記録したもの

（イ）人的被害又は住家被害を生じたもの

イ 津波

（ア）津波警報又は津波注意報が発表されたもの

（イ）人的被害又は住家被害を生じたもの

ウ 風水害

（ア）崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの

（イ）洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家

被害を生じたもの

（ウ） 強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの

エ 雪害

（ア）積雪、雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの

（イ）積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたもの

オ 火山災害

（ア）噴火警報（火口周辺）が発表されたもの

（イ）火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの

（3）社会的影響基準

（1）一般基準、（2）個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に大きく取り上

げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。

第３ 直接即報基準
市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当

するおそれがある場合を含む。）については、直接消防庁に報告をするものとする。

１ 火災等即報

（1）交通機関の火災

第２の１の（２）のアの（ウ）に同じ。

（2）石油コンビナート等特別防災区域内の事故

第２の１の（２）のイの（ア）、（イ）に同じ。

（3）危険物等に係る事故（（2）の石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。）

ア 第２の１の（２）のウの（ア）、（イ）に同じ

イ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設

内又は周辺で、５００平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの

ウ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該
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当するもの

（ア）海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの

（イ）５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等

エ 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近

住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの

オ 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災

（4）原子力災害等

第２の１の（２）のエに同じ。

（5）ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災

（6）爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度

が高いもの（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含

む。）

２ 救急・救助事故即報

死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの

（1）列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故

（2）バスの転落等による救急・救助事故

（3）ハイジャックによる救急・救助事故

（4）映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故

（5）その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの

３ 武力攻撃災害等即報

第２の３の（1）、（2）に同じ。

４ 災害即報

（1）地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無

を問わない。）

（2）第２の４の(2)のイ、ウ及びオのうち、死者又は行方不明者が生じたもの

第４ 記入要領
第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、そ

れぞれの報告要領（「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」）

の定めるところによる。

＜火災等即報＞

１ 第 1 号様式（火災）

（1）火災種別

「火災種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。

（2）消防活動状況

当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要請

及び消防機関による応援活動の状況についても記入すること。

（3）救急・救助活動の状況

報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記入

すること（消防機関等による応援活動の状況を含む。）。

（4）災害対策本部等の設置状況

当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故

対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時を記入すること。

（5）その他参考事項
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次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入するこ

と。

ア 死者３人以上生じた火災

（ア）死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。）の概要

a 建物等の用途、構造及び周囲の状況

b 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理状況

並びに予防査察の経過

（イ）火災の状況

a 発見及び通報の状況

b 避難の状況

イ 建物火災で個別基準の e、f 又は g のいずれかに該当する火災

（ア）発見及び通報の状況

（イ）延焼拡大の理由

a 消防事情

b 都市構成

c 気象条件

d その他

（ウ）焼損地域名及び主な焼損建物の名称

（エ）り災者の避難保護の状況

（オ）都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を含

む。）

ウ 林野火災

（ア）火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等）

※必要に応じて図面を添付する。

（イ）林野の植生

（ウ）自衛隊の派遣要請、出動状況

（エ）空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種（所属）、機数等）

エ 交通機関の火災

（ア）車両、船舶、航空機等の概要

（イ）焼損状況、焼損程度

２ 第２号様式（特定の事故）

（1）事故名（表頭）及び事故種別

特定の事故のうち、「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○で

囲むこと。

（2）事業所名

「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入す

ること。

（3）特別防災区域

発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号。以下この項

において「法」という。）第２条第２号に規定する特別防災区域内に存する場合のみ、

当該地区名を記入すること。また、法第２条第４号に規定する第一種事業所にあっては、

「レイアウト第一種」、「第一種」のいずれかを、同条第５号に規定する第二種事業所は

「第二種」を、その他の事業所は「その他」を○で囲むこと。

（4）覚知日時及び発見日時

「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業者が当

該事故を発見した日時を記入すること。

（5）物質の区分及び物質名

事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学名を
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記入すること。

なお、当該物質が消防法（昭和 23 年法律第 186 号）で定める危険物である場合には、

危険物の類別及び品名について記入すること。

（6）施設の区分

欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。

（7）施設の概要

「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のように記入

すること。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造所等

の別）についても記入すること。

（8）事故の概要

事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。

（9）消防防災活動状況及び救急救助活動状況

防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の応急

対策の状況を記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等による

応援活動の状況についても記入すること。

（10）災害対策本部等の設置状況

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対

策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること

（11）その他参考事項

以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。

(例)

・自衛隊の派遣要請、出動状況

（12）原子力災害等の場合

ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」に読

み替えること。

イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」、「被ばく者」、「汚

染者」に区分して記入すること。

ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状況

を記入するとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定め

られている場合には、当該通報の内容を併せて報告すること。

＜救急・救助事故・武力攻撃災害等即報＞

３ 第３号様式（救急・救助事故・武力攻撃災害等）

（1）事故災害種別

「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。

（2）事故等の概要

「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。

（3）死傷者等

ア 「死傷者等」には、急病人等を含む。

イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。

（4）救助活動の要否

救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。

（5）要救護者数（見込）

救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。）で、未

だ救助されていない者の数を記入すること。

また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。

（6）消防・救急・救助活動状況

出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、所属消

防本部名、隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等活

動の状況について記入すること。
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（7）災害対策本部等の設置状況

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故

対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。

（8）その他参考事項

以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。

（例）

・都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況

・避難指示の発令状況

・避難所の設置状況

・自衛隊の派遣要請、出動状況

・ＮＢＣ検知結果（剤の種類、濃度等）

・被害の要因（人為的なもの）

不審物（爆発物）の有無

立てこもりの状況（爆弾、銃器、人物等）

＜災害即報＞

４ 第４号様式

（1）第４号様式（その１）（災害概況即報）

災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合や災害の当初の段階で

被害状況が十分把握できていない場合（例えば、地震時の第１報で、死傷者の有無、火

災、津波の発生の有無等を報告する場合）には、本様式を用いること。

ア 災害の概況

（ア）発生の場所、発生日時

当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。

（イ）災害種別概況

a 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土

石流等の概況

b 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概況

c 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況

d 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況

e その他これらに類する災害の概況

イ 被害の状況

当該災害により生じた被害の状況について、判明している人的被害及び住家の被害

に重点を置いて記入すること。

１１９番通報の件数を記入する欄については、第３ 直接即報基準に該当する災害

において、市町村から消防庁に直接報告をする際に記入すること。

なお、１１９番通報件数については、災害対応の初動段階において、災害の規模を

推察する上で重要な情報となるため、集計が困難な場合は、入電の多寡について可能

な限り報告をすること。

ウ 応急対策の状況

（ア）当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等（以

下、「災害対策本部等」という。）を設置した場合にはその設置及び廃止の日時を記入

すること。

なお、複数の市町村で災害対策本部等を設置するなど、当該欄に記入できない場

合には、任意の様式を用いて報告をすること。

また、庁舎被害等の発生に起因して、予定された場所以外に災害対策本部等が設

置されるなど特記すべき事象がある場合は、その旨を併せて記入すること。

（イ）消防機関等の活動状況については、地元消防本部、消防団、消防防災ヘリ

コプター、消防組織法第 39 条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活

動状況等をわかる範囲で記入すること。
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（ウ）自衛隊の災害派遣要請を行った場合にはその日時及び内容を記入すること。

（エ）その他都道府県又は市町村が講じた応急対策については、避難所の設置状

況、他の地方公共団体への応援要請等について記入すること。

また、大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発表された場合などにおいては、

警報の伝達、避難指示等の発令状況等の警戒・避難対策について記入すること。な

お、避難指示等の発令状況については、第４号様式（その１）別紙を用いて報告す

ること。

（2）第４号様式（その２）（被害状況即報）

管内の被害状況や避難に関する状況等を把握できる段階に至った場合、本様式を

用いること。

ア 各被害欄

原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害額に

ついては、省略することができる。

なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点におけ

る断水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。

イ 災害対策本部等の設置状況

当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故

対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。

ウ 災害救助法適用市町村名

市町村毎に、適用日時を記入すること。

エ 災害の概況

災害の概況欄には次の事項を記入すること。

（ア）災害の発生場所

被害を生じた市町村名又は地域名

（イ）災害の発生日時

被害を生じた日時又は期間

（ウ）災害の種類、概況

台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後の見通

し等

（オ）応急対策の状況

消防機関等の活動状況について記入するとともに、自衛隊の災害派遣要請を行

った場合にはその日時及び内容を記入すること。

また、その他の欄については、避難所の設置状況、災害ボランティアの活動状況

等を記入すること。

以下、各号の様式は省略
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５－４ 福岡県災害調査報告実施要綱

制定 昭和３９年 ５月２１日

改正 平成 ６年 ４月 １日

平成１０年 ４月 １日

（趣 旨）
第１ この要網は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第５３条の規定による報告

及び他関係法令又は各省（庁）の要請等により、災害が発生した場合における被害状況を迅

速かつ、的確に把握し、もって災害地域の災害応急対策を行うため必要な調査報告事項等に

ついて定めるものとする。

（定 義）

第２ この要網において「災害」とは、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害をいう。

（総括事務）
第３ この災害状況の調査についての総括事務は、次に揚げる区分により行うものとする。

１ 災害対策本部が設置されないとき、又は設置されるまでの間は、総務部消防防災安全課

において行う。

２ 災害対策本部が設置されたときは、総合指令部（総括班）において行う。

（報告責任者）

第４ 災害時における事務のふくそうをさけるため、市長村長及び関係出先機関の長はあらか

じめ報告責任者（この場合「災害報告主任」という。）及び副主任を定めておくものとする。

（報告すべき災害）

第５ 市町村長から知事に報告すべき災害はおおむね次のとおりとする。

１ 災害救助法の適用基準に合致するもの。

２ 県又は市町村が災害対策本部を設置したもの。

３ 災害が最初は軽微であっても今後拡大発展するおそれのあるもの、又は２市町村以上に

またがるもので、１の市町村における被害は軽微であっても全県的に見た場合に同一災害

で大きな被害を生じているもの。

４ 災害による被害に対し、国又は県の特別の財政援助を要するもの。

５ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て報告の必要があると認められるもの。

（報告及び提出部数）
第６ 市町村長、関係出先機関の長及び本庁関係各部長は、災害による被害状況を次に揚げる

区分により知事（又は災害対策本部長）に報告するものとし、被害の判定基準は別表１によ

るものとする。

１ 即 報

災害の発生に際し、死傷者、住家等の被害が発生し、又は避難が行われた場合にあって

は、ただちに災害概況即報（様式第１号）を防災行政無線又は電話（ファクシミリを含む。）

をもって報告するものとする。

以後、新たに被害が発生したとき、又は増大した場合はその都度遅滞なく様式第１号を

提出するものとする。

前記報告のほか、判明した被害状況については様式第２号に揚げる事項を速やかに報告

するものとし、以後にあっては毎日、下記に定める時間までに報告するものとする。

なお、被害件数等は「累計数」として取り扱うものとする。

２ 詳 報

災害発生後市町村長にあっては５日以内に、関係出先機関の長にあっては７日以内

区 分 報 告 時 間

市 町 村 長 10 時 00 分 15 時 00 分

出先機関の長 10 時 30 分 15 時 30 分

各 部 長 11 時 00 分 16 時 00 分
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に、それぞれの関係機関に様式第２号又は様式第３号を提出するものとし、関係各部

長は関係出先機関の長からの報告を受けた後、速やかに同様式に揚げる事項を知事（又

は災害対策本部長）に提出するものとする。

３ 確定報告

応急対策を終了したとき、又は災害対策本部を解散した日から１５日以内に様式第

２号又は様式第３号を前項に準じて提出しなければならない。

確定報告は、即報及び詳報をもって報告した被害状況の総括的なものであって、そ

の被害の実態を把握するために必要な証明書、現地写真、図面その他必要な資料を添

付するものとする。

４ 提出部数

（１）出先機関の長は、各様式とも２部作成し関係部長に提出するものとする。

（２）各部長は、１部を知事（対策本部長）又は総務部長に提出するものとする。

なお、市町村長が出先機関を経由せず直接関係部長あて報告するものにあっては、

出先機関の長に準じ２部提出するものとする。

（報告の順序）

第７ 市町村長、関係出先機関の長及び関係各部長の行う災害被序によるものとする。

但し、応急対策等のため急を要すると認められるときは、これによらないことがで

きる。

１ 市町村長の報告

（１）災害概況及び被害状況即報

（様式第１号・様式第２号の１）

（２）被害状況確定報告

（様式第２号の１）

（３）社会福祉施設関係被害即報

（様式第２号の２）

市 町

村

警戒本部・対策本部 消防防災課

【本部未設置時】

市 町 地方本部 警戒本部・対策本部 消防防災課

【地方本部未設置時】 【本部未設置時】

市町村 福祉事務所
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（４）保健環境関係被害即報・詳報・確定報告

（様式第２号の３、様式第３号の１）

（５）商工業関係被害即報・詳報・確定報告

（様式第２号の４、様式第３号の２）

（６）農業関係被害即報・詳報・確定報告

（様式第２号の５、様式第３号の３～１５）

（７）林業関係被害即報・詳報・確定報告

（様式第２号の６、７、８、９、１０）

（８）水産関係被害即報・詳報・確定報告

（様式第２号の１１、１２）

（９）土木関係被害即報・詳報・確定報告

（様式第２号の１３、様式第３号の１６）

（10）建築都市関係被害即報・詳報・確定報告

（様式第２号１４、１５、様式第３号の１７）

市町村 保健所

政令市・大牟田市 保健福祉部

市町村 商工事務所

農林事務所市町村

市町村 農林事務所

市町村 海洋技術センター

市町村 県土整備事務所

市町村 県土整備事務所

建築都市部福岡県土整備事務所管内市町村

流域下水道事務
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（11）教育関係被害即報・詳報・確定報告

（様式第２号の１６）

２ 出先機関の長の報告

市町村から報告を受けた出先機関の長は、速やかに関係部長に報告するものとする。

３ 各部長の報告

（１）各部長は、出先機関の長からの報告を受けた後、速やかにその状況を書面をもって

知事（又は災害対策本部長）に報告するものとする。

（２）被害額については、様式第４号により報告するものとする。

（３）災害対策本部が設置されないときは、災害ごとに様式第２号の１及び様式第４号を

総務部長（消防防災安全課）に報告するものとする。

附 則

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。

以下、様式は省略

市 町 教 育 事 務

関係部長 知事(本部長)

総務部長

保健福祉環境事務

教育事務所

商工事務所

農林事務所

流域下水道事務所

海洋技術センター

県土整備事務所
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５－５ 被害の判定基準

(その１) （福岡県地域防災計画より抜すい：福岡県災害調査報告実施要綱 別表１）

被害区分 被害程度の判定基準 備 考

人

的

被

害

死 者
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は

死体は確認できないが、死亡したことが確実な者とする。

行方不明者
当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いの

ある者とする。

重 傷 者
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける

必要のある者のうち１ヶ月以上の治療を要する見込みの
ものとする。

軽 傷 者
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受け

る必要のある者のうち１ヶ月未満で治療できる見込みの
ものとする。

住

家

被

害

住 家
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念

上の住家であるかどうかを問わない。

全 壊

住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊もしく
は流失した部分の床面積が、その住家の延べ面積の７
０％以上に達したもの、または住家の主要構造物の被害
額がその住家の時価の５０％以上に達した程度のものと
する。

半 壊

住家の損壊が甚だしいが補修すれば元通りに使用でき
るもので、具体的には損壊部分が、その住家の延べ面積
の２０％以上７０％未満のもの、または住家の主要構造
部の被害額がその住家の時価の２０％以上５０％未満の
ものとする。

一 部 損 壊
全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修

を必要とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚
破損した程度のごく小さなものは除く。

床 上 浸 水
住家の床より上に浸水したもの、及び全壊・半壊には

該当しないが土砂竹林のたい積により、一時的に居住す
ることができないものとする。

床 下 浸 水 床上浸水にはいたらない程度に浸水したものとする。

非
住
家
被
害

非 住 家
住家以外の建物で、この報告中他の被害箇所項目に属

さないものとする。これらの施設に人が居住していると
きは、当該部分は住家とする。

非住家被害

は全壊、又は

半壊のものの

みを記入する

ものとする。

公 共 建 物
例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用、又は

公共の用に供する建物とする。

そ の 他 公共建物以外の倉庫・土蔵・車庫等の建物とする。

そ

の

他

田 の 流 出
埋 没

田の耕土が流出し、又は砂利等のたい積のため耕作が

不能になったものとする。
畑 の 流 出
埋 没 及 び
畑 の 冠 水

田の例に準じて取り扱うものとする。

文 教 施 設

小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲

学校、聾学校、養護学校及び幼稚園における教育の用に

供する施設とする。

道 路
道路法〈昭和 27 年法律第 180 号〉第 2 条第 1 項に規定

する道路のうち、橋りょうを除いたものとする。
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(その２) （福岡県地域防災計画より抜すい：福岡県災害調査報告実施要綱 別表１）

被害区分 被害程度の判定基準 備 考

そ

の

他

橋 り ょ う
道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋

とする。

河 川

河川法〈昭和 39 年法律第 167 号〉が適用され、もしく

は準用される河川もしくは、その他の河川、又はこれら

のものの維持管理上必要な堤防・護岸・水利・床止その

他の施設、もしくは沿岸を保全するために防護すること

を必要とする河岸とする。

港 湾

港湾法〈昭和 25 年法律第 218 号〉第 2 条第 5 号に規定

する水域施設・外かく施設・けい留施設、または港湾の

利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。

砂 防

砂防法(明治30年法律第29号)第 1条に規定する砂防施

設,同法第 3条の規定によって同法が準用される砂防のた

めの施設、又は第 3 条の 2 の規定によって天然の河岸と

する。

清 掃 施 設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。

鉄 道 不 通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。

被 害 船 舶

ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で船体が没

し、航行不能となったもの及び流出し、所在が不明にな

ったもの並びに修理しなければ航行できない程度の被害

を受けたものとする。

航空機被害
人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回

転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器が被害を受けたも

のとする。

電 話 災害により、通信不能となった電話の回線数とする。

電 気
災害により停電した戸数のうち、最も多く停電した時点

における戸数とする。

水 道
上水道または簡易水道で断水している戸数のうち、最も

多く断水した時点における戸数とする。

ガ ス

一般ガス事業または簡易ガス事業で供給停止となって

いる戸数のうち、最も多く供給停止となった時点におけ

る戸数とする。

ブロック塀 倒壊したブロック塀、又は石塀の箇所数とする。

り 災 世 帯

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常

の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯と

する。例えば寄宿舎、下宿、その他これに類する施設に

宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、

これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦で

あっても生活が別であれば分けて扱うものとする。

住居の一部

破損及び床下

浸水の被害世

帯 は 含 ま な

い。

り 災 者 り災者世帯の構成員とする。
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（その３） （福岡県地域防災計画より抜すい：福岡県災害調査報告実施要綱 別表１）

被害区分 被害程度の判定基準 備 考

被

害

金

額

公 立 文 教

施 設
公立の文教施設とする。

農 林 水 産

施 設

農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関

する法律（昭和 25 年法律第 169 号）による補助対象とな

る施設をいい、具体的には農地、農業用施設、林業用施

設、漁港施設及び協同利用施設とする。

公 共 土 木

施 設

公共土木施設災害復旧事業国庫負担法（昭和 26 年法律

第 97 号）による国庫負担の対象となる施設をいい、具体

的には、河川・海岸・砂防施設・林地荒廃防止施設・道

路・港湾及び漁港とする。

そ の 他 の

公 共 施 設

公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外

の公共施設をいい、例えば庁舎・児童館・都市施設等の

公用または公共の用に供する施設とする。

災害中間年

報及び災害

年報の被害

金額の記入

方法

公立文教施設、水産業施設、公共土木施設及びその他

の公共施設については査定済額を記入し、未査定額（被

害見込額）はカッコ外書きとするものとする。

公 共 施 設

被害市町村

公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びそ

の他の公共施設の被害を受けた市町村とする。

農 産 被 害
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニー

ルハウス農作物等の被害とする。

林 産 被 害
農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、

苗木等の被害とする。

畜 産 被 害
農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、

畜舎等の被害とする。

水 産 被 害
農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、

漁具、漁船等の被害とする。

商 工 被 害
建物以外の商工被害で例えば工業原材料商品、生産機

械器具等とする。
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５－６ 福岡県災害救助法施行細則

昭和四十年八月三十一日

福岡県規則第四十四号

（趣旨）

第１条 この規則は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号。以下「法」という。）の実

施について、災害救助法施行令（昭和２２年政令第２２５号。以下「政令」という。）及び

災害救助法施行規則（昭和２２年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第

１号。以下「省令」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第２条 削除

（救助実施区域の告示）

第３条 知事は、法第２条の規定による救助（以下「救助」という。）を開始したときは、

速やかに当該救助を適用する市町村（法第２条の２第１項に規定する救助実施市を除く。

以下同じ。）の地域を告示するものとする。

（市町村長の緊急処置）

第４条 市町村長（法第２条の２第１項に規定する救助実施市の長を除く。以下同じ。）は、

災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、法第３０条

第２項の規定に基づき救助に着手することができる。

（救助の組織）

第４条の２ 災害救助に関する事務を処理するため、福祉労働部に災害救助部（以下「部」

という。）を置く。

２ 部に部長及び副部長を置き、部長には福祉労働部長を、副部長には福祉労働部次長をも

つて充てる。

３ 部に別表の上欄に掲げる班を置き、同表の下欄に掲げる区域を管轄させる。

４ 班に班長及び班員を置き、班長には別表の中欄に掲げる組織の長の職にある者をもつて

充て、班員には同表の中欄に掲げる組織に所属する職員をもつて充てる。

（救助の程度、方法及び期間）

第５条 知事は、政令第３条第１項の規定による救助の程度、方法及び期間を定めたときは、

これを告示するものとする。

２ 前項の規定により難い特別の事情があるときは、別に定めるところによるものとする。

（物資の収用等の場合の公用令書等）

第６条 省令第１条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、次の各

号に掲げるとおりとする。

（1）公用令書（様式第３号から様式第３号の４まで）

（2）公用変更令書（様式第４号）

（3）公用取消令書（様式第５号）

２ 知事は、前項第１号の公用令書を交付するときは、強制物件台帳（様式第６号）に、こ

れを登録するものとする。

３ 第１項第２号又は第３号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは、強制物件

台帳に、その理由を詳細に記録し、公用変更令書にあつては、変更事項を記録しなければ

ならない。

第７条 削除

（物資の収用等の引渡時における所有者等の立会い）

第８条 省令第２条第３項の規定により、当該職員が収用又は使用すべき物資の引渡しを受



資料- 85

け受領調書（様式第７号）を作成しようとするときは、その物資の所有者又は権限に基づ

いてその物資を占有する者の立ち会いの下で行わなければならない。ただし、やむをえな

い場合においては、この限りでない。

（損失補償請求書）

第９条 省令第３条の規定により、損失補償請求書（様式第８号）の提出があつたとき及び

これに基づき損失の補償を行つたときは、第６条第２項の強制物件台帳に所要の事項を記

録するものとする。

（従事命令の場合の公用令書等）

第１０条 省令第４条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、次の各号に掲げると

おりとする。

（1）公用令書（様式第９号）

（2）公用取消令書（様式第１０号）

２ 前項第１号の公用令書を交付するときは、救助従事者台帳（様式第１１号）に、これを

登録するものとする。

３ 第１項第２号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳に、その理由を詳細に

記録してこれを抹消しなければならない。

（協力命令の場合の様式等）

第１１条 法第８条に規定する救助に関する業務に協力させる者には、協力令書（様式第１

２号）を交付するものとする。ただし、そのいとまがないときはこの限りでない。

２ 前項の協力令書を交付するときは、救助協力者台帳（様式第１３号）に、これを登録す

るものとする。

第１２条 削除

（従事命令に従事できない場合の届出）

第１３条 省令第４条第２項の規定による届出に当たり添付する書類は、次のものとする。

（1）負傷又は疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書

（2）天災その他の避けられない事故により従事することができない場合においては、市町

村長、警察官その他適当な機関の証明書

（実費弁償）

第１４条 知事は、政令第５条の規定による実費弁償に関して必要な事項を定めたときは、

これを告示するものとする。

（実費弁償請求書の様式）

第１５条 省令第５条に規定する実費弁償請求書は、様式第１４号による。

（立入検査証）

第１６条 法第１０条第３項において準用する法第６条第４項の規定により、当該職員が立

入検査にあたつて、携帯する証票は様式第１５号による。

第１７条 削除

（扶助金支給申請書の様式等）

第１８条 省令第６条第１項の規定による扶助金支給申請書は様式第１８号による。

２ 前項の扶助金申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金に係る申請書の提出に当たり、

添付する書類は次のものとする。

（1）休業扶助金支給申請書については、負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を

得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記

載した書類及び証明書等

（2）打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治ゆまでの見込期間等に関す
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る医師の意見書

３ 省令第６条第１項の規定により、扶助金支給申請書の提出があつたとき及びこれに基づ

き扶助金の支給を行つたときは、第１０条第２項の救助従事者台帳又は第１１条第２項の

救助協力者台帳に所要の事項を記載するものとする。

（知事の権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合の通知）

第１９条 知事は、法第１３条第１項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事

務の一部を市町村長が行うこととするときは、様式第１９号により政令第２３条第１項の

規定による通知を行うものとする。

（繰替支弁）

第２０条 法第３０条の規定による市町村長の救助の実施に要する費用は、市町村において

一時繰替支弁をするものとする。

（繰替支弁金請求書及び提出期限）

第２１条 市町村長は、前条の規定により一時繰替支弁をしたときは、救助に関する業務の

完了後６０日以内に次の各号に掲げる書類を知事に提出するものとする。

（1）災害救助費繰替支弁金請求書（様式第２１号及び第２１号の２）

（2）救助業務に要した経費算出内訳（様式第２２号）

（3）被害状況調（様式第２４号）

（4）災害救助費繰替支弁状況調（様式第２５号）

（5）歳入歳出予算書抄本及び支払証拠書類の写し

２ 市町村長は、前条に規定する費用について、概算払を受けようとするときは災害救助費

繰替支弁金概算払請求書(様式第２６号)を、精算を行うときは災害救助費繰替支弁金精算

請求書（様式第２７号）に前項第２号から５号までに掲げる書類を添付して、知事に提出

するものとする。

第２２条 削除

（救助事務費）

第２３条 知事は、法第１８条第１項に規定する救助の事務を行うのに必要な費用として支

出できる範囲及び限度額等を定めたときは、これを告示するものとする。

（災害救助基金台帳）

第２４条 法第２２条の規定に基づき設置した福岡県災害救助基金に係る収入及び支出に

ついては、福岡県災害救助基金台帳(様式第４３号及び様式第４４号)に記載し、常時その

状況を明らかにするものとする。

（補則）

第２５条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和４０年４月１日から適用する。

（中略）

附 則（令和元年規則第２５号）

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。

附 則（令和２年規則第２２号）

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

以下、別表、様式は省略
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５－７ 福岡県災害救助法施行細則に基づく救助の程度等

令和２年３月 31 日 福岡県告示第 344 号

一部改正令和３年３月 23 日福岡県告示第 354 号

一部改正令和４年６月９日福岡県告示第 633 号の２

一部改正令和５年５月 24 日福岡県告示第 344 号

１ 救助の程度、方法及び期間

福岡県災害救助法施行細則（昭和40年福岡県規則第44号。以下「規則」という。）

第５条第１項の救助の程度、方法及び期間は、次に定めるところによる。

１ 避難所及び応急仮設住宅の供与

(1) 避難所

ア 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与するも

のとする。

イ 避難所は、学校、公民館等既存建物の利用を原則とするが、これら適当な建物を

得難いときは、野外に仮小屋を設置し、天幕を設営し、又はその他の適切な方法に

より実施する。

ウ 避難所設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金

職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費

及び光熱水費並びに仮設便所等の設置費とし、１人１日当たり330円以内とする。

エ 福祉避難所（高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であって避難所で

の避難生活において特別な配慮を必要とする者に供与する避難所をいう。）を設置

した場合は、ウの金額に、当該地域において当該特別な配慮のために必要な通常の

実費を加算することができる。

オ 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活してい

る者への健康上の配慮等により、ホテル、旅館等の宿泊施設の借上げを実施し、こ

れを供与することができる。

カ 避難所を開設できる期間は、災害発生の日から７日以内とする。

(2) 応急仮設住宅

応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、

自らの資力では住家を得ることができないものに、建設し供与するもの（以下「建設

型応急住宅」という。）、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの（以下「賃貸型応急

住宅」という。）又はその他適切な方法により供与するものとする。

ア 建設型応急住宅

(ｱ) 建設型応急住宅の設置に当たっては、原則として、公有地を利用する。ただし

、これら適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することが

可能である。

(ｲ) 建設型応急住宅の１戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、地域の実情

、世帯構成等に応じて別に定め、その設置のため支出できる費用は、設置にかか

る原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費と

して、5,714,000円以内とする。

(ｳ) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した

場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置でき、50戸未満の場合でも

戸数に応じた小規模な施設を設置できる。
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(ｴ) 福祉仮設住宅（老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高

齢者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をい

う。）を建設型応急住宅として設置できる。

(ｵ) 建設型応急住宅は、災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに設置しなけ

ればならない。

(ｶ) 建設型応急住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法（昭和25年法律

第201号）第85条第３項又は第４項による期限内（最長２年以内）とする。

(ｷ) 建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土地の原状回

復のため支出できる費用は、当該地域における実費とする。

イ 賃貸型応急住宅

(ｱ) 賃貸型応急住宅の１戸当たりの規模は、世帯の人数に応じてア(ｲ)に定める規模

に準ずることとし、その借上げのため支出できる費用は、家賃、共益費、敷金、

礼金、仲介手数料又は火災保険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契

約に不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とする。

(ｲ) 賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借上げ、提供し

なければならない。

(ｳ) 賃貸型応急住宅を供与できる期間は、ア(ｶ)と同様の期間とする。

２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

(1) 炊き出しその他による食品の給与

ア 炊き出しその他による食品の給与は、避難所に避難している者又は住家に被害を

受け、若しくは災害により現に炊事のできない者に対して行うものとする。

イ 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物に

よるものとする。

ウ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食

及び燃料等の経費とし、１人１日当たり1,160円以内とする。

エ 炊き出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生の日から７日以

内とする。

(2) 飲料水の供給

ア 飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行うも

のとする。

イ 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入費のほか、給水及び浄

水に必要な機械器具の借上費、修繕費、燃料費並びに薬品及び資材費とし、当該地

域における通常の実費とする。

ウ 飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から７日以内とする。

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

(1) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、

半焼又は床上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態とな

ったものを含む。以下同じ。）若しくは全島避難等により、生活上必要な被服、寝具

その他日用品等を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営

むことが困難な者に対して行うものとする。

(2) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品

目の範囲内において現物をもって行うものとする。

ア 被服、寝具及び身の回り品

イ 日用品
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ウ 炊事用具及び食器

エ 光熱材料

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出できる費用は、季別及び世

帯区分により１世帯当たり次の額以内とする。なお、季別は、災害発生の日をもって

決定する。

ア 住家の全壊、全焼又は流失による被害を受けた世帯

イ 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯

(4) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から10日以内に完了

しなければならない。

４ 医療及び助産

(1) 医療

ア 医療は、災害のため医療の途を失った者に対して、応急的に処置するものとする

。

イ 医療は、救護班によって行う。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合

においては、病院又は診療所（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関

する法律（昭和22年法律第217号）及び柔道整復師法（昭和45年法律第19号）に規定

するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師（以下「施術者」

という。）を含む。）において医療（施術者が行うことのできる範囲の施術を含む

。）を行うことができるものとする。

ウ 医療は、次の範囲内にて行う。

(ｱ) 診療

(ｲ) 薬剤又は治療材料の支給

(ｳ) 処置、手術その他の治療及び施術

季

別

期間 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人以上１人

を増すごとに

加算する額

夏

季

４月～

９月
18,800円 24,200円 35,800円 42,800円 54,200円 7,900円

冬

季

10月～

３月
31,200円 40,400円 56,200円 65,700円 82,700円 11,400円

季

別

期間 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人以上１人

を増すごとに

加算する額

夏

季

４月～

９月
6,100円 8,300円 12,400円 15,100円 19,000円 2,600円

冬

季

10月～

３月
10,000円 13,000円 18,400円 21,900円 27,600円 3,600円
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(ｴ) 病院又は診療所への収容

(ｵ) 看護

エ 医療のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料及び

破損した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保

険の診療報酬の額以内とし、施術者による場合は協定料金の額以内とする。

オ 医療を実施できる期間は、災害発生の日から14日以内とする。

(2) 助産

ア 助産は、災害発生の日以前又は以後の７日以内に分べんした者であって、災害の

ため助産の途を失ったものに対して行うものとする。

イ 助産は、次の範囲内において行う。

(ｱ) 分べんの介助

(ｲ) 分べん前及び分べん後の処置

(ｳ) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給

ウ 助産のため支出できる費用は、救護班等による場合は使用した衛生材料等の実費

とし、助産師による場合は慣行料金の２割引以内の額とする。

エ 助産を実施できる期間は、分べんした日から７日以内とする。

５ 被災者の救出

(1) 被災者の救出は、災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死

不明状態にある者を捜索し、救出するものとする。

(2) 被災者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機械器具等の借上

費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。

(3) 被災者の救出を実施できる期間は、災害発生の日から３日以内とする。

６ 被災した住宅の応急修理

(1) 被災した住宅の応急修理は、災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる

程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補

修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して行うも

のとする。

(2) 被災した住宅の応急修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分

に対し、現物をもって行うものとし、その修理のため支出できる費用は、１世帯当た

り次に掲げる額以内とする。

ア イに掲げる世帯以外の世帯 595,000円

イ 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 300,000円

(3) 被災した住宅の応急修理は、災害発生の日から１箇月以内に完了しなければならな

い。

７ 生業に必要な資金の貸与

(1) 生業に必要な資金の貸与は、住家が全壊、全焼又は流失し、災害のため生業の手段

を失った世帯に対して行うものとする。

(2) 生業に必要な資金は、生業を営むために必要な機械器具、資材等を購入するための

費用に充てるものであって、生業の見込みの確実な具体的事業計画があり、償還能力

のある者に対して貸与するものとする。

(3) 生業に必要な資金の貸与として貸し付けることができる金額は、次の額以内とする

。

ア 生業費 １件当たり 30,000円

イ 就職支度費 １件当たり 15,000円
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(4) 生業に必要な資金の貸与には、次の条件を付するものとする。

ア 貸与期間 ２年以内

イ 利子 無利子

(5) 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から１箇月以内に完了しなければならな

い。

８ 学用品の給与

(1) 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水による喪失若

しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童（

義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含む。以下同じ。）、中

学校生徒（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中

学部の生徒を含む。以下同じ。）及び高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び

通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課程及び通信制の課程

を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒を

いう。以下同じ。）に対して行うものとする。

(2) 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもっ

て行うものとする。

ア 教科書

イ 文房具

ウ 通学用品

(3) 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とする。

ア 教科書代

(ｱ) 小学校児童及び中学校生徒

教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132号）第２条第１項に規定

する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受け

て使用するものを給与するための実費

(ｲ) 高等学校等生徒

正規の授業で使用する教材を給与するための実費

イ 文房具及び通学用品費

小学校児童 １人当たり 4,500円

中学校生徒 １人当たり 4,800円

高等学校等生徒 １人当たり 5,200円

(4) 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については１箇月以内、その他の学用品

については15日以内に完了しなければならない。

９ 埋葬

(1) 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものと

する

。

(2) 埋葬は、次の範囲内において、なるべく棺又は棺材等の現物をもって実際に埋葬を

実施する者に支給する。

ア 棺（付属品を含む。）

イ 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。）

ウ 骨つぼ及び骨箱

(3) 埋葬のため支出できる費用は、１体当たり大人215,200円、小人172,000円以内とす

る。
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(4) 埋葬は、災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。

10 死体の捜索

(1) 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既

に死亡していると推定される者に対して行うものとする。

(2) 死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械器具等の借上費

又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。

(3) 死体の捜索は、災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。

11 死体の処理

(1) 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理（埋葬を除く。）

を行うものとする。

(2) 死体の処理は、次の範囲内において行う。

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置

イ 死体の一時保存

ウ 検案

(3) 検案は、原則として救護班によって行う。

(4) 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによる。

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、１体当たり3,500円以内とする

。

イ 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存建物を利用する

場合にあっては当該施設の借上費について通常の実費とし、既存建物を利用できな

い場合にあっては一体当たり5,400円以内とする。ただし、死体の一時保存にドライ

アイスの購入費等の経費が必要な場合は、当該地域における通常の実費を加算でき

るものとする。

ウ 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とする。

(5) 死体の処理は、災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。

12 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及

ぼしているもの（以下「障害物」という。）の除去

(1) 障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害

物が運びこまれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をも

ってしては、当該障害物を除去することができない者に対して行うものとする。

(2) 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な

機械器具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職員等雇上費等とし、市町村内にお

いて障害物の除去を行った１世帯当たりの平均が137,900円以内とする。

(3) 障害物の除去は、災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。

13 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費

(1) 応急救助のため輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、次に掲げる

場合とする。

ア 被災者の避難に係る支援

イ 医療及び助産

ウ 被災者の救出

エ 飲料水の供給

オ 死体の捜索

カ 死体の処理

キ 救済用物資の整理配分
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(2) 応急救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常

の実費とする。

(3) 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、当該救助の実施

が認められる期間以内とする。

第２ 実費弁償

規則第14条の実費弁償に関して必要な事項は、次に定めるところによる。

１ 災害救助法施行令（昭和22年政令第225号。以下「政令」という。）第４条第１号から

第４号までに掲げる者

(1) 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり 22,300円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、保健師及

び助産師 １人１日当たり 17,200円以内

ウ 看護師及び准看護師 １人１日当たり 15,300円以内

エ 救急救命士 １人１日当たり 15,300円以内

オ 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり 16,100円以内

カ 大工 １人１日当たり 23,700円以内

キ 左官 １人１日当たり 22,600円以内

ク とび職 １人１日当たり 23,000円以内

(2) 時間外勤務手当

職種ごとに(1)のアからクまでに定める日当額を基礎とし、福岡県職員の給与に関す

る条例（昭和32年福岡県条例第41号）第２条の職員との均衡を考慮して算定した額以

内とする。

(3) 旅費

福岡県職員等の旅費に関する条例（昭和32年福岡県条例第57号）の規定により支給

すべき旅費に相当する額以内とする。

２ 政令第４条第５号から第10号までに掲げる者

業者のその地域における慣行料金による支出実費に、手数料としてその100分の３の額

を加算した額以内とする。

第３ 救助事務費

規則第23条の救助の事務を行うのに必要な費用（以下「救助事務費」という。）として支出

できる範囲及び限度等は、次に定めるところによる。

１ 救助事務費に支出できる範囲は、救助の事務を行うのに要した経費（救助の実施期間

内のものに限る。）及び災害救助費の精算の事務を行うのに要した経費とし、次に掲げ

る費用とする。

(1) 時間外勤務手当

(2) 賃金職員等雇上費

(3) 旅費

(4) 需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料をいう。）

(5) 使用料及び賃借料

(6) 通信運搬費

(7) 委託費

２ 各年度において、救助事務費に支出できる費用は、災害救助法（昭和22年法律第118
号。以下「法」という。）第21条に定める国庫負担を行う年度（以下「国庫負担対象年

度」という。）における各災害に係る１の(1)から(7)までに掲げる費用について、地方自
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治法施行令（昭和22年政令第16号）第143条に定める会計年度所属区分により当該年度

の歳出に区分される額を合算し、各災害の当該合算した額の合計額が、国庫負担対象年

度に支出した救助事務費以外の費用の額の合算額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ

、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額の合計額以内とする。

３ ２の「救助事務費以外の費用の額」とは、第１に定める救助の実施のために支出した

費用及び第２に定める実費弁償のため支出した費用を合算した額、法第９条第２項に規

定する損失補償に要した費用の額、政令第８条第２項に定めるところにより算定した法

第12条の扶助金の支給基礎額を合算した額、法第19条に規定する委託費用の補償に要し

た費用の額並びに法第20条第１項に規定する求償に対する支払いに要した費用の額（救

助事務費の額を除く。）の合計額をいう。

国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外の費用

の額の合算額の区分

割合

３千万円以下の部分
100分の10

３千万円を超え６千万円以下の部分
100分の９

６千万円を超え１億円以下の部分
100分の８

１億円を超え２億円以下の部分
100分の７

２億円を超え３億円以下の部分
100分の６

３億円を超え５億円以下の部分
100分の５

５億円を超える部分
100分の４
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５－８ 被害概況報告書記載要領

○ この報告書は、災害発生の初期段階で、市町村から県本部の報告を円滑に行うために

設けたものであり、消防庁への火災・災害等即報要領とは様式が異なるため、注意する

こと。

○ 地方本部は県本部総括班が指定した市町村についてのみ、被害状況報告書の中継事務

を行う。

○ 各項目の記載要領は次のとおり。（不明な場合の問合せ先：県本部総括班）

被　害　概　況　報　告　書

人

人

人

人

棟

棟

棟

棟

棟

棟

棟

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

戸

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

*体制…災害警戒本部（災害対策本部に準じて複数部門にまたがる体制をとる場合）、その他（防災主管課のみの体制をとる場合）

 ８月３１日１８時００分現在

報　告　日　時

地方本部名

八幡農林

報 告 者 名

　　　　月　　　日　　　時　　　分現在

建制番号

1

報 告 者 名

入　来

市 町 村 名

住家
被害

床 下 浸 水

床 上 浸 水 ※

一 部 破 損

半 壊 ※

全 壊 ※

重 傷　※

被　　害　　数

区　　分

死 者 ※

行 方 不 明 ※

負傷
者

損 壊

そ の 他

公 共 建 物

軽 傷　

自 主 避 難

が け 崩 れ ※

内 水 氾 濫 ※

断 水

土 石 流 ※

地 す べ り ※

避 難 指 示

決 壊 ※

溢 水 ※

損 壊

避 難 勧 告

河川

土砂
災害
※

報　告　日　時

50

1

1

1

　〇〇地区、〇〇時〇〇分発生、骨折全治２ヶ月

　（※の項目については、発生地区名、発生日時
　　等を記載すること。）

（報告時点で判明している
概数で可。）

特　　記　　事　　項

登庁・待機・出張・連絡不能

登庁・待機・出張・連絡不能

登庁・待機・出張・連絡不能

登庁・待機・出張・連絡不能

1

登庁・待機・出張・連絡不能

登庁・待機・出張・連絡不能

10

市町村長　（いずれかに○）

有（発令中・解除済） ・ 無

有（発令中・解除済） ・ 無

その他・災害警戒本部・災害対策本部

　〇〇地区５箇所、〇〇地区３箇所、〇〇地区２箇所

登庁・待機・出張・連絡不能

有の場合は、詳細を別紙に記載

有の場合は、詳細を別紙に記載

有の場合は、詳細を別紙に記載

体
制

（
時

系

列

に

履

歴

を

残

す

）

設置・移行・廃止日時

その他・災害警戒本部・災害対策本部

その他・災害警戒本部・災害対策本部

その他・災害警戒本部・災害対策本部

有（発令中・解除済） ・ 無

その他・災害警戒本部・災害対策本部

その他・災害警戒本部・災害対策本部

人的
被害

　〇〇地区、〇〇時〇〇分発生、男性、〇〇才

非
住家

道路

流 失橋
りょう

　〇〇地区４０件、〇〇地区３０件、〇〇地区１０件

　〇〇地区１件、〇〇地区１件

体制*（いずれかに○）

その他・災害警戒本部・災害対策本部

2

8

6

90

1

　北九州市

その他・災害警戒本部・災害対策本部

　〇〇地区４件、〇〇地区３件、〇〇地区１件

登庁・待機・出張・連絡不能

埋 没

施 設 ・ 設 備 損 壊

冠 水

配備規模

地方本部名も記入し

てください。

建制番号の記入をお

願いします。
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１ 市町村の建制番号、市町村名、報告者名・報告日時

・ 市町村の地方本部又は県本部に対する報告者・報告日時

２ 地方本部の報告者名・報告日時

・ 地方本部の県本部に対する報告者・報告日時

３ 被害数

・ 市町村が報告時点で把握している概数（確定値が出ていない時でも、速報値で記

入する）。

４ 特記事項

・ ※の項目については、発生地区名、発生日時等を記入すること。

・ その他の項目についても、発生地区名、発生日時等を適宜記入すること。

・ 詳細不明、詳細調査中の場合は、その旨記載すること。

５ 各項目の記載要領

(１) 人的被害

① 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認で

きないが、死亡したことが確実な者とする。

② 「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあ

る者とする。

③ 「負傷者（重症）」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける

必要のある者のうち１月以上の治療を要する見込みのものとする。

④ 「負傷者（軽症）」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける

必要のある者のうち１月未満で治療できる見込みのものとする。

※ 死者、行方不明者又は重症者が発生した場合には、その地区名、日時等を特記事

項欄に記載すること。

(２) 住家被害

① 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家で

あるか否かを問わない。

② 「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。

・住家全部が倒壊、流失、埋没したもの

・住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。具

体的には、次のとおり。

－ 住家の損壊又は流出した部分の床面積が、その住家の延べ床面積の 70％以

上に達した程度のもの

－ 住家の主要な構成要素の経済的被害額の住家の経済価値に占める割合（以

下「損害割合」という。）が 50％以上に達した程度のもの

③ 「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すな

わち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。

具体的には次のとおり。

・住家の損壊・流出部分の床面積が、その住家の延べ床面積の 20％以上 70％未満

のもの

・住家の主要な構成要素の損害割合が、20％以上 50％未満のもの

④ 「一部破損」とは、全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要と

する程度のもの。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。

⑤ 「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しな

いが、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないもの。

⑥ 「床下浸水」とは、床上浸水に至らない程度に浸水したもの

※ 全壊、半壊又は床上浸水が発生した場合には、その地区名、日時等を特記事項欄

に記載すること。

⑦ 全壊、半壊、一部破損に計上した家屋については、床上浸水、床下浸水と二重に

計上しないこと。計上する優先順位は、①全壊、②半壊、③床上浸水、④一部破損、

⑤床下浸水の順とすること。

(３) 非住家被害
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① 「非住家」とは、住家以外の建物。これらの施設に人が居住しているときは、当

該居住部分は住家とする。

② 「公共建物」とは、例えば、役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の

用に供する建物とする。

③ 「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。

※ 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。

(４) 道路

① 「道路」とは、道路法第２条第１項に規定する道路のうち、橋りょうを除いたも

のとする。

② 「損壊」とは、路盤又は路肩が損壊・陥没・流出したものとする。

③ 「埋没」とは、路盤・路肩は損壊等していないが、土砂崩れ、土石流等によって

埋没しているものとする。

④ 「冠水」とは、路盤・路肩は損壊等していないが、河川溢水、堤防決壊、内水氾

濫等によって冠水しているものとする。

※ 最終的には②、③、④を合算して消防庁等に報告する必要があり、重複計上を避

けるため、同一箇所の被害はその主要な原因によっていずれか１つの項目に計上

すること。

(５) 橋りょう

① 「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架橋された橋とす

る。

② 「流失」とは、河川増水等により、橋りょうの全部又は一部が失われたものとす

る。

③ 「損壊」とは、流失はしていないが、その主要な構成要素の一部が損壊し、修復

を要するものとする。

※ 最終的には②、③を合算して消防庁等に報告する必要があり、重複計上を避ける

ため、同一箇所の被害はその主要な原因によっていずれか１つの項目に計上する

こと。

(６) 河川

① 「河川」とは、河川法が適用又は準用される河川、その他の河川又はこれらのも

のの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全

するために防護することを必要とする河岸とする。

② 「溢水」とは、河川増水等により、河川水が堤防等を越えて流域に溢れ出すこと

とする。

③ 「決壊」とは、河川増水等により、堤防等の河川関連施設の破壊を伴って河川水

が流域に溢れ出すこととする。

④ 「施設・設備損壊」とは、河川増水等による溢水はないが、堤防等の河川関連施

設又は揚水等のための機械設備の全部又は一部が損壊し、修復を要するものとす

る。

⑤ 「内水氾濫」とは、河川からの溢水はないが、大量の降雨等によって内水が都市

下水路、道路側溝等から溢れ出すこととする。

※ 最終的には②、③、④、⑤を合算して消防庁等に報告する必要があり、重複計上

を避けるため、同一箇所の被害はその主要な原因によっていずれか１つの項目に

計上すること。

※ 溢水、決壊又は内水氾濫が発生した場合には、その地区名、日時等を特記事項欄

に記載すること。

(７) 土砂災害

① 「がけ崩れ」とは、大量の降雨によって地面にしみこんだ水分が土の抵抗力を弱

め、人工的な急斜面・切り土斜面又は自然斜面が突然崩れ落ちることとする。

② 「土石流」とは、大量の降雨による水と一緒に、谷・斜面にたい積した不安定土

砂・岩石が一気に流れ出すこととする。破壊力が大きく、流速も早いため大きな

被害をもたらす。
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③ 「地すべり」とは、比較的緩やかな斜面において、大量の降雨で地面にしみこん

だ水分によって粘土層などの滑りやすい面がゆっくりと動き出すこととする。一

度に広範囲で発生するため、住宅、道路、鉄道等に大きな被害をもたらす。

※ 最終的には②、③を合算して消防庁等に報告する必要があり、重複計上を避ける

ため、同一箇所の被害はその主要な原因によっていずれか１つの項目に計上する

こと。

※ がけ崩れ、土石流又は地すべりが発生した場合には、その地区名、日時等を特記

事項欄に記載すること。

(８) 断水

① 上水道の供給が一時的に停止した延べ戸数を記載すること。

(９) 避難指示（災害対策基本法第６０条第１項）

① 指示対象世帯・人数･･･避難指示を出した区域の世帯数・人数の概数を記載する。

② 避難世帯・人数･･･指示に従って、実際に避難した世帯数・人数の概数を記載する。

③ 指示発令･･･避難指示を出した月日・時刻を記載する。複数の地区がある場合には、

最初に指示した地区に係る月日・時刻を記載する。

④ 指示解除･･･避難指示を解除した月日・時刻を記載する。複数の地区がある場合に

は、最後に解除した地区に係る月日・時刻を記載する。

⑤ 避難指示を出した地区名を特記事項欄に記載すること。

(10) 避難勧告（災害対策基本法第６０条第１項）

① 勧告対象世帯・人数･･･避難勧告を出した区域の世帯数・人数の概数を記載する。

② 避難世帯・人数･･･勧告に従って、実際に避難した世帯数・人数の概数を記載する。

③ 勧告発令･･･避難勧告を出した月日・時刻を記載する。複数の地区がある場合には、

最初に勧告した地区に係る月日・時刻を記載する。

④ 勧告解除･･･避難勧告を解除した月日・時刻を記載する。複数の地区がある場合に

は、最後に解除した地区に係る月日・時刻を記載する。

⑤ 避難勧告を出した地区名を特記事項欄に記載すること。

(11) 自主避難

① 自主避難･･･市町村長が、未だ災害対策基本法に基づく避難指示又は避難勧告を出

していない時点で、自主的に市町村長が開設した避難所、知人宅等に

避難すること。

② 避難世帯・人数･･･自主避難した世帯数・人数の概数を記載する。

③ 避難開始･･･最初に自主避難した世帯の避難月日・時刻を記載する。

④ 帰宅完了･･･自主避難した全ての世帯の帰宅が完了した月日・時刻を記載すること。

(12) 災害対策本部（災害対策基本法第２３条第１項）

① 災害対策本部･･･災害対策基本法第２３条第１項の規定に基づき、市町村長が設置

するもの

② 設置･･･設置した月日・時刻を記載する。

③ 廃止･･･廃止した月日・時刻を記載する。

④ 特記事項欄に、配備の規模（第１配備、第２配備等）、配備人数を記載すること。

⑤ 災害対策本部を設置した場合には、市町村長は入院、遠方への出張等で登庁でき

ない場合を除き、市町村庁舎に登庁することが通例であるため、報告時点での市町

村長の所在について、登庁、自宅待機、遠方への出張中、連絡不能の別により○印

を付すること。その他の自由がある場合には、適宜記載すること。

(13) 災害警戒本部

① 災害警戒本部･･･災害対策本部を設置するまでには至らない場合で、市町村の内部

規定に基づき市町村長が設置するもの

② 設置･･･設置した月日・時刻を記載する。

③ 廃止･･･廃止した月日・時刻を記載する。

④ 特記事項欄に、配備の規模（第１配備、第２配備等）、配備人数を記載すること。

⑤ 災害警戒本部の段階では、市町村長の所在について記載する必要はない。
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５－９ 緊急速報メールの代行配信

公印省略

２４防企第 ７３ 号

平成２４年 ４月１７日

各市町村防災担当課長 様

福岡県総務部防災危機管理局防災企画課長

（防災情報係）

緊急速報メールの運用について（通知）

このことについて、当課において下記のとおり緊急速報メールの運用を開始し

ましたので、お知らせします。今後はこれを利用して、災害等において市町村の

住民への情報伝達手段が機能しない場合に、県が代行して情報伝達を行うことが

可能となります。

つきましては、市町村において福岡県へ緊急速報メールの使用を依頼する場合

の手続等を取り決めましたので、併せてお知らせします

記

１．運用開始日程

・（株）ＮＴＴドコモ ４月１７日～

・ＫＤＤＩ（株） 運用開始済

・ソフトバンクモバイル（株） 運用開始済

２．依頼できる条件

市町村の住民への情報伝達手段が、災害などの緊急時に機能しない状

況であること

３．依頼様式

様式１のとおり

４．送信可能な情報の内容

別紙のとおり

問い合わせ先

防災情報係 濱部

防災TEL 78-700-2086 防災FAX 1-78-700-7390

NTT-TEL 092-643-3114 NTT-FAX 092-643-3117

e-mail hamabe-t2909@pref.fukuoka.lg.jp
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（別紙）

送信可能な情報の内容は、各社の利用規約によって取り決められ、以下の

内容に限られている。

① 避難準備情報

② 避難勧告

③ 避難指示

④ 警戒区域情報

⑤ 津波注意報

⑥ 津波警報

⑦ 大津波警報

⑧ 噴火警報（レベル３未満の火口周辺警報を除く）

⑨ 指定河川洪水警報（はん濫注意情報を除く）

⑩ 土砂災害警戒情報

⑪ 東海地震予知情報

⑫ 弾道ミサイル情報（国民保護にかかわる警報）

⑬ 航空攻撃情報（国民保護にかかわる警報）

⑭ ゲリラ・特殊部隊攻撃情報（国民保護にかかわる警報）

⑮ 大規模テロ情報（国民保護にかかわる警報）
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第６ 市の例規、基準等

６－１ 大牟田市防災会議条例

昭和 39 年 ４月 １日条例第 26 号

改正

昭和 39 年 11 月 10 日条例第 36 号

平成 12 年 ３月 31 日条例第 37 号

平成 13 年 ３月 31 日条例第 39 号

平成 24 年 12 月 28 日条例第 12 号

令和 ３年 ３月 31 日条例第 36 号

大牟田市防災会議条例

（目的）

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第

16 条第６項の規定に基づき、大牟田市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事

務及び組織を定めることを目的とする。

（所掌事務）

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(１) 大牟田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(２) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(３) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(４) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する

事務

（会長及び委員）

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

２ 会長は、市長をもって充てる。

３ 会長は、会務を総理する。

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(１) 指定地方行政機関（法第２条第４号に規定する指定地方行政機関をいう。以下同

じ。）の職員のうちから市長が任命する者

(２) 福岡県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(３) 福岡県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(４) 市議会議員のうちから市長が任命する者

(５) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(６) 大牟田市教育委員会教育長

(７) 大牟田市消防団長

(８) 指定公共機関（法第２条第５号に規定する指定公共機関をいう。以下同じ。）又は

指定地方公共機関（同条第６号に規定する指定地方公共機関をいう。以下同じ。）の職

員のうちから市長が任命する者

(９) 自主防災組織（法第５条第２項に規定する自主防災組織をいう。）を構成する者又

は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

６ 前項第１号、第２号、第３号、第４号、第５号、第８号及び第９号の委員の定数は、

それぞれ５人以内、１人、１人、５人以内、15 人以内、10 人以内及び５人以内とする。

７ 第５項第４号、第８号及び第９号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の

任期は、その前任者の残任期間とする。

８ 前項の委員は、再任することができる。
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（専門委員）

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

２ 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、福岡県の職員、市の職員、関係指定公共

機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命

する。

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

（幹事）

第５条 防災会議に幹事 35 人以内を置く。

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。

３ 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

（庶務）

第６条 防災会議の庶務は、防災危機管理室において処理する。

（議事等）

第７条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に必要な事

項は、会長が防災会議に諮って定める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（昭和 39 年 11 月 10 日条例第 36 号）

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（平成 12 年３月 31 日条例第 37 号）

この条例は、平成 12 年４月１日から施行する。

付 則（平成 13 年３月 31 日条例第 39 号）

１ この条例は、平成 13 年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の際現に改正前の大牟田市防災会議条例第３条第５項第４号及び第７

号の規定に基づいて指名され、及び任命された委員については、改正後の大牟田市防災

会議条例第３条第５項第５号及び第８号の規定により指名され、及び任命された委員と

みなす。

付 則（平成 24 年 12 月 28 日条例第 12 号）

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（平成 25 年９月 25 日条例第 20 号）

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（令和３年３月 31 日条例第 36 号抄）

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。
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６－２ 大牟田市防災会議運営要綱

（目的）

第１条 この要綱は、大牟田市防災会議条例（昭和 39 年条例第 26 号）の規定に基

づき、大牟田市防災会議（以下「防災会議」という。）の議事その他防災会議の

運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（会議）

第２条 防災会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。

２ 会長は、会議の議長となり、議事をつかさどる。

３ 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議事を決すること

ができない。

４ 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決する

ところによる。

（幹事会）

第３条 幹事は、その職務を行うため、当該事務に関係する機関の幹事で幹事会を

開くことができる。

（専決処分）

第４条 防災会議が成立しないとき、又は防災会議を招集するいとまがないと認め

るとき、その他やむを得ない事情により防災会議を招集することができないとき

は、会長は、防災会議が処理すべき次の事項について専決処分することができる。

（１）大牟田市地域防災計画に基づき、その実施を推進すること。

（２）災害に関する情報を収集すること。

（３）関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を

求めること。

（４）災害対策本部の設置について、市長に意見を具申すること。

（５）その他災害に関する必要な事項。

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議に報告しなけれ

ばならない。

（庶務）

第５条 防災会議の庶務は、防災危機管理室において処理する。

（その他）

第６条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は会長が定める。

付 則

この要綱は、昭和 39 年 12 月 １日から施行する。

付 則

この要綱は、昭和 50 年 ３月 18 日から施行する。

付 則

この要綱は、平成 25 年 ４月 １日から施行する。

付 則

この要綱は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。
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６－３ 大牟田市災害対策本部条例

昭和 39 年 ４月 １日条例第 27 号

改正

平成 24 年 12 月 28 日条例第 13 号

大牟田市災害対策本部条例

（目的）

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23 条の２第８項の規

定に基づき、大牟田市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（組織）

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、

その職務を代理する。

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の令を受け、災害対策本部の事務に従事する。

（部）

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

４ 部長は、部の事務を掌理する。

（雑則）

第４条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部

長が定める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則（平成 24 年 12 月 28 日条例第 13 号）

この条例は、公布の日から施行する。
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６－４ 大牟田市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和 49 年 ８月 17 日条例第 18 号
改正

昭和 50 年 ８月 １日条例第 ７号
昭和 51 年 12 月 27 日条例第 23 号
昭和 53 年 ７月 17 日条例第 21 号
昭和 56 年 ７月 27 日条例第 ９号
昭和 57 年 10 月 19 日条例第 32 号
昭和 62 年 ３月 25 日条例第 22 号
平成 ３年 10 月 15 日条例第 17 号
令和 元年 ９月 24 日条例第 23 号
令和 ３年 ３月 31 日条例第 88 号

大牟田市災害弔慰金の支給等に関する条例
第１章 総則
（目的）
第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号。以下「法」

という。）及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和48年政令第374号。以下「令」
という。）の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対し
災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災
害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して
災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的と
する。

（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げる
ところによる。
(１) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により
被害が生ずることをいう。
(２) 市民 災害により被害を受けた当時、大牟田市の区域内に住所を有した者をいう。
第２章 災害弔慰金の支給
（災害弔慰金の支給）
第３条 市は、市民が令第１条に規定する災害（以下この章及び次章において単に「災害」
という。）により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものと
する。
２ 市長は、前項に規定する災害弔慰金の支給をしようとするときは、支給の要件に該当
することが明らかであるときを除き、あらかじめ第16条に規定する大牟田市災害弔慰金等
支給審議会（第９条第２項において「審議会」という。）に諮問するものとする。
（災害弔慰金を支給する遺族）
第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし、その順
位は、次に掲げるとおりとする。
(１) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族（兄弟
姉妹を除く。以下この項において同じ。）を先にし、その他の遺族を後にする。
(２) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、
離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。以下この項に
おいて同じ。）
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(３) 死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟
姉妹が存するときは、その兄弟姉妹（死亡者の死亡当時において、その者と同居し、又は
生計を同じくしていた者に限る。）に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
２ 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、
同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父
母を先にし実父母を後にする。
３ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前２項の規定により難いときは、前２
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項の規定にかかわらず、第１項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することがで
きる。
４ 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上ある
ときは、その１人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
（災害弔慰金の額）
第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時に
おいてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として
維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただ
し、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受け
ている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
（死亡の推定）
第６条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第４条
の規定によるものとする。
（支給の制限）
第７条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(１) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(２) 令第２条に規定する場合
（支給の手続）
第８条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき理由があると認めるときは、規則で定める
ところにより支給を行うものとする。
２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めるこ
とができる。
第３章 災害障害見舞金の支給
（災害障害見舞金の支給）
第９条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固
定したときを含む。）に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民（以下「障害
者」という。）に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
２ 市長は、前項に規定する災害障害見舞金の支給をしようとするときは、支給の要件に
該当することが明らかであるときを除き、あらかじめ審議会に諮問するものとする。
（災害障害見舞金の額）
第10条 障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は
疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっ
ては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
（準用規定）
第11条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。
第４章 災害援護資金の貸付け
（災害援護資金の貸付け）
第12条 市は、令第３条に掲げる災害により、法第10条第１項各号に掲げる被害を受けた
世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付
けを行うものとする。
２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第１項に規定する要件に該当するも
のでなければならない。
（災害援護資金の限度額等）
第13条 災害援護資金の１災害における１世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世
帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(１) 世帯主の負傷（療養に要する期間がおおむね１月以上である負傷をいう。以下同じ。）
があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害（被害金額がその家財の価額のおおむね３分の１以上である損害をいう。
以下同じ。）及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(２) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合（エの場合を除く。） 250万円
エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円
(３) 第１号ウ又は前号イ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居
の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあ
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るのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは
「350万円」と読み替えるものとする。
２ 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち３年（令第７条第２項
括弧書の場合は、５年）とする。
（保証人及び利率）
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、延滞の場合を除き無利子とし、保証人を立
てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き
年1.5パーセントとする。
３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するもの
とし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。
（償還等）
第15条 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者
は、いつでも繰上償還をすることができる。
３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、
第14条第１項及び第16条並びに令第８条、第９条及び第12条の規定によるものとする。
第５章 大牟田市災害弔慰金等支給審議会
（設置）
第16条 第３条第２項及び第９条第２項の規定による市長の諮問に応じ災害弔慰金及び災
害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、法第18条の規定に基づき、大牟田
市災害弔慰金等支給審議会（以下「審議会」という。）を置く。
（組織）
第17条 審議会は、委員５人以内をもって組織する。
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(１) 医師
(２) 学識経験を有する者
(３) その他市長が必要と認める者
３ 委員の任期は、任命の日から調査審議の終了の日までとする。
４ 委員は、再任されることができる。
（会長）
第18条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が
その職務を代理する。
（会議）
第19条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３ 審議会の議事は、出席した委員（次条の規定により当該議事に参与することができな
い委員を除く。）の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
４ 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、その意見
を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
（除斥）
第20条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上
に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件
については、その議事に参与することができない。
（守秘義務）
第21条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と
する。
（庶務）
第22条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。
（委任）
第23条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に
諮って定める。
第６章 雑則
（規則への委任）
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年４月１日以後に生じた災害から適用する。
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付 則（昭和50年８月１日条例第７号）
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年４月１日以後に生じた災害から適用する。
付 則（昭和51年12月27日条例第23号）
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第５条の規定は昭和51年９月７日以後に生じ
た災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第
１項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け
について適用する。
付 則（昭和53年７月17日条例第21号）
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第５条の規定は昭和53年１月14日以後に生じ
た災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第
１項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け
について適用する。
付 則（昭和56年７月27日条例第９号）
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第５条の規定は昭和55年12月14日以後に生じ
た災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第
１項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け
について適用する。
付 則（昭和57年10月19日条例第32号）
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第９条から第11条までの規定は、昭和57年７
月10日以後に生じた災害により負傷しまたは疾病にかかった市民に対する災害障害見舞
金の支給について適用する。
付 則（昭和62年３月25日条例第22号）
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第１項の規定は、昭和61年７月10日以
後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについ
て適用する。
付 則（平成３年10月15日条例第17号）
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第５条の規定は平成３年６月３日以後に生じ
た災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の
規定は当該災害により負傷しまたは疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給
について、改正後の第13条第１項の規定は同年５月26日以後に生じた災害により被害を受
けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
付 則（平成31年３月28日条例第30号）
１ この条例は、平成31年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
２ 改正後の大牟田市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条の規定は、施行
日以後に生じた災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和48年政令第374号）第３条
に規定する災害（以下「災害」という。）により災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和
48年法律第82号）第10条第１項各号に掲げる被害（以下「被害」という。）を受けた世帯
の市民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、施行日前に生じた災
害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて
は、なお従前の例による。
付 則（令和元年９月24日条例第23号）
この条例は、公布の日から施行する。

付 則（令和３年３月 31 日規則第 88 号）

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に改正前の大牟田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

様式第２号、様式第７号、様式第 10 号又は様式第 13 号によりなされている申込み又は申

請については、改正後の大牟田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則様式第２号、

様式第７号、様式第 10 号又は様式第 13 号によりなされたものとみなす。
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６－５ 大牟田市災害見舞金等支給要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、本市内の災害の発生に際して、当該災害により死亡した者（行

方不明者を含む。）又は当該災害により損壊した建物に被災時に居住していた者

（以下「被災者」という。）に対し、 災害見舞金または弔慰金（以下「災害見舞

金等」という。）を支給する場合の必要な事項を定めるものとする。

（適用基準）

第２条 災害見舞金等は、市内において暴風、豪雨、地震、洪水その他異常な自然

現象または火災による災害が発生した場合に、被災者に支給する。

（支給の制限）

第３条 災害見舞金等は、災害が居住者および死亡者の故意または重大な過失によ

り生じたものである場合には支給しない。

（適用除外）

第４条 大牟田市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年８月１７日条例第

１８号。以下「条例」という。）第３条に規定する災害弔慰金または条例第９条に

規定する災害障害見舞金を支給した者については、この要綱に定める死亡者また

は行方不明者、重傷者に対する災害見舞金等は支給しないものとする。

（災害見舞金等の金額）

第５条 災害見舞金等の支給額は、次の各号に定める金額とする。

(１) 住家の建物が、全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、全焼、半焼、流失、

埋没又は床上浸水の被害を受けたとき

１世帯当たり３０，０００円（住民登録していない市民は、１５，０００円）

１人当たり ５，０００円（住民登録していない市民は、 ３，０００円）

(２) 死亡者または行方不明者

１人につき１００，０００円（住民登録していない市民は、２０，０００円）

(３) 重傷者

１人につき ３０，０００円（住民登録していない市民は、 ５，０００円）

２ 前項第３号に規定する重傷者は、医師の診断により１か月以上の治療を要する

者とする。

（支給の方法）

第６条 前条第１号及び第３号に規定する災害見舞金等は、被災世帯主または被災

者に、同条第２号に規定する災害見舞金等は、遺族に支給するものとする。

（遺族の範囲等）

第７条 前条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(１) 配偶者（届出をしていないが、死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情に

あった者含む。）

(２) 子・父母・孫・祖父母および兄弟姉妹で、死亡当時同一の生計を営んで

いた者

(３) 前号に掲げる者のほか死亡当時同一の生計を営んでいた親族

２ 前項各号に該当する者がいないときは、その葬祭を行う者を遺族とみなす。

３ 第１項に掲げる者が、災害見舞金等を受ける順位は、同項各号の順序により、

第２号に掲げる者については、同号に掲げる順序によるものとする。

（申請および支給の手続）
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第８条 災害見舞金等の給付を受けようとする者は、原則として、本市が発行する

り災証明書（火災による災害を除く）、その他市長が必要と認める書類を添付のう

え、当該災害が発生した日から２年以内に災害見舞金等支給申請書により市長に

申請しなければならない。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

付 則

１ この要綱は、平成３年１月１日から施行する。

２ 大牟田市小規模災害見舞金等支給要綱（昭和４８年５月２０日施行）は廃止す

る。

付 則

この要綱は、平成９年４月１日から適用する。

付 則

この要綱は、平成２８年７月１４日から施行し、改正後の大牟田市災害見舞金

等支給要綱の規定は平成２８年６月２２日から適用する。

付 則

この要綱は、令和２年７月１３日から施行し、改正後の大牟田市災害見舞金等支

給要綱の規定は、令和２年７月６日から適用する。

付 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行し、改正後の大牟田市災害見舞金等支給要

綱の規定は、令和２年７月６日以後に発生した災害について適用する。
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６－６ 大牟田市消防団の組織等に関する規則

平成 24 年３月 30 日規則第 39 号
（趣旨）
第１条 この規則は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 18 条第２項及び第 23 条第
２項並びに大牟田市消防団設置条例（昭和 39 年条例第 24 号）第２条の規定に基づき、大
牟田市消防団（以下「消防団」という。）の組織及び消防団員の階級に関し必要な事項を
定めるものとする。
（組織）
第２条 消防団に本部及び分団を置く。
２ 分団に部及び班を置く。
３ 分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
（階級）
第３条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とす
る。
（本部）
第４条 本部に団長及び副団長を置く。
２ 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
３ 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、団長の
定める順序に従いその職務を代理する。
（分団）
第５条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長を、班に班長及び団員を置く。
２ 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。
３ 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、
その職務を代理する。
４ 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受け、所属の消防団員を指揮監督する。
５ 団員は、上司の命を受け、その職務を遂行する。

付 則
１ この規則は、平成 24 年４月１日から施行する。
２ 大牟田市消防団規則（昭和 28 年告示第 45 号）は、廃止する。

（省略）
付 則（平成 30 年 11 月 19 日規則第 14 号）

この規則は、平成 30 年 12 月１日から施行する。
別表（第２条関係）

名 称 区 域
平原分団 平原小学校区
白川分団 白川小学校区
明治分団 明治小学校区
中友分団 中友小学校区
大牟田中央分団 大牟田中央小学校区
大正分団 大正小学校区
天領分団 天領小学校区
みなと分団 みなと小学校区
吉野分団 吉野小学校区
手鎌分団 手鎌小学校区
倉永分団 倉永小学校区
上内分団 上内小学校区
銀水分団 銀水小学校区
羽山台分団 羽山台小学校区
三池分団 三池小学校区
高取分団 高取小学校区
駛馬分団 駛馬小学校区
天の原分団 天の原小学校区
玉川分団 玉川小学校区
女性分団 市内全域
学生分団 市内全域
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６－７ 市税等の減免等の種類

種 類 内 容 所管課

市民税の減免

（個人の県民税

を含む）

災害により、死亡、障害者、生活扶助を受けることとな

った場合、また、所得金額が 1,000 万円以下の方で、り災

証明書により住居･家財が 3 割以上の被害を受けた方は、市

民税の減免が受けられます。（被害の程度と前年の合計所得

額によって減免割合が違います）

減免申請書（住居･家財の場合、り災証明書添付）が必要

です。

税務課

固定資産税

の減免

（都市計画税を

含む）

り災証明書で被害の程度が 2 割以上と判定された固定資

産（土地･家屋・償却）は、固定資産税の減免が受けられま

す。（被害の程度によって減免割合が違います）

減免申請書（り災証明書添付）の提出が必要です。

税務課

国民健康保険税

の減免

災害により生活が著しく困難となり、保険税の納付が困

難になった場合、保険税の減免が受けられます。（損害の程

度、損害保険等により補填される金額によって減免割合が

違います。）

減免申請書（り災証明書添付）の提出が必要です。

保険年金課

国民健康保険

一部負担金の

減免

災害により、世帯主が死亡あるいは障害者となった場合、

又は資産に重大な損害を受けた場合に、医療機関等におい

て一部負担金の支払が困難なときは、一部負担金の減免が

受けられます。（損害の程度、損害保険等により補填される

金額によって減免割合が違います）

減免申請書（り災証明書及び一部負担金の所要見込証明

書添付）の提出が必要です。

保険年金課

国民年金保険料

の免除

震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財その他

の財産につき被害金額（保険金、損害賠償金等により補填

された金額を除く。）が、財産価格のおおむね２分の１以上

である損害を受けた場合に、保険料の免除が受けられます。

審査、決定は日本年金機構が行います。

申請書と被災状況届（り災証明書又は被災証明書、保険

金等が確認できる書類添付）の提出が必要です。

保険年金課

後期高齢者

医療制度

保険料の減免

災害により生活が著しく困難となり、保険料の納付が困

難になった場合、保険料の減免が受けられます。（損害の程

度、損害保険等により補填される金額によって減免割合が

違います）

減免申請書（り災証明書などの添付）の提出が必要です。

保険年金課

後期高齢者

医療制度

一部負担金の

減免

災害により生活が困難となり、医療機関等において一部

負担金を支払うことが困難になった場合、一部負担金の減

額・免除・徴収猶予が受けられます。（損害の程度、損害保

険等により補填される金額によって減免割合が違います）

減免・徴収猶予申請書（り災証明書、市民税の災害減免

を証明するものなどの添付）の提出が必要です。

保険年金課

市税の徴収猶予

震災、風水害、火災等の災害により、財産に被害を受け、

一時に納付し、又は納入することができないと認められる

ときは、申請に基づき、１年以内において徴収猶予を受け

ることができます。

徴収猶予申請書の提出が必要です。

納税課
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種 類 内 容 所管課

保育料

の減免

市の全地域又は相当地域にわたる災害等により、児童

の扶養義務者の負担能力に著しい変動が生じ、保育料を

負担することが困難であると認める場合その他特別の理

由があると認める場合は、保育料を減免することができ

ます。

子ども育成

課

大牟田市母子生

活支援施設負担

金の減免

市長は、負担金の額の決定後において、災害等により

施設に入所した者又はその扶養義務者の負担能力に著し

い変動が生じ、負担金を負担することが困難であると認

める場合その他特別の理由があると認める場合は、当該

負担金を減免することができます。

子ども家庭

課

大牟田市助産施

設負担金の減免

市長は、負担金の額の決定後において、災害等により

施設に入所した者又はその扶養義務者の負担能力に著し

い変動が生じ、負担金を負担することが困難であると認

める場合その他特別の理由があると認める場合は、当該

負担金を減免することができます。

子ども家庭

課

児童扶養手当、

特別児童扶養手

当の所得制限の

特例

災害により、住宅・家財等ごとに被害金額（保険金、

損害賠償金等により補充された金額を除く。）がその価格

のおおむね 2 分の１以上の損害を受けた方は、その損害

を受けた月から翌年の 7 月までに支給される児童扶養手

当・特別児童扶養手当については、所得による手当額の

支給制限を受けません。ただし、翌年に損害を受けた年

の所得が所得制限限度額以上であると分かった時は、特

例で支給された手当てを返還していただきます。

子ども家庭

課（児童扶

養）

福祉課障害

福祉担当（特

別児童扶養）

介護保険料の

減免

第１号被保険者又はその世帯の生計中心者が、災害に

より住宅等について著しい損害を受けた場合は、その損

害の程度と前年の合計所得金額により介護保険料を減免

します。り災証明書を添付しての申請が必要です。 （保

険金、損害賠償金等により補てんされる金額は、損害額

から除きます。）

福祉課介護

保険担当

市営住宅の減免

市内の住宅にお住まいの方で、災害等により被害を受

け、その住宅に引き続き住むことができず住宅に困窮し

ている被災者に、一時的な避難場所として市営住宅を提

供します。一時使用できる期間は１ヶ月ですが、やむを

得ない事情があると認められる場合は、最長３ヶ月を限

度として延長することができます。なお、提供するに当

たり、家賃、敷金は減免します。

建築住宅課

確認申請手数料

等の減免

災害等により滅失し、または破損した住宅をその災害

の発生日から６ヶ月以内に建築し、または大規模な修繕

を行う場合には、確認申請、中間検査申請、完了検査申

請の手数料について全額を減免します。

建築住宅課
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第７ 応援協定等

７－１ 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定

（目的）

第１条 この協定は、福岡県内の地域に災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以

下「災対法」という。）第２条第１号に規定する災害（以下「災害」という。）が発生し、

被災市町村のみでは十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合におい

て、災対法第６７条第１項による市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、

福岡県内のすべての市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な

事項を定めるものとする。

（応援の種類）

第２条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供

(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供

(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣

(5) 被災者の一時収容のための施設の提供

(6) 被災傷病者の受入れ

(7) 遺体の火葬のための施設の提供

(8) ゴミ･し尿等の処理のための施設の提供

(9) ボランティアの受付及び活動調整

(10) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項

（応援要請の手続）

第３条 被災市町村の長は、個別に他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、

次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請するものとする。

(1) 被害の状況

(2) 応援の種類

(3) 応援の具体的な内容及び必要量

(4) 応援を希望する期間

(5) 応援場所及び応援場所への経路

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

２ 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前

項に掲げる事項を明らかにして電話等により福岡県知事（以下「知事」という。）に対し

応援要請の依頼を行うものとし、知事は、他の市町村の長に対して速やかに要請内容を

伝達するものとする。

３ 応援を受けた被災市町村の長は、応援を実施した市町村の長に対し、後日速やかに要

請文書を提出するものとする。

（応援の実施）

第４条 前条第１項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話等に

より要請した被災市町村の長に連絡し、その後直ちに応援を実施するものとする。ただ

し、特別な事情により応援できない場合は、その旨を直ちに電話等により連絡するもの

とする。
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２ 前条第２項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やか

に決定し、応援の可否及び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により

連絡するとともに応援を実施するものとする。

（自主応援）

第５条 被災市町村の長からの応援要請又は知事からの応援要請の依頼がない場合におい

ても、被害の状況に応じ緊急に応援することを必要と認めた市町村の長は、自主的に応

援を行うものとする。

２ 前項の場合において、応援を行おうとする市町村の長は、応援の内容をあらかじめ電

話等により被災市町村の長に連絡するとともに、応援を実施する旨及びその内容を知事

に連絡するものとする。

（応援の調整）

第６条 知事は、前２条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援の調整を

行うことができるものとする。

（応援経費の負担）

第７条 応援に要した費用は、応援を受けた市町村で負担するものとする。

２ 応援を受けた市町村において前項の規定により負担する費用を支弁するいとまがない

ときは、応援を受けた市町村の求めにより応援した市町村は、当該費用を一時繰替支弁

するものとする。

３ 前２項の規定によりがたいときは、その都度、関係市町村間で協議して定める。

（情報の交換等）

第８条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を相互に

交換するとともに、平常時から応援の受入れ体制の整備に努めるものとする。

（その他）

第９条 この協定の実施に関し必要な事項については、その都度協議して定めるものとす

る。

附 則

１ この協定は、平成１７年４月２６日から施行する。

２ この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。
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７－２ 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する実施要領

１．目的

この要領は、災 害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定（以下「協

定」という。）第９条の規定に基づき、災害時における県内市町村間の相互応援が円滑に

実施されるため必要な事項を定めるものとする。

２．定義

この要領において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２

項第１号に定める災害であり、地震、津波、暴風、豪雨等の異常な自然現象のみでなく、

航空機の墜落、列車の衝突転覆等の大規模事故による被害も含む。

３．県、市町村の連絡先

災害時の市町村間の相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、県は、年度当初に「県

及び市町村の勤務時間内及び勤務時間外の連絡先一覧」を作成し、市町村に配布する。

４．応援要請の手続及び応援の実施（協定第３条、第４条）

（１）個別に他の市町村に応援要請する場合（協定第３条第１項、第４条第１項）の手続

等は、以下のとおりとする。

① 要 請 被災市町村は、災害時相互応援連絡表（様式 1、以下「応援連絡表」とい

う。）に必要事項を記入の上、その要旨を電話（県防災行政無線電話又はＮ

ＴＴ電話）で連絡するとともにファクシミリ（県防災行政無線又はＮＴＴ）

送信する。

② 受 諾 要請を受けた市町村は、受諾の可否を電話（県防災行政無線電話又はＮＴ

Ｔ電話）で連絡するとともに、受諾した応援連絡表の写しに加除訂正を行い、

ファクシミリ（県防災行政無線又はＮＴＴ）送信する。

③ 応援の実施 応援を受諾した市町村は、応援連絡表に記載した応援受諾内容を実施

する。
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④ 要請文書の提出 応援実施後、応援を受けた市町村は、応援を実施した市町村に対

し、速やかに要請文書（様式３）を提出する。要請文書施行の日付

は、実際に要請を行った日とする。

（２）複数市町村に同時に応援を要請する場合（協定第３条第２項、第４条第２項）の手

続は以下のとおりとする。

① 要請の依頼 被災市町村は、応援連絡表（様式 1）に必要事項を記入の上、その要

旨を県（県災害対策本部又は消防防災安全課）に電話（県防災行政無線

又はＮＴＴ電話）で連絡するとともに、ファクシミリ（県防災行政無線

又はＮＴＴ）送信する。

② 応援要請の伝達 県はファクシミリ受信した応援連絡表を県防災行政無線により

一斉送信する。

原則として、音声一斉とファクシミリ一斉送信を行うこととす

る。

③ 受諾の連絡 応援できる市町村は、受信した応援連絡表に加除訂正を行い、その要

旨を県（県災害対策本部又は県消防防災安全課）に電話（県防災行政無

線又はＮＴＴ電話）で連絡するとともに、ファクシミリ（県防災行政無

線又はＮＴＴ）送信する。

（市町村 → 県）
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④ 受諾の連絡 県は、応援の内容を取りまとめ、必要に応じ調整を行った上、応援を

要請した市町村に応援の内容を電話（県防災行政無線又はＮＴＴ）で連

絡するとともに、応援連絡表をファクシミリ（県防災行政無線又はＮＴ

Ｔ）送信する。

（県 → 要請市町村）

⑤ 応援の実施 県からの応援を実施するよう連絡を受けた市町村は、速やかに応援連

絡表に記載した応援受諾内容を実施する。

⑥ 要請文書の提出 応援実施後、応援を受けた市町村は、応援を実施した市町村に対

し、速やかに要請文書（様式３）を提出する。要請文書施行の日付

けは、実際に応援要請を県に伝達した日とする。

５．自主応援（協定第５条）

自主応援を行う場合の手続等は以下のとおりとする。

① 応援内容の連絡 自主応援をしようとする市町村は、応援連絡表（様式２）に必要

事項を記入の上、その要旨を被災市町村に電話（県防災行政無線又

はＮＴＴ）で連絡するとともに、ファクシミリ（県防災行政無線又

はＮＴＴ）送信する。

（応援市町村 → 被災市町村）

② 応援内容の連絡 自主応援を行うこととなった市町村は、県に応援を行う旨及び応

援内容を電話（県防災行政無線又はＮＴＴ）で連絡するとともに、

応援連絡表（様式２）をファクシミリ（県防災行政無線又はＮＴＴ）

送信する。

（応援市町村 → 県）

（県による調整） 県は、救援物資の余剰の発生や緊急輸送路の渋滞などを勘案して

必要に応じ調整を行う。

③ 応援の実施 応援連絡表に記載した応援内容を実施する。



資料- 119

７－３ 防災協定一覧

１．自治体間の応援協力体制

２．民間団体等との協力体制

■自治体等との防災協定一覧表

協定名 締結日 締結先

福岡県消防相互応援協定書①

福岡県消防相互応援協定覚書②
H14.8.1

福岡県下全市町村及び消防組合等①

各市町村又は各消防組合等消防長②

災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基

本協定
H17.4.26 福岡県内全市町村長

大牟田市における大規模な災害時の応援に関する協定書 H24.5.30
国土交通省

九州地方整備局長

災害時における道の駅「おおむた」の相互活用に関する覚書 H27.6.1 福岡県南筑後県土整備事務所

有明圏定住自立圏における災害時相互応援協定 H27.10.27
柳川市・みやま市・荒尾市・南

関町・長洲町

水害による緊急時の避難先としての

県営住宅の空き住戸活用に関する基本協定
R3.6.7 福岡県（県営住宅課）

管理用光ファイバー網の相互接続等に関する協定 R4.3.31

国土交通省九州地方整備局福岡

国道事務所、有明海沿岸国道事

務所

陸上自衛隊西部方面隊と九州市長会との災害等対応

における相互協力に関する協定
R4.11.7

陸上自衛隊西部方面隊

九州市長会

■民間団体等との防災協定一覧表

協定名 締結日 締結先

災害時における物資供給等に関する協定書 H19.3.29
ＮＰＯ法人

コメリ災害対策センター

災害時等における水道の応急対策に関する協定書 H19.12.5 大牟田市管工事協同組合

災害時における応急対策業務等に関する協定書 H21.3.31 大牟田建設業協同組合

災害時における物資供給等に関する協定書 H21.9.8 株式会社 イズミ

災害時における応急対策業務等に関する協定書 H22.4.19 有限会社 本村組

災害時における応急対策業務等に関する協定書 H22.9.10 株式会社 原田建設

災害時における応急対策業務等に関する協定書 H22.9.10 株式会社 セイシン

災害時における応急対策業務等に関する協定書 H22.9.10 有限会社 東輝

災害時における応急対策業務等に関する協定書 H22.12.2 三井住建道路 株式会社

災害時における防災活動協力に関する協定書 H23.9.14
イオン九州 株式会社

イオンモール 株式会社

災害時における応急対策業務等に関する協定書 H23.12.26 株式会社 文田建設

災害時における応急対策業務等に関する協定書 H23.12.26 ＤＦＣ

災害時における応急対策業務等に関する協定書 H24.3.27 有限会社 ヒカリ

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 H24.7.6
社会福祉法人

大牟田市社会福祉協議会

災害時における相互協力に関する覚書 H24.10.1 日本郵便株式会社
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道路損害状況等の情報提供に関する覚書

住民票等の交付申請書の備付け及び受付に関する覚書

大牟田郵便局

協定名 締結日 締結先

避難所施設利用に関する協定書 H25.11.1

福岡県立三池高等学校

福岡県立三池工業高等学校

福岡県立ありあけ新世高等学校

避難所施設利用に関する協定書 H25.3.7 有明工業高等専門学校

災害時における応急対策業務等に関する協定書 H26.4.10 ベスト技建 株式会社

災害時における電気設備の応急対策業務等に関する協定書 H26.4.28 大牟田電気工事協同組合

災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 H26.10.1 株式会社 ゼンリン

災害時における大牟田市と大牟田市郵便局の相互協力に関

する協定書
H27.9.8

日本郵便株式会社大牟田市内郵

便局（代表：倉永郵便局長）

災害時における情報発信に関する協定書 H27.12.24 ヤフー株式会社

災害時における大牟田市災害ボランティアセンターの設置

及び運営に関する協定
H27.12.24

社会福祉法人

大牟田市社会福祉協議会

特設公衆電話の設置及び利用・管理等に関する協定 H28.2.15
西日本電信電話株式会社

福岡支店

避難所施設利用に関する協定 H28.7.28 大牟田北高等学校

災害時における放送要請に関する協定 H28.7.9 株式会社有明ねっとこむ

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 H28.11.30 社会福祉法人あけぼの会 外 10

団体（計 11 社会福祉法人）

災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 H28.12.2 株式会社アクティオ

災害時における応急対策業務等に関する協定書 H29.5.8 三協建設株式会社

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 H30.4.10 社会福祉法人甘木山学園 外 6

団体（計 7 老健施設）

防災パートナーシップに関する協定 H30.9.27 九州朝日放送株式会社

災害廃棄物の処理等に関する協定 H30.12.25 公益財団法人福岡県産業資源循

環協会

災害時における物資供給等に関する協定 R1.10.23 株式会社グッデイ

災害時の電気提供に関する協定 R1.11.1 株式会社シグマパワー有明

災害時における支援物資の受入及び配達等に関する協定 R1.11.19 ヤマト運輸株式会社

災害時における物資供給等に関する協定 R2.2.10 株式会社ナフコ

災害復旧に関する覚書 R2.12.9 九州電力送配電(株)大牟田配電

事業所

大牟田市と大塚製薬株式会社との包括連携協定 R3.5.31 大塚製薬株式会社福岡支店

食品受取に関する合意書 R3.7.1
一般社団法人 FBQ フードバンク

大牟田

災害時における物資供給等に関する協定 R3.9.29 デンカ株式会社大牟田工場

災害時における発電機の貸し出しに関する協定 R4.1.31 西日本プラント工業株式会社

災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 R4.3.24 大牟田旅館組合

災害時における被災者支援のための行政書士業務に関す

る協定書
R6.3.14 福岡県行政書士会
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第８ 様式

８－１ 職員参集記録票

８－２ 参集途上の被災状況記録票

８－３ 被害発生状況連絡票

８－４ 火災・災害即報要領（様式）

８－５ 被害概況報告書

８－６ 災害発生箇所別報告書

８－７ 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定実施要領

８－８ 緊急速報メール県代行通知依頼書

８－９ 自衛隊災害派遣要請依頼書

８－１０ 自衛隊災害派遣撤収依頼書

８－１１ 避難者カード ＊家族ごと

８－１２ 避難者名簿 ＊避難者カードの集約整理

８－１３ 避難所運営記録

８－１４ 物品受払簿（避難所用）

８－１５ 物品受払簿（物資集配拠点用）

８－１６ 行方不明者名簿

８－１７ 医療救護所開設状況報告

８－１８ 緊急通行車両事前届出書

８－１９ 緊急車両以外の車両通行止め標示

８－２０ 緊急通行車両通行標章

８－２１ 緊急通行車両確認証明書

８－２２ 避難者台帳（項目）
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８－１ 職員参集記録票

参集記録票

○参集後に各自が班単位で記入すること

整理番号

■災害対策班名 班

■場 所 ■報告日時 年 月 日 時 分現在

NO 氏 名 参 集 時 間 自 宅 等 の 状 況

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分
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８－２ 参集途上の被災状況記録票

参集途上の被災状況記録票

○参集後に各自で記入し、班長へ提出すること 整理番号

■報告者氏名 ■災害対策班名 班

■参集報告

○参集日時 年 月 日 時 分

■見聞情報（参集時に見聞きした情報）

○自宅付近の状況

○道路の状況

○建物被害の状況

○救助者の有無

○火災の発生状況

○その他気づいたこと

■地図・略図 火災や人命に関わる場合は、直接担当班に連絡する



資料- 124

８－３ 被害発生状況連絡票

被 害 発 生 状 況 連 絡 票

受 付
日 時

年 月 日

時 分

被災者
または
通報者

住所
電話（ ）
氏名

被 害

発 生

場 所

被

害

状

況

記

録

者

班

氏名

送付先 年 月 日 時 分

班送 付

日 時

関

係

班

処

置

記

録

本

部

解

散

後

の

対

応
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８－４ 火災・災害即報要領（様式）

第１号様式 （火災）
第　　　　　　報

消防庁受信者氏名　　　　　　　　

※爆発除く

火 災 種 別

出 火 場 所

出 火 日 時               月    日    時    分 (鎮圧日時)      (      月    日    時    分)

(覚知日時)        (      月    日    時    分) 鎮 火 日 時             月    日    時    分

火元の業態・ 事 業 所 名

用       途 (代表者氏名)

出 火 箇 所 出 火 原 因

死者(性別・年齢)                人

死者の生じた

理       由

負傷者   重  症                 人

         中等症                 人

         軽  症                 人

構造 建築面積

階層 延べ面積

全  焼    棟

焼    損 半  焼    棟

棟    数 部分焼    棟

ぼ  や    棟

り災世帯数 気 象 状 況

消防活動状況

救 急 ・ 救 助

活 動 状 況

災害対策本 部等

の 設 置 状 況

その他参考事項

(注) 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

（確認がとれていない事項については、確認がとれてない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること）

そ の 他 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

　　年　　月　　日　　時　　分

建物焼損表面積                 ㎡

建物焼損床面積                 ㎡

  林野焼損面積                 ａ

消防本部  （署）　　　　　　　　　　台　　　　　　　　人

報　告　日　時

都　道　府　県

消 防 団　　  　　　　　　　　　　　台　　　　　　　　人

焼 損 程 度 焼 損 面 積

死   傷   者

建物の概要

市　　町　　村

（消防本部名）

報　告　者　名

１  建物      2  林野      3  車両      4  船舶      5  航空機      6  その他

計   棟
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第２号様式 （特定の事故）
第　　　　　報

1 石油コンビナート等特別防災区域内の事故

2 危険物等に係る事故

3 原子力施設等に係る事故

4 その他特定の事故

消防庁受信者氏名　　　　　　　　

事 故 種 別 　　１  火災 　     2  爆発  　    3  漏えい 　     4  その他  （　　　　　　　　）

発 生 場 所

発 生 日 時           月    日    時    分

（覚知日時）    (      月    日    時    分)

消防覚知方法

施設の区分

事故の概要

死者（性別・年齢）　　　　　　　人

出 場 資 機 材

人

消 防 防 災 人

活 動 状 況 人

台

人
台
人

活 動 状 況 人

警戒区域の設定　 月　日　時　分 人

使用停止命令     月  日  時  分 人

災害対策本 部等

の 設 置 状 況

 その他参考事項

(注) 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

（確認がとれていない事項については、確認がとれてない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること）

　　年　　月　　日　　時　　分報　告　日　時

     月      日      時      分

     月      日      時      分

１.危険物　２.指定可燃物　３.高圧ガス　４.可燃性ガス

５.毒劇物　６.ＲＩ等　　　７.その他（　　  　　　）
物　質　名

事故名

事 業 所 名 特 別 防 災 区 域
    レイアウト第一種、第一種、

　　第二種、その他

都　道　府　県

市　　町　　村

（消防本部名）

報　告　者　名

負傷者等　　　　　　人（　　　　人）

　　　重　傷　　　　人（　　　　人）

　　　軽　症　　　　人（　　　　人）
　　　中等症　　　　人（　　　　人）

発　 見　 日 　時

鎮   火   日   時

（処 理 完 了）

気   象   状   況

危　険　物　施　設

の　　　区　　　分

出    場    機    関

自 衛 防 災 組 織

共 同 防 災 組 織

そ の 他

事

業

所

物資の区分

１.危険物施設　　２.高危混在施設　　３.高圧ガス施設　　４.その他（　　　　　　　　　）

施設の概要

出  場  人  員

死  傷  者

海 上 保 安 庁

そ の 他

自 衛 隊

救 急 ・ 救 助

消 防 本 部 （ 署 ）

消 防 団

及 び
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第３号様式 （救急・救助事故）
第　　　　　　報

　　　　　　消防庁受信者氏名　　　　　　　　　　　　　　

発　生　場　所

発　生　日　時

（ 覚　知　日　時 ）

事 故 の 概 要

　死者（性別・年齢） 　負傷者等 人（　　　　人）

重　症 人（　　　　人）

中等症 人（　　　　人）

軽　症 人（　　　　人）

　　　　計 人

不明 人

救助活動の要否

要救護者数(見込) 救  助  人  員

救急・救助活動

の   状    況

災害対策本部等
の 設 置 状 況

その他参考事項

(注) 負傷者等欄の（　）書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。

(注) 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

　（確認がとれない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

死  傷  者  等

           月    日    時    分

    (      月    日    時    分)
覚 知 方 法

報　告　日　時

都　道　府　県

　　年　　月　　日　　時　　分

市　　町　　村

（消防本部名）

報　告　者　名
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第４号様式（その１）

年 月 日 時 分

月 日 時 分

（災害概況即報） 報告日時

都道府県

消防庁受信者氏名
市町村

（消防本部名）

半壊 棟 床下浸水

災害名　　　　　　　　　　　　（第　　報） 報告者名

災
害
の
概
況

発生場所 発生日時

住家
被害

全壊 棟

被
害
の
状
況

人的
被害

死　者 人

119番通報の件数

棟

うち
災害関連死 人

床上浸水

棟

軽傷 人
一部破損 棟 未分類 棟

重傷 人

自 衛 隊 派 遣
要 請 の 状 況

その他都道府県又は市町村が講じた応急対策

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）
　　　分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれて
　　　いない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）
（注）　住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。

不　明 人

設 置 状 況

応
急
対
策
の
状
況

災害 対策 本 部等の（都道府県） （市町村）

消 防 機 関 等 の
活  動  状  況

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等につ
いて、その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。）
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被　　　　　害

千円

千円

千円

千円

千円

団体

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

自衛隊の災害派遣 その他

すること。

公共施設被害市町村数

区　　　　　　　　　　　　分

公 立 文 教 施 設

農 林 水 産 業 施 設

公 共 土 木 施 設

そ の 他 の 公 共 施 設

災
　
害
　
対
　
策
　
本
　
部

そ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
他

農 業 被 害

林 業 被 害

災

害

救

助

法

商 工 被 害

市
町
村

等
　
の
　
設
　
置
　
状
　
況

都
道
府
県

小 計

適
用
市
町
村
名

計　　　　　　　　　　　　　　　団体

水 産 被 害

そ の 他

畜 産 被 害

被 害 総 額  １１９番通報件数 件 

災
害
の
概
況

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等を記入すること。）

応
　
急
　
対
　
策
　
の
　
状
　
況

消
防
機
関
等
の
活
動
状
況

※１　被害額は省略することができるものとする。

※２　１１９番通報の件数は、１０件単位で、例えば約１０件、３０件、５０件（５０件を超える場合は多数）と記入
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８－５ 被害概況報告書

被　害　概　況　報　告　書

人

人

人

人

棟

棟

棟

棟

棟

棟

棟

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

戸

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

月 日 時 分 第 配備 人

*体制…災害警戒本部（災害対策本部に準じて複数部門にまたがる体制をとる場合）、その他（防災主管課のみの体制をとる場合）

登庁・待機・出張・連絡不能

埋 没

施 設 ・ 設 備 損 壊

冠 水

配備規模

流 失

その他・災害警戒本部・災害対策本部

その他・災害警戒本部・災害対策本部

決 壊 ※

溢 水 ※

損 壊

体制*（いずれかに○）

その他・災害警戒本部・災害対策本部

人的
被害

橋
りょう

有の場合は、詳細を別紙に記載

体
制

（
時

系

列

に

履

歴

を

残

す

）

設置・移行・廃止日時

その他・災害警戒本部・災害対策本部

その他・災害警戒本部・災害対策本部

その他・災害警戒本部・災害対策本部

有（発令中・解除済） ・ 無

その他・災害警戒本部・災害対策本部

有（発令中・解除済） ・ 無

その他・災害警戒本部・災害対策本部

　〇〇地区５箇所、〇〇地区３箇所、〇〇地区２箇所

登庁・待機・出張・連絡不能

有の場合は、詳細を別紙に記載

有の場合は、詳細を別紙に記載

登庁・待機・出張・連絡不能

市町村長　（いずれかに○）

有（発令中・解除済） ・ 無

特　　記　　事　　項

登庁・待機・出張・連絡不能

登庁・待機・出張・連絡不能

登庁・待機・出張・連絡不能

登庁・待機・出張・連絡不能

登庁・待機・出張・連絡不能

避 難 指 示

報　告　日　時

　（※の項目については、発生地区名、発生日時
　　等を記載すること。）

（報告時点で判明している
概数で可。）

軽 傷　

避 難 勧 告

河川

土砂
災害
※

自 主 避 難

が け 崩 れ ※

内 水 氾 濫 ※

断 水

土 石 流 ※

地 す べ り ※

被　　害　　数

非
住家

道路

区　　分

死 者 ※

行 方 不 明 ※

負傷
者

損 壊

そ の 他

公 共 建 物

報 告 者 名市 町 村 名

住家
被害

床 下 浸 水

床 上 浸 水 ※

一 部 破 損

半 壊 ※

全 壊 ※

重 傷　※

 〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分現在

報　告　日　時

地方本部名 報 告 者 名

　　　　月　　　日　　　時　　　分現在

建制番号
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市 町 村

名

緊急安全確保 発令日

時

避難指示 発令日

時

高齢者等避難 発令日

時

対象世

帯 数

(※)

対 象

人 数

(※)

解除日

時

対象世

帯 数

(※)

対 象

人 数

(※)

解除日

時

対象世

帯 数

(※)

対 象

人 数

(※)

解除日

時
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８－６ 災害発生箇所別報告書

報告日時 年 月 日

（死傷者・住家欄で※の項目に該当がある場合 市町村名

災害発生箇所毎に別葉で記載すること。） 報告者名

報告日時 年 月 日

地 方 本 部

受信者名

被害の区分 土砂・河川・その他（ ）

災害発生箇所 発生日時 月 日 時 分

被

害

の

状

況

死傷者
死者※ 行方不明※ 人

住家
全壊※ 棟 床上浸水※ 棟

重傷※ 半壊※ 棟 床下浸水 棟

軽傷 計 人 一部破損 棟

現

場

の

状

況

応

急

対

策

の

状

況

災害発生箇所別報告書

（市町村→地方本部→県本部)
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８－７ 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定実施要領
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※別紙：災害時相互応援連絡表
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８－８ 緊急速報メール県代行通知依頼書

（様式１）

平成 年 月 日

福岡県 総務部 防災危機管理局長 殿

○○○市長

緊急速報メールによる住民への代行通知依頼

１．代行依頼内容

① 緊急速報メール題名（１５字以内）

② 緊急速報メール本文（１７１字以内）

２．住民への情報伝達手段の機能不全状況（できるだけ詳しく記入して下さい）

※ ＦＡＸまたはメールにて県に依頼した後、必ず電話で送達確認を行うこと。
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８－９ 自衛隊災害派遣要請依頼書

文書番号

年 月 日

福 岡 県 知 事 殿

大牟田市長 印

自衛隊の災害派遣要請について

自衛隊法第８３条に基づき、下記のとおり自衛隊の災害派遣方お願いいたします。

記

１ 災害の情況及び派遣を要請する事由

(1) 災害の状況

(2) 派遣を要請する事由

２ 派遣を希望する期間

年 月 日（ 時 分）から災害応急対策の実施が終了するまでの間

３ 派遣を希望する区域及び活動内容

(1) 活動希望区域

(2) 活動内容

４ その他参考となるべき事項



資料- 140

８－１０ 自衛隊災害派遣撤収依頼書

文書番号

年 月 日

福 岡 県 知 事 殿

大牟田市長 印

自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請について

年 月 日付第 号により自衛隊の災害派遣を要請しましたが、災

害応急対策作業が一応完了しましたので、下記のとおり撤収方お願いいたします。

記

１ 撤収要請日時 年 月 日 時 分

２ 派遣された部隊

３ 派遣人員及び従事作業の内容

４ その他参考事項
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８－１１ 避難者カード
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８－１２ 避難者名簿

（注１）「備考」欄には、住民以外の者の所用（業務、旅行ほか）等を記入

避難所名 作成者
班

氏名
№

番号 入所年月日 氏 名 性別 年齢

世帯主

との続

柄

現住所 退所年月日 理由 転出先 備考

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

資
料

-
1
4
2
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８－１３ 避難所運営記録
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８－１４ 物品受払簿（避難所用）

物品の受払簿（避難所用）

避難所

受取日

払出
品 名 受入数 払出数 現在数 扱 者

備 考

（払出先等）
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８－１５ 物品受払簿（物資集配拠点用）

物品の受払簿（物資集配拠点用）

集配拠点

品 名 単位呼称

受取日
払出日

納入元 受入数 払出数 現在数 払出先等
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８－１６ 行方不明者名簿

行 方 不 明 者 名 簿
№

整

理

番

号

届

出

月

日

行 方 不 明 者 届 出 者
備

考住 所 氏 名 年齢 性別
身長

(㎝)

体重

(㎏)

着衣その他

の特徴
住 所 氏 名

行方不明者

との関係

月

日

月

日

月

日

月

日

月

日

月

日

月

日

月

日

月

日

資
料

-
1
4
6
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８－１７ 医療救護所開設状況報告

医療救護所開設状況報告

年 月 日 時 分現在 受信日時 月 日 時 分

発信者 班名 氏名 受信者 班名 氏名

設置場所

従事者数
軽 症 中毒症 重 傷 計

左のうち

医 師 看護婦 その他 計 要搬送者

人 人 人 人 人 人 人 人 人

状

況

執

っ

て

い

る

措

置

処

理

状

況
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８－１８ 緊急通行車両事前届出書

別記様式第１

災害応急対策用

緊 急 通 行 車 両 事 前 届 出 書

年 月 日

福岡県公安委員会 殿

申請者

住所

（電話）

氏名 印

災害応急対策用 第 号

緊 急 通 行 車 両 事 前 届 出 済 証

左記のとおり事前届出を受けたことを証する。

年 月 日

福岡県公安委員会 印

番号標に表示されて
いる番号 （注）

１ 災害発生時には、この届出済証を最寄りの警察本部、警察署、

交通検問所等に提出して所要の手続を受けてください。

２ 本届出済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には、

公安委員会（警察本部又は警察署経由）に届け出て再交付を受け

てください。

３ 次に該当するときは、本届出済証を返還してください。

（１） 緊急通行車両として使用される車両に該当しなくなったとき。

（２） 緊急通行車両が廃車になったとき。

（３） その他緊急通行車両としての必要性がなくなったとき。

車両の用途（緊急輸送

を行う車両にあって

は、輸送人員又は品名）

使用者
住所

（ ） 局 番

氏名

出 発 地

（注）この事前届書は、２通作成し、申請者が緊急通行車両として使用

することを疎明する書類及び自動車検査証の写しをそれぞれ１通

添付の上、車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課又は

警察本部交通規制課に提出してください。

資
料

-
1
4
8
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８－１９ 緊急車両以外の車両通行止め標示

別記様式第２（災害対策基本法施行規則第５条関係）

備考 １ 色彩は、文字、緑線及び区分線を青色、斜めの帯及び枠を赤色、地を白色とする。

２ 緑線及び区分線の太さは、１センチメートルとする。

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。

４ 道路の計上又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の

寸法の２倍まで拡大し、又は図示の寸法の２分の１まで縮小することができる。

1.51.51.
5

1

12
0

8
8

8
62

31
1.
5

1.5 1.5

64

45
ﾟ

8

2

4

60

災害対策基本法

に基づく

車両通行止

区
域
又
は
区
間

期
間

対
象
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８－２０ 緊急通行車両通行標章

別記様式第３（災害対策基本法施行規則第６条関係）

備考 １ 色彩は、記号を黄色、緑及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、

「有効期限」、「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、

月及び日を表示する部分を白色、地を銀色とする。

２ 記号の部分に、表面の画線が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
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８－２１ 緊急通行車両確認証明書

別記様式第４（災害対策基本法施行規則第６条関係）

備考 用紙は日本工業規格Ａ５とする

第 号

年 月 日

緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書

知 事

公安委員会

番号票に表示さ

れている番号

車両の用途（緊急

輸送を行う車両

にあっては、輸送

人員又は品名）

使用者

住 所

氏 名

通行日時

通行経路

出 発 地 目 的 地

備 考

印

印
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８－２２ 被災者台帳（項目）
No. 根拠 項目 記入方法

基
本
情
報

基
本
事
項

1 施行規則 8‐5 個人番号（マイナンバー）

2 災対法 90‐3 氏名

3 災対法 90‐3 ふりがな

4 災対法 90‐3 生年月日

5 災対法 90‐3 年齢 数値表示

6 災対法 90‐3 乳幼児・就学 「乳児」、「幼児」、「小学生」、「中学生」

7 災対法 90‐3 性別

8 災対法 90‐3 住所

9 施行規則 8‐5 電話番号

10 施行規則 8‐5 その他連絡先

11 施行規則 8‐5 世帯構成

要
配
慮
者

12 災対法 90‐3 持病（難病、特定疾病） 持病の名称を記入

13 災対法 90‐3 要介護区分 認定区分の数字を記入

14 災対法 90‐3 障害の種類・程度 所持する手帳の種類を記入

15 災対法 90‐3 妊婦 妊婦である場合、「○」

16 災対法 90‐3 ＤＶ ＤＶ情報がある場合、「○」

17 災対法 90‐3 児童虐待 虐待情報がある場合、「○」

18 災対法 90‐3 外国人 外国籍である場合、「○」

19 災対法 90‐3 支援者の有無 存在する場合、「○」

被
害
状
況

人
的

被
害

20 災対法 90‐3 負傷・疾病の状況 「打撲」、「骨折」、「破傷風」等

21 災対法 90‐3 死亡日（死亡の場合） 日付を記入

22 災対法 90‐3 被害の状況 文で説明

住
家

被
害

23 災対法 90‐3 住家の被害認定結果 「全壊」、「半壊」など記載

24 災対法 90‐3 住家の被害認定日 日付を記入

25 災対法 90‐3 り災証明の交付 交付の場合、「○」

動産被害 26 災対法 90‐3 家財等の動産被害の状況 「損壊」、「焼失」、「流失」など

援
護
実
施
状
況

見
舞
金
等

27 災対法 90‐3
被災者生活再建支援金
（基礎支援金・加算支援金）

支給ありの場合、「○」

28 災対法 90‐3 災害弔慰金 支給ありの場合、「○」

29 災対法 90‐3 災害障害見舞金 支給ありの場合、「○」

30 災対法 90‐3 災害弔慰金・災害見舞金（福岡県） 支給ありの場合「○」及び「死亡」等の事由

31 災対法 90‐3 義援金品の配分 分配ありの場合、「○」

減
免

32 災対法 90‐3 市税の減免 減免ありの場合、種類を記入

33 災対法 90‐3 県税・国税の減免 減免ありの場合、種類を記入

34 災対法 90‐3 後期高齢者医療保険料の減免 減免ありの場合、「○」

35 災対法 90‐3 介護保険料の減免 減免ありの場合、「○」

36 災対法 90‐3 幼稚園入園料・保育料の減免 減免ありの場合、「○」

37 災対法 90‐3 高校授業料等の減免 減免ありの場合、「○」

38 災対法 90‐3 公共料金・使用料等の減免 減免ありの場合、「○」

貸
付
金

39 災対法 90‐3 災害援護資金貸付 貸付を受けた場合、「○」

40 災対法 90‐3 生活福祉資金貸付 貸付を受けた場合、「○」

41 災対法 90‐3 母子父子寡婦福祉資金貸付 貸付を受けた場合、「○」

災

害

救
助
法

42 災対法 90‐3 住宅の応急修理 応急修理した場合、「○」

43 災対法 90‐3 学用品の給付 給付を受けた場合、「○」

44 災対法 90‐3 衣類・寝具・生活必需品の給付 給付を受けた場合、「○」

特
例
措
置

45 災対法 90‐3 児童扶養手当 特例措置を受けた場合、「○」

46 災対法 90‐3 特別児童扶養手当 特例措置を受けた場合、「○」

47 災対法 90‐3 特別障害者手当 特例措置を受けた場合、「○」

48 災対法 90‐3 障害児福祉手当 特例措置を受けた場合、「○」

台
帳
情
報

49 施行規則 8‐5 庁外提供の同意の有無 同意がある場合、「○」

50 施行規則 8‐5 庁外提供先 提供先を記入

51 施行規則 8‐5 提供日 提供する（した）日付を記入


